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1.1　研究の背景

1.1.1 斜面市街地の形成と課題

(1) 斜面市街地の形成

　日本は、国土の大半を山地や丘陵地が占めている。日本の都市の多くは、港町から発展し、港

湾部の急速な拡大とともに形成された都市が多い。特に、周囲を山や丘に囲まれ、平坦部が限ら

れる都市では、発展に伴い、次第に都市縁辺部の斜面地にまで住宅地が広がり市街地が形成され

てきた。斜面市街地が形成された明治期以前は、都市計画および建築に関する法令が未整備であ

り、狭隘な道路に接し起伏のある地勢に造成された宅地が鉛直に折り重なりあい、人口膨張圧力

によって拡散・拡大し、密集した住宅地が無秩序に形成されてきた。こうしたその多くの斜面市

街地が現在まで残されている。

(2) 斜面市街地の課題

①アクセス

　現在までに形成されてきた多くの斜面市街地は、斜面地の立地条件から眺望や採光・通風など

に優れ、その環境の良さから比較的高級な住宅地が形成された地域もあるが、高度経済成長期に

急速な人口増加に伴い、基盤施設の整備が十分に行われないまま広がった地域が多い。特に、車

社会の到来以前に形成された地域が多く、道路の整備が不十分な地域が多く、さらに道幅が狭い

ため、車が進入できない地域が多い。また、平坦地と比べると、公共交通や自家用車、自転車な

どによるアクセスが難しい。これらにより、居住者の主な移動手段は歩行となり、傾斜道と階段

が多いことから移動の不便さが大きな課題となっている。さらに、消防車の進入ができない地区

が多く、初期消火が遅れる可能性など防災的な弱点を持つ。

②建築物の老朽化と空き家・空き地の増加

　斜面市街地は、平坦地より高い工事費や接道条件などにより、建築物の新築・増築等が難しい

ことから、建築物の老朽化が進行しており、人口減少とともに空き家・空き地が急速に増加して

いる。そのため、行政は空き家・空き地問題の解決に向け、老朽危険空き家対策事業や老朽建物

の除却補助金制度などの様々な取り組みを行っている。しかし、空き家・空き地は所有者の所在

がわからなくなっていることや経済的な問題などにより、管理できずに放置されている物件が多

い。安全性の問題や景観の質の低下などの新たな課題を生み出し、さらに人口減少や空き家・空

き地の増加という悪循環が生じている。

③人口流出

　居住地を選択する際に居住地を含む地域の住環境は重要である。1961 年、WHO は住環境に関す

る人間の基本的な要求として、①安全性、②保健性、③利便性、④快適性の 4 つの理念を提示し

た。この理念からみると、斜面市街地は道路が少なく、都心部や平坦地への人口の流出と高齢者
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の死亡による人口の自然減、新居住者が少ないことなどにより、人口が急速に減少している。特

に、若い世代の人口流出は深刻である。

1.1.2 斜面市街地と斜面都市

　斜面市街地は、平地と比べて大規模開発が少ないことから、広域にわたって低層住宅の連なる

個性的な景観を有しており、都市の観光資源としてのポテンシャルを持つ。斜面都市の定義はま

だ明確ではなく、エンジニアリング振興協会の報告書注 1）では、①斜面地に都市機能を揃えてい

る都市、②平坦な中心市街地から斜面へ都市機能が連坦している都市、③斜面の傾斜度がおおむ

ね 10％－ 35％程度、④斜面都市としての都市問題が生じている都市、⑤おおむね港湾部より都

市が発達し、平坦な住宅用地の確保に限界が生じてきている都市、⑥中核都市および中核都市に

隣接している都市で、将来的な人口増加に際して住宅確保のための用地が斜面地に求められる可

能性が高い都市、⑦斜面の特徴を生かした景観が形成されている都市、⑧坂のある街など斜面特

有の地域文化を形成している都市の 8 つの項目を満たす都市を斜面都市と定義している。また、

日本では、長崎市が全国の斜面都市の交流を図るために ､｢ 全国斜面都市連絡協議会 ｣ の準備会

の開催を呼びかけ ､1991 年に ｢ 第 1 回全国斜面都市連絡協議会 ｣ が熱海市で開催され、この協議

会には、全国 12 都市 ( 小樽市 ､ 函館市 ､ 横須賀市 ､ 熱海市 ､ 尾道市 ､ 呉市 ､ 下関市 ､ 別府市 ､

長崎市 ､ 佐世保市 ､ 北九州市、神戸市 ) から構成されている。このように、平地が少ない斜面都

市では、広い敷地の確保が難しいことから、平坦地や斜面地の麓に商業・業務系施設が集中して

おり、市街地に連坦する斜面地に居住地が形成される。斜面市街地は、その地形的要因から都市

図 1-1 斜面都市の特徴

歩いて暮らせるコンパクトな都市構造

眺望景観

①歴史の継承　　　　　　　　　　　④ヒューマンスケールの界隈
②濃密な近所付き合い　　　　　　　⑤防犯的に優れたコミュニティ
③豊かな眺望景観

①高密度な都市空間
②高い公共交通利用頻度
③歩きやすい都市構造

斜面市街地の特徴 平坦地の特徴

高密度な都市構造

電停
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のスプロール化や自動車利用を抑制し、高密度な都市開発を促進し、歩行及び公共交通の利用を

高める役割をしており環境にやさしい、｢コンパクトシティ ｣の形成に寄与しているといえる (図

1-1)。

1.1.3 居住地としての斜面市街地

　居住地の選択にあたっては、職場や学校までのアクセスや住居周辺の住環境は重要な要素であ

るが、斜面市街地は地形的な要因からアクセスが悪く、生活利便施設が少ないなど、平坦地と比

べると住環境は必ずしも良くない。行政とNPOなどが斜面市街地の地形的な弱点を解決するため、

道路の整備や移動販売システムなどの様々な取り組みを行っている。

　居住地の選択には、地価も判断の基準として影響しており、経年的にその影響力が強くなって

いる。 斜面市街地は、平坦地と比べると、非常に地価が安いというメリットがある。また、都

市の近くであっても、平坦地と比べ非常に良い景観を有してる。さらに、斜面市街地には、昔な

がらの地域住民のコミュニティが残っており、防犯面でも日頃からの付き合いに基づく住民相互

の見守りができていることから、比較的安全である。

　以上のように、魅力ある特徴を有する斜面市街地を衰退させずに持続させることが急務である

ことから、斜面市街地の居住実態や住環境の課題を把握し、空き家・空き地の発生要因を明らか

にし、斜面市街地の利点を活かした適切な施策と、それに基づく都市形成が求められる。

1.2　研究の目的

　本研究は、長崎市の斜面市街地を対象として取り上げ、斜面市街地が抱える課題を示すととも

に、周辺の物的環境とアクセスの容易性から斜面市街地の空き家・空き地の発生要因を定量的に

明らかにする。また、斜面市街地で行われている取り組みを整理し、持続可能な居住地としての

斜面市街地の再生に必要な整備手法を明らかにすることを目的として、以下の 3 点を具体的な目

的として挙げる。

(1) 斜面市街地の実態把握と斜面市街地に対する居住者意識の把握

　長崎市の斜面市街地を対象とした現地調査をもとに、斜面市街地の空き家・空き地の実態を把

握し、空き家・空き地の周辺環境の特徴及び、斜面市街地の物的環境が建物・敷地の更新に与え

る影響を明らかにする。また、斜面市街地の居住者へのアンケートとヒアリング調査をもとに、

実際居住者が感じる居住地としての斜面市街地のメリットとデメリットを把握する。また、今後

の意向を把握することで斜面市街地の居住地としての持続可能性を明らかにする。

(2) 持続可能な居住地としての斜面市街地を目指す取り組みの課題の提示

　文献調査・まちづくりリーダーへのヒアリング・ホームページによる予備調査をもとに、長崎

市役所と民間企業、NPO、自治体へのヒアリング調査を行い、斜面市街地の再生に向けた取り組
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みを整理する。また、各取り組みに対する運営者と管理者の評価をもとに、持続可能な居住地と

しての斜面市街地を目指して、行われている取り組みの課題を明らかにする。

(3) 斜面市街地における空き家・空き地の発生要因の解明

　斜面市街地における空き家・空き地の発生要因を明らかにすることを目的とする。住環境と空

き家・空き地との関係を統計的に分析し、空き家・空き地の発生に影響を及ぼす住環境要因を明

らかにする。また、各住戸から生活利便施設へのアクセスの容易さ・困難さを表現する指標とし

て、歩行消費エネルギーを導入し、空き家・空き地の発生とどのように関係しているのかを定量

的に明らかにする。

　持続可能な発展は、一般的に将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、今日の世

代のニーズを満たことであり、これは、国際連合の環境と開発に関する世界委員会 (WCED) か

ら 1987 年に発行された報告書において言及され、主に、地球環境や資源開発において、持続

可能性を示す概念として提唱された。持続可能な都市 (sustainability city）は、持続可能性

(sustainability) の概念を具現化した都市像であり、単に「生存」や「適応」を目指すもので

はなく、その土地に生活する人々と環境との情緒的な結びつきの回復を実現するものでもある 1)。

また、この持続可能な都市について Newman and Kenworthy は、環境・経済・社会の 3 つの構成

要素のバランスが重要であるとしている 2)。都市の持続は、人口を維持することが前提となり平

坦地の限られる都市では斜面市街地の居住地としての役割が重要であることから、空き家・空き

地などの具体的な諸課題の解決に取り組む必要がある。斜面市街地の持続性は、斜面市街地を居

住地として衰退させることなく、将来にわたって適切に維持・保全することと定義する。

　一般的に、都市の再生とは、主として「都市更新」の意味で用いられてきた。都市更新とは、

物的環境が悪化した既成市街地を安全・健康・文化的な市街地に再生させるための都市計画であ

り、いわば、都市の環境を物的に更新し、都市機能を回復させることである。その手法によって

再開発・修復・保全に 3 区分されている。しかし最近になって、都市再生という語により根源的

な意味が託されるようになった。その含意は、都市の社会・経済・環境の衰退化を防ぎながら、

都市の持続的な発展を維持するために必要な都市機能を回復・活性化させることである注2)。また、

まちの持続性を高めるには、長期的視線による開発と多様な世代がバランスよく居住しているこ

とが重要とされており、年齢構成のバランスは、持続性を測る指標となっている。本研究では、

都市再生を、都市環境を物的に更新し、都市の社会・経済・環境の衰退化を防ぎつつ、都市の持

続的な発展を維持するために必要な都市機能を回復・活性化させることと定義する。
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図 1-2 研究のフロー

1.3　論文の構成

　本論文は序論と結論を含む 5章で構成されており、研究のフローを図 1—2 で示す。

　第 1 章では序論として、研究の背景、目的 , 論文の構成とともに、既往研究を整理した上で本

論文の意義について述べる。

　第 2 章では、斜面市街地の特徴と建築物・敷地の更新に与える影響を明らかにするため、斜面

都市としての長崎市を取り上げ、現地調査に基づき、斜面市街地の空き家・空き地の現状把握と

周辺の物的環境の特徴を示すとともに、斜面市街地に対する居住者の意識を把握することで、斜

面市街地のメリットとデメリットを明らかにする。次に、GIS データと道路幅員調査により、対

象地内の道路の状況を把握するとともに対象地の空き家・空き地の分布を把握し、空き家・空き
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地に影響を与える要因に関する分析を行う。また、行政と居住者へのヒアリング調査から得た情

報をもとに、周辺の施設が空き家・空き地に与える影響について分析する。以上の結果をもとに、

空き家・空き地と周辺環境との関係と明らかにする。さらに、居住者の人を対象としたアンケー

ト調査を行い、斜面市街地に対する居住者の意識・今後の意向を把握し、居住地として斜面市街

地の課題を明らかにする。第 3 章では、持続可能な居住地としての斜面市街地の形成を目指す取

り組みの課題を明らかにすることを目的とし、取り組み・事業の整理、考察を行うことにより、

組織のあり方や総合的な居住地を目指して行われている事業・取り組みの評価を行う。まず , 文

献・まちづくりリーダーへのヒアリング・ホームページの情報をもとに、予備調査を行った後、

現地で住民へのヒヤリング調査を行い、その内容を確認し、各種事業・取り組みについて目的別

に整理し，特徴を明らかにする。次に、整理したものの中から長崎市特有の事業・取り組みに焦

点を当て、建物・敷地利用の更新に関する取り組みと生活利便性向上に関する取り組みについて

考察する。さらに、斜面市街地の持続可能性を実現するための提案を行う。

　第 4 章では、斜面市街地における空き家・空き地の発生要因を明らかにすることを目的とし、

消費エネルギーを用いアクセスの容易性を評価し、空き家・空き地の発生率との関係を分析する。

まず、現地調査にもとづき住環境と空き家・空き地との関係を統計的に分析し、空き家・空き地

に影響を及ぼす住環境の要因を明らかにする。次に、歩行消費エネルギーという概念を利用して、

各住戸から生活利便施設へのアクセスの容易さ・困難さを指標化し、歩行消費エネルギーが空き

家・空き地の発生率とどのように関係しているのかを定量的に明らかにする。

　最後に ,第 5章では ,上述までの章を通じて得られた知見を総括し ,本論文の結論とする。
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1.4　既往の研究の総括と本研究の位置づけ

　本研究に関する既往研究は (1)斜面市街地を対象とした研究、(2)空き家・空き地に関する研究、

(3) 地域再生に向けた取り組みに関する研究に分けられる。

1.4.1　斜面市街地を対象とした既往の研究

　斜面市街地を対象とした研究は、(1) 斜面市街地の空き家・空き地に関する研究、(2) 斜面市

街地の再生と居住地としての持続可能性に向けた取り組みに関する研究、(3) 斜面市街地の景観

に関する研究、(4) 斜面市街地の住環境と生活に関する研究、(5) 斜面市街地における移動に関

する研究の 5つのグループにまとめられる。

(1) 斜面市街地の空き家・空き地に関する研究

　斜面市街地の空き家・空き地について論じた既往研究としては、山梨県早川町を事例として

中山間地域における空き家およびその管理の実態について論じた遊佐による研究 3)、集落住民を

主体とする改修・増築工事の事例により中山間集落における空き家を活用した都市農村交流施

設の整備プロセスについて論じた山本による研究 4)、韓国釜山市の住居環境改善事業の現地改良

方式地区を事例として斜面密集市街地における個別建て替えによる空地の変化について論じた

Cho,Pilkyu による研究 5)、北九州市八幡東区枝光一区における調査・実践により、斜面住宅地の

空地利用と管理について論じた志賀による研究 6) 等が挙げられる。

(2) 斜面市街地の再生と居住地としての持続可能性に向けた取り組みに関する研究

　斜面市街地の再生と居住地としての持続可能性に向けた取り組みについて論じた既往研究とし

ては、移動販売サービスの顧客層ならびに価値認識を離散選択モデルにより実証的に分析した谷

本による研究 7)、移動販売サービスに着目して中山間地域における高齢者の買い物行動と健康維

持に関する実証分析した倉持による研究 8)、 いわき市三和町を対象として大字単位にみる中山間

地域の地域構造とまちづくり計画策定への取り組みについて論じた齊藤による研究 9)、北九州市

枝光一区におけるオーチャードスロープ事業を通じて斜面住宅地における果樹を用いたまちづく

り活動の展開プロセスについて論じた下村による研究 10)、長崎市における斜面市街地の現状と交

通改善への取組みについて論じた阿部による研究 11)、長崎市立山地区を対象として斜面市街地整

備計画策定へ向けた住民参加手法の適用について論じた杉山による研究 12)、釜山市のサンボク道

路ルネサンス事業地区を対象として都市再生事業の推進過程の中での住民参加の実態について論

じた Jung,Sung-gyu による研究 13)、釜山市のガムチョン文化村の再生に向けて導入された公共美

術が地域活性化に及ぼす影響について論じた Park,Jae-hyun による研究 14)、韓国の全州市ザマン

村を対象として斜面地の住環境改善に向けた取り組みについて論じた Lee,Sung-gyun による研究

15)、色彩調和議論から釜山市のサンボク道路村の造形性について論じた Kim,Ming-sung による研

究 16)、釜山市のヤンジョン 2 地区を対象として斜面地の特性を生かした住環境改善に向けた取り

組みについて論じた Lee,Sung-myung による研究 17) 等が挙げられる。
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(3) 斜面市街地の景観に関する研究

　斜面市街地の景観について論じた既往研究は、神戸市の眺望点における眺望景観の阻害要因の

事例分析を通して斜面市街地における眺望喪失危険性による眺望対象の評価について論じた栗山 

による研究 18)、緑視率に着目して斜面住宅地の中遠景について考察した上和田による研究 19)、滋

賀県東近江市奥永源寺地域を対象として中山間地域における茶園景観について論じた木村による

研究 20)、江戸東京の土地利用の変遷とその景観変化から東京都心部における斜面地景観の変容に

ついて論じた松本による研究 21)、長崎市の斜面市街地を対象として斜面市街地の人口減少が俯瞰

夜景にもたらす影響について論じた坂本による研究 22)、神戸市の毎日登山者の生活景に着目して、

斜面市街地における住民の眺望景観意識について論じた栗山による研究 23)、臨港斜面市街地景観

を中心に釜山の都市景観形成における都市政策の役割について論じた徐金泓による研究 24)、専門

家の調査を通じて、斜面居住地の景観改善に向けた設計要素と整備方向について論じた Kim,Min-

ju による研究 25)、首都圏の居住環境整備予定区域を対象として老朽不良斜面居住地の景観向上

に向けた計画要素について考察した Son,Chang-hee による研究 26)、韓国と海外の事例分析により

老朽不良斜面居住地の景観を考慮した計画手法について論じた Yoon,Hyung-doo による研究 27) 等

が挙げられる。

(4) 斜面市街地の住環境と生活に関する研究

　斜面市街地の住環境と生活について論じた既往研究としては、韓国釜山市の斜面密集市街地の

住居環境改善事業地区における共空間の特性とその役割について論じた曽弼奎による研究 28)、「残

した緑」から自然林のある斜面住宅地についての居住者の評価について論じた齊藤による研究

29)、地理的特性を考慮した中山間地域集落の集落特性の推移について論じた有川による研究 30)、

斜面地住環境改善に向けた計画的な方向性について論じた Jung,Chul-hoon による研究 31)、中山

間地域住民の移住意向と移住要件について論じた塚井による研究 32)、斜面市街地における居住環

境改善への AHP の適用について論じた棚橋による研究 33) 等が挙げられる。

(5) 斜面市街地における移動に関する研究

　斜面市街地での移動について論じた既往研究としては、電動自転車の有効性の検証により斜面

住宅地におけるモビリティ改善について論じた砂本による研究 34)、地形による負荷と年齢による

身体能力の変化を勘案した歩行換算距離の検討した佐藤による研究 35)、斜面住宅地における勾配

を考慮した徒歩移動について論じた溝口による研究 36)、歩行負担量を用いた斜面住宅地における

避難路網の再構築について論じた川畑による研究 37)、車椅子登坂にたいする勾配の影響について

論じた佐渡山による研究 38)、坂道における高齢者・障害者の移動負担の計測について論じた新田

による研究 39)、実験により片斜面における手動車いす使用者の走行状態の評価について論じた彦

坂による研究 40)、エネルギー消費からみた都市内土地利用配置の評価について論じた渡辺による

研究 41)、北九州市八幡東区枝光地区におけるケーススタディとして歩行負担量を用いた斜面住宅
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地における移動利便性の評価に論じた深澤による研究 42) 等が挙げられる。

1.4.2　空き家 ・空き地に関する研究

(1) 空き家・空き地の活用に関する研究

　空き家・空き地の活用について論じた既往研究としては、新宿区における現状と今後の課題に

着目して東京都心部の空き地空間における有効利用の方向性について論じた李東毓による研究

43)、地方都市中心市街地における空き家の活用意向と借家再生の可能性について論じた中園によ

る研究 44)、下関市菊川町「貴和の里につどう会」の事例として廃校と空き家を活用した都市農村

交流プログラムの展開について論じた山本による研究 45)、八女福島伝建地区における「管理委託

方式」による空き家修理・活用について論じた加藤による研究 46)、空き家を活用して地域コミュ

ニティの拠点づくりについて論じた Nam,Ji-hyon による研究 47)、函館市西部地区を対象として伝

建地区とその周辺における空き家実態とその利活用可能性について論じた竹鼻による研究 48)、大

阪市鶴橋地区を対象として密集市街地における空き家の実態とその「防災空間」としての活用可

能性について論じた中井による研究 49) 等が挙げられる。

(2) 空き家・空き地の管理と対策に関する研究

　空き家・空き地の管理について論じた既往研究としては、横手市空き家等の適正管理に関する

条例を中心として自治体空き家管理条例による空き家の管理対策について論じた冨永による研究

50)、東日本の地方自治体を事例として空き家の適正管理条例の現状と課題について論じた篠部に

よる研究 51)、千葉県佐倉市の住宅団地を対象として郊外戸建て住宅団地における空き地・空き家

の安定的管理について論じた三宅による研究 52)、都市衰退地域の空き家分布現状と管理体系につ

いて論じた Kim,Jin-ha による研究 53)、米国ミシガン州ジェネシー郡におけるランドバンクの担

う差押不動産、空き家・空き地対策について論じた藤井による研究 54)、市危険建物除却促進事業

を事例として空き家の解体除却整備について論じた三信による研究 55)、伊勢原市・秦野市の宅地

開発を対象として首都圏郊外の宅地開発における空き地・空き家の解消方策について論じた中西

による研究 56)、西日本の地方自治体を事例として空き家の解体除去施策の現状と課題について論

じた篠部による研究 57) 等が挙げられる。

(3) 空き家・空き地の発生要因に関する研究

　空き家・空き地の発生要因について論じた既往研究としては、空き家発生に影響を与える地域

特性について論じた No,Min-ji による研究 58)、空き家の数量・成因・所有者の意向を比較するこ

とで、空き家発生要因の地域特性について論じた伊東による研究 59)、旧市街地の空き家発生要

因と特性について論じた Jeon,Young-mi による研究 60)、日本の空き家形成原因と対策について

Nam,Ji-hyon による研究 61)、地方中核都市における空き家の発生パターンについて論じた山下に

よる研究 62)、八女福島伝建地区を中心事例として伝建地区における空き家の発生要因と活用の仕
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組みについて論じた加藤による研究 63) 等が挙げられる。

1.4.3　地域再生に向けた取り組みに関する研究

　地域再生に向けた取り組みに関する研究としては、帯広市における「北の屋台」を通じてまち

なか活性化・まちづくりに向けた市民主体による事業への取り組みについて考察した倉原による

研究 64)、鳥取県江府町の事例として中山間地域における買い物弱者対策に関する取り組みについ

て論じた浅井 による研究 65)、千葉県柏市・斉藤牧場の保全をめぐる市民と行政の取り組みにつ

いて論じた加藤による研究 66)、「大津の町家を考える会」の活動事例により中心市街地活性化に

おける市民活動団体の取り組みと課題について考察した森川による研究 67)、長岡市山古志サテラ

イトおける地域復興支援員の取り組みから中山間地域における人的支援の実態とその役割につい

て論じた古山による研究 68)、地方自治体の取り組みと市民ニーズの比較により地方自治体による

緑地保全活動への市民参加促進について論じた髙瀬による研究 69) 等が挙げられる。名古屋市と

錦二丁目低炭素モデル地区の取り組みの現状と課題により既成市街地におけるまちづくりを通じ

た自治体低炭素都市戦略について論じた村山顕人による研究 70)、ヨーク市を事例としてアメリ

カ合衆国におけるホームレスへの政策的取り組みとその実態について論じた関口玲美による研究

71)、大津の町家を考える会の活動事例から中心市街地活性化における市民活動団体の取り組みと

課題に関する考察した森川稔による研究 72)、大阪船場の取り組みと他地域との比較を通じて都心

のまちづくり団体の抱える課題からみた大学の都心まちづくりへの参画の意義について論じた登

根哲生による研究 73)、長岡市山古志サテライトおける地域復興支援員の取り組みから中山間地域

における人的支援の実態とその役割について論じた古山周太郎による研究 74)、ルンド市、マルメ

市の都市規模・形態と導入の背景からみたハード・ソフト施策の比較により、スウェーデン・スコー

ネ県におけるモビリティ・マネジメントの取り組みと特徴について論じた伊藤俊介による研究 75)

等が挙げられる。

1.4.4　本研究の位置づけ

　斜面市街地では、空き家・空き地問題の解決に向け、行政や NPO などによる取り組みが増えて

おり、空き家・空き地に関する研究は、空き家・空き地の活用や管理に関する研究が主である。

また、斜面市街地の再生に向けた取り組みに関する研究は、買い物支援や移動支援に関する取り

組みなど様々な研究があるが、主に高齢者の生活利便性の向上や支援に関する研究が多い。また、

1つの取り組み・事業を取り上げケーススタディとして取り上げた研究が多い。

　しかしながら、斜面市街地の地形的な特徴を考慮した上で、持続可能な居住地として斜面市街

地をとらえ、斜面市街地の実態・課題、解決手法を総合的に評価・考察した研究は見られない。
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1.5 長崎市における斜面市街地

1.5.1 対象地としての長崎市における斜面市街地の衰退

　深く入り込んだ長崎港を取り巻くように発展してきた長崎の街は、港にそそぎ込む河川沿いの僅

かな平坦地と、それに連なる斜面地に形成された歴史ある「坂のまち」である。長崎市の斜面市街

地は住宅需要が急増した高度経済成長期に、棚田や段々畑として利用されていた農地を住宅地とし

て使用するために造成が行われた。等高線に沿った細い道を舗装し、生活道路としたところも多かっ

たため、車が進入できない住宅地を生む結果になった。1960年ごろには標高 150m付近まで開発が

進み、1980年以降は 200m以上の高台にまで住宅地が造成された。長崎は江戸時代には、国内唯一

の外国との貿易港出島を有した港湾都市で、歴史資源に恵まれた観光都市であり、原爆被爆都市と

して世界平和のシンボルのまちとして知られている。地形的には図1-3のように、市街地の７割が

斜面地という坂のまちでもある。100万ドルの夜景と呼ばれる眺望景観を有し、海や河川の水面、

山地の緑に恵まれている。近年は、全国平均を上回る高齢化率 （2015年人口：429,255人、高齢化

率 29.2％）を示すと共に、車社会を反映して斜面市街地からの若者離れが目立ち、高齢化率が20%

を越える急速な高齢化が進んでいる。

1.5.2 斜面市街地の再生に向けた取り組み

　長崎市は、1989年度に開催された国際斜面地会議をきっかけとして、斜面市街地の再生や生活利

便性の向上を向けた様々な取り組みが行われている。また、斜面都市の地形的な特徴を活かし、様々

な先進事例も取り入れつつまちづくりを行っており、行政だけでなく長崎斜面研究会などのNPOと

民間企業、地域住民が協動した取り組みが活発的に行われている。さらに、2013年からは ｢住民発

長崎・坂のまちの日｣を定め、長崎市だけではなく、他の斜面都市も参加し、様々な課題と取り組

みについて討論するシンポジウムを行っている。また、斜行エレベーターや小型リフトなどが斜面

市街地の再生や生活利便性の向上と共に1つの観光資源として利用されており、地域の経済的な効

果をもたらしている。他の都市と海外からの見学も増え続けている。

1.5.3 斜面地市街地の分布と特徴

　韓国では傾斜度5度以上の地域を斜面地、15度以上の地域を急斜面地と定義しており、日本では

斜面地は、明確に定義されていなかったが、長崎市では、標高20m以上かつ傾斜度5度以上の地域

斜面地として定義し、指定している。その定義によれば、長崎市は人口密度が高い旧市街地の7割

以上 (約 28km2) が斜面地となっており、その地域に長崎市全体人口の 5割以上約 23万人が居住し

ている。長崎市はまた、日本で斜面市街地の面積が最も広い都市でもある。このような長崎市の斜

面市街地には、オランダ坂やグラバー園などの様々な歴史資源が残されており、平坦地で行われて

いるような大規模開発ではなく、戸建住宅レベルのヒューマンスケールを有する開発により、斜面

市街地の魅力ある町並みが保存されている。　

　以上より、長崎市は他の都市と比べると平地が少なく、1960年代頃から細い畦道をたよりに下の

方から家が建ち並び始め、斜面市街地が形成されてきた。近年、斜面都市がクローズアップされる
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中で、長崎市は1989年に開催された国際斜面都市会議をきっかけとして、公共の地区施設整備や民

間の共同建替え事業など斜面市街地の再生のための取り組みや対策を早くから積極的に行ってきた

都市であり、日本の斜面都市の中でも先進的な取組みがみられる。そこで、本研究では、長崎市に

おける斜面市街地を対象都市として選定した。

図 1-3 長崎市の斜面市街地の分布
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1.6　研究の用語と定義

1.6.1　斜面に関する用語

(1)斜面地

　斜面地の明確な定義はないことから、本研究では長崎市を対象とするため、長崎市が定義してい

る標高20m以上かつ傾斜度5度以上の地域を斜面地とする。

(2)斜面市街地

　斜面市街地という明確な定義はないことから、本研究では人口密度4,000人 /km²以上を市街地注3）

と規定し、その中で標高20m以上かつ傾斜度5度以上の地域を斜面市街地と規定する。

1.6.2　道路に関する用語

(1)接道義務

　建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地が道路に2ｍ以上接しなければならないとする義

務をいう。都市計画区域と準都市計画区域内にだけ存在し、都市計画決定されていない区域では接

道義務は無い。

(2)道路

　建築基準法42条の規定により、以下に該当する道路をいう。

①1項道路：道路法による道路

②2項道路：建物が現に建ち並んでいる4ｍ (6ｍ )未満の道路で、将来4ｍ (6ｍ )幅の拡幅が可

能として特定行政庁が指定した道路。

その中心から2ｍ (3ｍ、避難・安全上支障がない場合は2ｍ )の線を道路境界線とみなす。片側が

崖地などの場合は崖側から4ｍ (6ｍ )の線を境界線とみなす。

③3項道路：2項道路指定をするに当たり、将来に渡り拡幅が困難でどうしても4ｍ (6ｍ )幅員が

取れないため、特定行政庁が幅員の緩和指定をした道路。道路境界線をその中心線から1.35ｍ以上

2ｍ (3ｍ )未満に緩和。崖地等は2.7ｍ以上 4ｍ (6ｍ )。

④ 4項道路：6ｍ指定区域内にある下記1号から3号までの道路で特定行政庁が認めたもの。

　1号 :避難・通行の安全上支障がない幅員４ｍ以上６ｍ未満の道路

　2号：地区計画等に適合した幅員４ｍ以上６ｍ未満の道路

　3号：６ｍ区域指定時に既に存する幅員６ｍ未満の法４２条適用の道路

⑤5項道路：6ｍ区域指定時に既に存していた道路で幅員4ｍ未満の道路

⑥6項道路：古い城下町などの民家が両側に立て込んだようなところで、幅員が1.8ｍ未満の 1項

道路。境界線の水平距離を指定する場合、あらかじめ建築審査会の同意を必要とする。

⑦特定通路：法上の道路に該当しないものであっても、法第43条第１項ただし書の規定に基づく許

可に関し、特定行政庁が定量的に定型化された許可の基準であって建築審査会の了承を得た上で事

前明示したものを定めた場合において、当該基準に規定する通路等に該当するもの。
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1.6.3 消費エネルギーに関する用語

(1) 酸素摂取量

　酸素摂取量とは、単位時間あたりに体内に取り込まれる酸素量である。そして最大酸素摂取量

（VO2max）とは、有酸素的過程で出しうるエネルギー量の最高値を意味し、その理論的背景は 1950 

年代に確立された注3）。これにより、VO2maxという個人の体力を測り、さらにその相対的な指標（VO2max）

を用いて、運動トレーニングを処方することが可能になった。運動中の酸素摂取量は、活動筋での

エネルギー産生量を反映している。その最大値すなわち VO2max が大きいほど多くのエネルギーを

産生する事ができ、より高い強度の運動をより長い時間実施できる。すなわち ,VO2max は全身持久

力を評価する指標である。　

(2) 消費エネルギー

　基礎代謝 ( 生命維持 ) や運動などにより消費されるエネルギーのことである。消費エネルギー

の使用率は、基礎代謝：60％～ 70％、運動とその他：30％～ 40％と言われている。消費エネルギー

の計算方法としては以下の２つの方法がある。

① MET による計算方法

　MET とは安静時と 1として、ある運動の運動強度（酸素摂取量）を表した値である。

【消費カロリー (kcal) = METS x 運動時間 (時間 ) x 体重 (kg) x 1.05】

②酸素摂取量による計算方法

【消費カロリー (kcal) = 酸素摂取量 (ml) × 0.005】
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第 2章　斜面市街地の実態からみた居住地としての持続可能性

2.1 はじめに

2.1.1　研究の背景

 日本に形成されている多くの斜面市街地は、高度成長期の本格的な車社会の到来以前に無秩序

に広がっており , 道路などの基盤施設が十分に整備できなかった。また、平坦地と比べると、高

い工事費、接道義務などの法制度により、建物や敷地の更新が難しいため、建築物の老朽化が進

行し、都心部や平坦地への人口の流出や高齢化も要因となって空き家 ･ 空き地が増加している。

また、多くの空き家・空き地は管理できずに放置されており、放火による火災、老朽化による倒壊、

不法侵入、景観の悪化、ゴミの不法投棄等の問題を起している。そのため、近隣住民に被害をも

たらし、さらに人口が減少するという悪循環が起きている注1)。

 その一方で、斜面市街地は平坦地と比べて大規模な開発が少ないことから、戸建低層住宅の

ヒューマスケールなまちの構造と景観を有し、古くからの住民同士の親密な関係に基づくコミュ

ニティを有する魅力的な地域であるといえる。また、斜面地では大きな敷地の確保が難しいため、

商業・業務系施設は斜面地の麓の平坦地に立地する。都市全体としては、結果的にメリハリのあ

る土地利用が形成されている。さらに、 斜面地では道路や駐車場の整備が十分に行えないことか

ら、自家用車所有の割合が低く、徒歩や公共交通利用の割合が高い、環境にやさしい地域である

といえる。

 これまで斜面市街地に形成されてきた住宅地としての居住環境を維持し、斜面市街地を持続さ

せることは、多様性のある魅力的な都市を形成する上でも重要である。

2.1.2　研究の目的

　本章では、長崎市の斜面市街地を対象として、斜面市街地の物的環境が建物・敷地の更新に与

える影響の分析と、斜面市街地に対する居住者の意識調査を通して、斜面市街地における空き家・

空き地の分布の特徴と周辺環境が空き家・空き地に与える影響を示すとともに、居住地としての

斜面市街地の課題を明らかにすることを目的とする。

2.1.3 既往研究と本研究の位置づけ

　斜面市街地に関する既往研究をみると研究のテーマは多岐にわたる。例えば、韓国釜山市の斜

面密集市街地の住居環境改善事業地区における共空間の特性とその役割に関する研究 1)、長崎市

を事例として地理情報を利用した斜面都市の地震災害ポテンシャル評価に関する研究 2)、神戸市

の眺望点における眺望景観の阻害要因の事例分析を通して斜面市街地における眺望喪失危険性に

よる眺望対象の評価に関する研究 3)、中山間地域における移動販売サービスの顧客層ならびに価

値認識を離散選択モデルにより実証的に分析した研究 4)、斜面住宅地における勾配を考慮した徒

歩移動に関する研究 5)、斜面住宅地におけるモビリティ改善に関して電動自転車の有効性の検証
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と課題について論じた研究 6) など、災害、取り組み、景観、など様々な観点から斜面地を対象と

したものがある。

　その中で、斜面市街地の空き家・空き地に着目した研究は、山梨県早川町を事例として中山間

地域における空き家およびその管理の実態に関する研究 7)、集落住民を主体とする改修・増築工

事の事例として中山間集落における空き家を活用した都市農村交流施設の整備プロセス関する研

究 8)、 韓国釜山市の住居環境改善事業の現地改良方式地区を事例として斜面密集市街地における

個別建て替えによる空地の変化に関する研究 9) などがある。また、斜面市街地を対象とした研究

ではないが、空き家・空き地に関する研究としては、密集市街地における空き家の実態とその「防

災空間」としての活用可能性に関する研究 10)、広島県福山市鞆地区を事例として歴史的な市街地

における空地の実態及びその形成原理について考察した研究 1)、横手市空き家等の適正管理に関

する条例を中心として自治体空き家管理条例による空き家の管理対策について考察した研究 12)、

韓国の仁川を対象として旧市街地の空き地発生原因と特性について分析した研究 13)、地域コミュ

ニティの拠点として空き家活用を提案した研究 14) などがみられる。

　しかしながら、斜面市街地の空き家・空き地の属性及び分布特徴に着目した研究はみられず、

特に、周辺環境の関係についての研究は殆ど見られない。そこで、本研究は、長崎市の斜面市街

地を対象とし、斜面市街地の空き家・空き地に着目する。

2.1.4　研究の方法

 まず、国土地理院から標高データをダウンロードし、GIS を用いて標高・傾斜度分析を行い、長

崎市の斜面地の現状を把握する。その上で、対象地を選定する。次に、文献と国勢調査注 2）により

対象地の基礎データを収集し、現地調査により対象地内に分布している空き家・空き地を把握し、

地図上にプロットする (２節 )。また、地形的に道路が少なく、細街路が多い斜面市街地の特徴から、

現地調査と GIS データから得た道路状況をもとに対象地内と周辺の道路状況と空き家・空き地との

関係を分析する（３節 )。さらに、長崎市の斜面市街地の居住者へのヒアリングから空き家・空き

地に影響を与える可能性が高い施設を把握し、各施設の立地が空き家・空き地に与える影響を分析

する（４節 )。最後に、アンケート調査により、斜面市街地に対する居住者の意識把握することで、

斜面市街地のメリットとデメリット、課題などを明らかにする。アンケート調査は、斜面市街地

における新居住者と旧居住者の意識を比較するために、新築物件と旧来の建物に分けて行う。新

築物件に関しては、長崎市役所における 2003 年 10 月から 2013 年 10 月までの建築概要書により

新築物件に関する情報を収集した。（図 2-1）。
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2.2　対象地の選定と現状

2.2.1 対象地の選定

　他の都市より斜面地の面積が非常に広く、早くから斜面市街地の再生のため公共の地区施設整

備や民間の共同建替え事業など様々な取り組みを行ってきた歴史があり、日本の斜面都市の中で

も種々の先進事例を有することから、長崎市を本研究の対象都市とした。一口に長崎市の斜面市

街地といっても、それぞれの斜面市街地の現状は様々である。例えば、人口が増加する斜面市街

地でも、逆に人口が減少している斜面市街地でも空き家や新築が発生しており、そのメカニズム

を理解するため、様々な状況の地域を比較する必要がある。そこで、人口・世帯数の増減のデー

タをもとに４つの町丁目を抽出した(図2-2)。具体的な対象地の選定方法は以下のとおりである。

 長崎市の既成市街地の中で、人口密度が平均以上の地域を抽出し、国勢調査のデータ (H12 年－

H22 年 ) を用いて、年平均人口増加率注 3) と年平均世帯数増加率を算出し、①人口増加率が最も

高い立山 4 丁目（約 2.1%)、②人口減少率が最も高い東山町（約 -4.2%)、③世帯数の増加率が最

も高い坂本 3 丁目（約 3.2%)、④世帯数の減少率が最も高い東山手町（約 -4.0%) の４地域を研

究の対象地とした。 

図 2-2 対象地の位置
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図 2-3  対象地の人口 ･ 世帯数 ・ 高齢者数
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図 2-4 空き家 ・ 空き地の分布
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2.2.2 建物 ・敷地の更新

(1) 調査方法

　空き家・空き地に関する現地調査を行った。空き家かどうかについて、電気メータと郵便箱を

調査員の目視確認により判断し、判断が難しい場合は、周辺の住民へのヒアリングで判断した。

また、空き地については、不動産の看板と周辺の住民へのヒアリングにより判断した。さらに、

取得した情報を GIS の地図上にプロットした (図 2-4)。
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図 2-5　長崎市斜面市街地における空き家 ・ 空き地

表 2-1 調査物件の概要

新・増築 旧来物件

立山4丁目 13 162 11 17 97.2%(172件) 1.7%(3件) 1.1%(2件)

坂本3丁目 10 167 17 6 89.7%(174件) 9.8%(19件) 0.5%(1件)

東山手町 7 136 10 22 87.6%(134件) 11.8%(18件) 0.7%(1件)

東山町 0 145 9 26 90.9%(139件) 9.1%(14件) 0.0%(0件)

計 30 610 47 71 91.3%(619件) 8.0%(54件) 0.7%(4件)

構造建築物

空き家
空き地

W造 RC造 S造
町丁名 住宅など

(2) 調査結果　

　現地調査の結果、対象地内の建築物は 677 件の中 619 件 (91.4%) が木造であり、特に戸建て住

宅は、95% 以上が木造であり、鉄筋コンクリート造と鉄骨造の殆どはマンションなどの共同住宅

である。また、空き家より空き地は、図 2-5 のように管理できずに、放置され、火事など防災的

に危険な状況である物件が多い。また、人口や世帯数の増加している地域でさえ、空き家と空き

地が分布しており、これらの地域では人口や世帯数が減少している地域よりも新築、建替え、リ

フォームの件数が多い(表 2-1)。一方、対象地内の道路に関しては、対象地内には車道(幅員2.7m

以上 ) が少なく、階段道が多い。また、前面道路の幅員調査によると、新築、建替え、リフォー

ムの物件 5割以上の物件 (30 件の中 16 件 ) が幅員 4m 以下の道路に面していることがわかった。
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2.2.3 道路の分布と指定

　対象地内は多くの道路が階段とスロープであり、車両の進入が可能な道路は少ないことから、

平地と比べ、車でのアクセスが不便である。また、日本では建築基準法により、道路に接してな

い敷地は、基本的に新築などの建築行為が不可能である。斜面市街地では道路が少ないことから

建築行為が不可能な敷地が多い。そこで、長崎市は 4m 未満の道路を 2 項道路、3 項道路、特定

通路にしてすることで、建て替えを可能としている。現地調査と長崎市所有の GIS データ注 5) か

ら対象地の道路指定現状を把握した。その結果、対象地内には、4m 以上の 1 項道路は少ないが、

4m 未満の道路でも殆どの道路が 2 項道路又は特定道路に指定されている ( 図 2-6）。なお、 道路

指定の定義と建築基準法上の接道義務は、以下のとおりである。

(1) 接道義務

　建築基準法第 43 条の規定により、建築物の敷地が、道路に 2m 以上接しなければならないとす

る義務をいう。都市計画区域と準都市計画区域内にのみ接道義務は存在し、都市計画決定されて

いない区域では接道義務は無い (図 2-7)。

(2)1 項道路

　建築基準法第 42 条第 1 項 3 号の規定により、建築基準法上の道路とみなされる幅員 4m 以上の

道を指す。

(3)2 項道路

　建築基準法 42 条第 2 項に定められていることから原則として幅員が 4m 以上ないと道路として

認められないが、幅員 4m 未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、かつ特定

行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされる (図 2-8）。

(4)3 項道路

　建築基準法第 42 条第 3 項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことである。2

項道路では幅員 4m 分が道路とみなされるが、3 項道路は幅員 2.7m 以上 4 ｍ未満で特定行政庁が

指定した範囲が道路とみなされる。

(5) 特定通路

　特定通路は、建築基準法上の道路でない。本来道路に有効に接していなければ建築することが

できないが、特定通路に接している場合、建築基準法第 43 条第 1 項ただし書きの規定による許

可を受ければ建築することができる。その建築物の敷地が接する通路を便宜上特定通路と呼ぶ。
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図 2-6 対象地内の道路分布と道路指定
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2.3　道路と建物 ・敷地の更新

　住宅周辺の物的環境が住宅更新に与える影響を把握するため、斜面市街地再生に向けた様々な

事業を行われている長崎市まちづくり推進室と居住者を対象として、住宅周辺の物的環境の中で

重要であると思うことについて、ヒアリング調査を行ったところ、道路、商業施設、小学校の近

接性が重要であるという意見を得た注 6)。また、現地調査からは、空き家・空き地は集塊的に分

布している傾向がみられたため、これらの物的環境が建物・敷地の更新に与える影響を分析した。

2.3.1 道路の指定と建物 ・敷地の更新

　一般的に、斜面市街地には４m 以上の道路が少ない。4m 未満の道路は、建築基準法の接道義務

を果たさないことから、建物や敷地の更新が困難である。しかし、長崎市では、斜面市街地であ

る 4m 未満の細街路の多くを 2 項道路・3 項道路又は特定道路に指定し、4m 未満の道路に面して

いる建物・敷地における更新を可能にしている。図 2-9 をみると 1 項道路の周辺には、空き家・

空き地が少ないが、1 項道路以外の道路 (2 項道路・3 項道路又は特定道路 ) の周辺には道路の指

定と大きく関係しなく空き家・空き地が分布しており、対象地内には接道義務を果たしている物

図 2-7 接道義務の概念図

建築基準法による道路 (4m以上 )前面道路

2m以上

建築敷地 建築敷地

2m以上

図 2-8 2 項道路の概念図

道路幅員 道路幅員
(4m)

道路中心線

道路境界線

(4m)

道路中心線

道路境界線

建築敷地

(1.35m) 以上 -2.7m未満
建築敷地

建
築
敷
地
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図 2-9 道路の指定と空き家 ・ 空き地
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図 2-10 道路の指定と建物 ・ 敷地更新の可否

図 2-11 接道義務による建物 ・ 敷地の更新可否と空き家 ・ 空き地
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32 41 24
27
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建替え可 建替え不可

16.2% 20.3% 11.4% 14.9%

( 件 )

件 ( 空き家・空き地を含む ) が殆どである。そのため、建築基準法の接道義務に起因する新築や

建替えが不可能な地域は少ない ( 図 2-10)。一方で、図 2-11 のように、接道義務により建て替

えが不可能な空き家・空き地の割合は少ないことから、接道義務による新築や建替えの可否が空

き家・空き地の増加に与える影響は少ない。
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図 2-12　接道の可否と建物 ・ 敷地の更新

2.3.2 車両の進入可否

　車両進入の可否が建物・敷地に与える影響について分析するために、車両進入が可能な道路 (幅

員 2.7m 以上 ) を現地調査により把握した。その結果、対象地内には車両進入が可能な道路が非

常に少なく、車が進入できる道路は、行き止りまたは一方通行の道路が多い。一方、車両の進入

が可能な道路の周辺では、新築・建替えの物件が分布しており、道路の整備が行われている地域

では新築物件が多くみられている。空き家・空き地は、車両が進入できない地域に多く分布して

いる ( 図 2-13)。以上のことから、車両進入が可能な道路の有無は、建物と敷地の更新に影響を

与えていることが分かる。 

 一方、接道の可否と建物・敷地の更新の関係をみると、新築物件は道路に敷地が面する新築物

件より、道路に面してない敷地の新築物件の件数が多いことから、接道可否が空き家・空き地に

与える影響は大きいが、新築物件に大きな影響を与えるとはいえない ( 図 2-12)。車両進入が可

能な道路の有無は、生活の利便性に大きく関わっており、斜面市街地の地形的特性により工事費

の高騰にも影響を与えているといえる。実際、長崎市役所と居住者へのヒアリングによると、車

両の進入が難しい地域では新築や解体などの高い工事費の高騰により、住宅の建て替えが進まず

に老朽化が進行し、維持管理が困難となり、老朽化した建物や土地の所有をあきらめて市へ寄附

するケースが増加している。寄附された物件の 9 割以上は、車両の進入ができない物件であり、

建て替えなどにかかる費用などを考慮すると経済的な価値が低い物件が多い。しかし、特定道路

の指定などの条例ができてからは、接道しなくても建築行為が可能な地域が生じたことから、道

路に面しない敷地の新築がみられようになった。
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図 2-13　車両の進入可否と空き家 ・ 空き地
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2.3.3 小括

　接道義務により建物・敷地の更新が難しいことから、長崎市では特定通路の指定により建物・

敷地の更新が可能な仕組みを制度として導入しているが、本格的な車社会が到来して久しい日本

では、前面道路への車両の進入の可否が居住地における建物・敷地の更新に大きく影響している

ことを明らかにした。
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図 2-15　廃校した小学校周辺の建物 ・ 敷地 ( 東山町 )
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2.4. 周辺施設と建物 ・敷地の更新

2.4.1　小学校

　斜面市街地では人口減少により、小学校の統廃合が行われている地域が多い。東山手町と東山

町は大浦北小学校の廃校により、小学校へのアクセスが非常に不便な状況にある。東山手町と東

山町に比べ、小学校が近接している坂本3丁目と立山4丁目では、図2-14のように「0－15歳人口」

が非常に多い。また、東山町では大浦北小学校が廃校された 2007 年から ｢0 － 15 歳人口 ｣ が急

速に減少しており、図 2-15 をみると大浦北小学校周辺には空き家と空き地が多くみられている。

また、空き家・空き地の所有者や空き家・空き家となった年度などの情報の収集は難しいことか

ら、2017 年 03 月 1 日から 5 日にかけて、東山町と坂本 3 丁目の居住者 (69 人）へのヒアリング

調査を実施し、小学校が空き家・空き地に与える影響について分析した。その結果、東山町では、

小学校の廃校後から空き家・空き地が増加とともに若年層の家族世帯が減少し、坂本 3丁目では、

坂本小学校周辺に若い世代の家族が増加していることが明らかになった。
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表 2-2　近隣の小売店 （百貨店 ・ スーパー ・ コンビニ） へのアクセス

商業施設 形態 距離 所要時間(徒歩)

ファミリーマート坂本店 コンビニ 800m 9分

デイリーヤマザキ長崎平野町店 コンビニ 700ｍ 8分

ローソン Ｌ セントポール通 コンビニ 850m 10分

セブンイレブン長崎岩川町店 コンビニ 1km 11分

浜口食彩館 スーパー 800m 9分

ジョイフルサン スーパー 1.1km 12分

浦上マート スーパー 1.1km 13分

デイリーヤマザキ長崎馬町店 コンビニ 1.2km 15分

ローソン 長崎勝山町 コンビニ 850m 10分

ファミリーマート長崎西山本町店 コンビニ 300ｍ 4分

ヤマザキショップ立山5丁目店 コンビニ 350m 4分

ココストア宮川店 コンビニ 1.0km 12分

ローソン Ｌ長崎市役所前店 コンビニ 1.0km 12分

ショップやまだ コンビニ 950m 11分

ローソン長崎桜町店 コンビニ 1.1km 13分

玉屋 百貨店 1.4km 18分

セブン−イレブン長崎大浦町店 コンビニ 500m 6分

ファミリーマート南山手店 コンビニ 550m 7分

ジョイフルサン大浦店 スーパー 300m 4分

デイリーヤマザキ長崎大浦町店 コンビニ 600m 8分

ローソン長崎湊公園前店 コンビニ 650m 7分

セブンイレブン長崎新地町 コンビニ 700ｍ 8分

セブン−イレブン長崎大浦町店 コンビニ 550m 6分

ファミリーマート南山手店 コンビニ 550m 7分

ジョイフルサン大浦店 スーパー 300m 4分

デイリーヤマザキ長崎大浦町店 コンビニ 600m 8分

ローソン長崎湊公園前店 コンビニ 750m 9分

セブンイレブン長崎新地町 コンビニ 850ｍ 9分

坂本3丁目

立山4丁目

東山手町

東山町

2.4.2 商業施設

 長崎市では、多くの商業施設が平坦地に位置しており、特に 3,000m2 以上の大規模商業施設は、

敷地の確保が難しいこととアクセスの悪さなどから、対象地内には存在しない。そこで長崎市の

大規模小売店総覧のデータから対象地周辺における近隣の小売店 （百貨店 ・ スーパー ・ コンビニ）

の住所を GIS の点データに変換、立地状況を把握した。その後、対象地の中心部からのルートと

距離を把握し、歩行による所要時間を算出した結果、各対象地から徒歩により 20 分程度でアク

セス可能な施設が多く、空き家・比較的空き家・空き地が多い東山手町と東山町が商業施設まで

の平均距離が短く、所要時間も少ないことが明らかになった ( 表 2-2)。これは、対象地内に殆

ど商業施設が立地しておらず、少ない平地部に商業施設が密集している影響もあり、斜面市街地

では商業施設が住宅・敷地の更新及び人口増減に与える影響は少ないと考えられる。



37

第 2章　斜面市街地の実態からみた居住地としての持続可能性

2.4.3 空き家 ・空き地の集中

　斜面市街地に存在する空き家・空き地は、殆どが管理されずに放置されており、これらの放置

された空き家・空き地は、周辺の住宅における雑草やゴミの放置など、町の景観のレベルを低下

させるなどの悪影響を与えている。、また、放置された空き家からの出火が原因で、隣接する住

宅を延焼する火事が増加している。空き家・空き地が隣接する割合は高い (118 件の中の 99 件、

83.8%) ことから、空き家・空き地は隣接地の空き家・空き地化を誘発していことが考えられる (図

2-16、図 2-17)。　

2.4.4 小括

　地域住民へのヒアリング調査から、小学校の立地は住環境に大きな影響を与えていることがわ

かった。特に本研究で調査した大浦北小学校のように、町の中心に立地していた小学校の廃校と

その跡地の放置は人口減少と空き家・空き地化に影響を与えている。また、空き家・空き地は隣

接する傾向がみられることから、周辺の住環境に様々な悪影響を与え、隣接地及び周辺に空き家・

空き地を増加させる可能性が高い。斜面市街地では、2 項道路、3 項道路、特定通路の指定によ

り建物・敷地の更新を促進するための様々な取り組み・事業が行われているが、建替えや新築が

進んでいない。これは、道路の未整備という要因だけではなく、小学校への距離が遠いことや、

空き家・空き地の更新に掛かる工事費の高騰など他の要因による影響が考えられる。

図 2-16　隣接する空き家 ・ 空き地件
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2.5 斜面市街地に対する居住者の意識と今後の意向

　地区の持続的居住を理解するには、旧来の居住者や新規居住者の意識をとらえる必要がある。

そのため、居住者へのアンケート調査を行い、居住地としての斜面市街地に対する旧来の居住者

や新規居住者の意識と今後の意向を把握した。

2.5.1 アンケート調査の概要

　アンケートの設問は、自由記述方式と選択回答方式を併用し、世帯主属性、住まい、移動手段、

斜面地での生活、今後の意向などの 32 項目を設定した。2015 年 11 月 2 日から５日にかけて、新

旧物件計 186 件を回収した ( 表 2-3)。また、アンケートの対象地はより多くのサンプルを収集

するため、長崎市の斜面市街地の中で人口増減率と高齢化率を考慮し、立山 4丁目、城山台 1丁目、

富士見町、花園町、西小島町、東小島町、緑町、大鳥町の 8つの町丁目を選定した (図 2-18）。

　また、アンケート調査を実施し、斜面市街地における新居住者と旧居住者の意識を比較するた

めに、新築物件と旧来の建物に分けて行った。長崎市役所における 2003 年 10 月から 2013 年 10

月までの建築概要書により新・増築物件に関する情報を収集した。また、筆者の恣意的な選定を

避けるため、GIS を用いて 75m × 75m のグリッドを作成し、グリッドの交差点より最も近い旧来

の建物を選定した (図 2-19)。

0 500 1,000 1,500 2,000250
m

対象地

JR

市電

長崎港

長崎駅

緑町

立山4丁目

城山台1丁目

花園町 富士見町

大鳥町

東小島町西小島1丁目

図 2-18 アンケート調査の対象地位置
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図 2-19　アンケート対象物件の選定 ( 例 : 富士見町 )
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凡例

対照物件
新・増築物件

立山４丁目 城山台１丁目 富士見町 花園町 西小島 東小島 緑町 大鳥町 合計

新・増築物件 5 19 45 51 4 2 9 5 140

旧来の建物 17 47 39 37 11 13 15 27 206

町別総数 22 66 84 88 15 15 24 32 346

新・増築物件 7 70 6 4 2 9 5 40

旧来の建物 13 20 29 27 11 9 15 22 146

町別総数 20 20 36 33 15 11 24 27 186

調査物件

区分

回収

表 2-3　アンケート調査の概要
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表 2-4　属性別住み始めたきっかけ

生家 転職・転業(%) X
2
(P)

非高齢者 12件(17.6%) 17件(23.5%)

高齢者 37件(32.2%) 11件(9.3%)

一人暮らし 3件(7.1%) 12件(28.6%)

家族と暮らし 46件(32.2%) 15件(10.5%)

全体の割合 63件(34.0%) 30件(16.0%)

*P<0.05 P=有意確率(両側)

17.715

(0.023)

24.53

(0.002)

2.5.2 斜面市街地に対する意識

　回答者の年齢や世帯構成などの属性により、調査結果を属性別に分類し、クロス集計により分

析を行った。

(1) 移住のきっかけ

　斜面市街地で住み始めたきっかけについては、年齢と世帯構成に差があり、高齢者は生家だか

らという理由 (37 件、32.2%) が、非高齢者は本人または家族の就職・転業のためという理由 (17 件、

23.5%) が高い。また、家族と暮らしている居住者は生家だからという理由 (46 件、32.2%) 高く、

一人暮らししている居住者は、本人または家族の就職・転業のためという理由 (13 件、28.6%) が

高い (表 2-4)。

(2) 斜面市街地生活で不便・不安なこと

　斜面市街地生活で不便・不安なことを尋ねた設問では、駐車場の不足 (44 件、24.0%) が最も高

く、次いで坂の上下移動 (40 件、22%)、生活利便施設の不足 (17 件、9.0%) であった ( 図 2-20)。

また、生活施設では、コンビニ (76 件、41.0%) が最も高く、市場 (46 件、24.0%)、病院 (24 件、

13.0%) の不足に対する不便を感じている。
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図 2-20　生活上の不便 ・ 不安なこと
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(3) 今後の居住意向

　斜面市街地で居住継続希望について単純集計すると、今後も住み続けたいとの希望をもつ住民

の割合が高い (127 件、70.1%)。他地域への移住を希望している人は、長崎市内の低地部 (44 件、

71.0%)、長崎市郊外部 (11 件、32.0%) への移住希望者の割合が高い。また、所有権の今後に関し

ては、相続を希望する割合 (52 件、22.0%) が最も高い。一方で、斜面市街地の生活道路の不足

と今後の居住持続の関連性を分析すると、今後も住み続けたいと思っている居住者は、生活道路

が不足しているとは思っておらず (115 件、90.5%)、住み続けたくないと思っている居住者のう

ち生活道路が不足していると思っている住民の割合は比較的高く (34 件、62.5%)、このことから、

道路が少ないことは、居住者の居住継続希望の有無に極端な影響を与えてはいない (表 2-5)。

生活道路が不足であると思う 生活道路が不足であると思わない X
2
(P)

住み続けたい人の中での割合 12件(9.5%) 115件(90.5%)

住み続けたくない人の中での割合 20件(37.5%) 34件(62.5%)

全体の割合 32件(17.6%) 149件(82.４%)

*P<0.05 P=有意確率(両側)

9.579

(0.023)

表 2-5　生活道路に関する意識

生家 家族と同居 転職・転業 X2(P)

新・増築中での割合 20.5% 20.0% 24.5%

旧来の建物の中での割合 28.1% 13.7% 12.3%

全体の割合 34.0% 23.0% 16.0%

15.792

(0.045)

表 2-6　住み始めたきっかけ

2.5.3 新旧物件の居住者の意識

　斜面市街地に長く居住してきた居住者と新たな居住者の意識が異なると考え、2 つのグループ

に分けて、意識の相違を分析した。新・増築では 30 代 (4 人、10.0%)、40 代 (7 人、17.5%)、50

代 (10 人、25.0%) と非高齢者注 7) の割合が高く、旧来の建物では 60 歳以上の高齢者の割合が高

い（100 人、68.5%）。

(1) 住み始めたきっかけ

　斜面市街地で住み始めたきっかけは、全体的に「生家だから」という理由の割合は高い。一方、新・

増築の居住者は本人または家族の「就職・転業のため」が最も高く (10 件、22.5%）、次いで ｢ 家

族との居住 ｣ が高い（7 件、20%）。旧来の居住者は ｢ 生家だから ｣ が最も高く (41 件、28.1%）、

本人または家族の「就職・転業のため」は低く (17 件、12.3%)、新・増築の居住者と大きな差が

ある (表 2-6)。
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

安全

近所とのコミュニティ

低廉な地価

景観

新・増築中での割合 旧来の建物の中での割合 全体の割合

図 2-21　斜面市街地の良さ

(2) 斜面市街地生活の良さと不便さ

　居住者が感じる斜面市街地の良さは、新・増築の居住者は、｢低廉な地価」が最も高く (18 件、

45.0%)、旧来の居住者は、｢近所とのコミュニティ」が最も高い (87 件、60.0%)( 図 2-21)。斜面

市街地生活での不便・不安を比較してみると、新・増築の居住者は ｢ 道路が狭くて危ない」と感

じる割合が高く (17 件、43.0%)、旧来の居住者は、｢ 駐車場の不足」が最も高い (73 件、50.0%)

(図 2-22)。また、新・増築の居住者は坂の上下移動に関して不便さを感ずる人の割合は低く(7件、

19.0%)、旧来の居住者は新・増築の居住者と比べ、坂の上下移動に不便さを感じる割合が高い (41

件、28.0%)。これは、新・増築と居住者は旧来の居住者より、年齢層が低く、車の所有割合が高

いことから、坂の上下移動に不便を感じていないことが考えられる。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

道路が狭くて危ない

駐車場の不足

生活道路の不足

新・増築中での割合 旧来の建物の中での割合 全体の割合

図 2-22　斜面市街地の不便さの比較
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図 2-23　住み続けたい理由の比較

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

新・増築中での割合

旧来の建物の中での割合

居住地として満足 経済的な問題 手間がかかる その他

(3) 今後の居住意向

　今後斜面市街地での居住持続に関しては、新・増築居住者と旧来の居住者も ｢ 今後も住み続け

たいと思う ｣割合が高い (134 件、72.0%)。その理由には、大きな差があり、新・増築居住者は ｢

斜面市街地での生活上不便なこともあるが、居住地として満足している ｣ が高く (23 件、57%)、

旧来の居住者は、｢経済的な問題 ｣(55 件、38.0%)、｢ 手間がかかるから ｣(48 件、33.0%) が多く、

｢居住地として満足している ｣は少ない (16 件、11.0%)( 図 2-23)。

2.5.4 小括

　居住者へのアンケート調査により、今後も住み続けたいと思っている居住者が多く、居住者の

利便性向上のための道路の整備は重要であることを示した。斜面市街地の居住者は、生活道路の

不足による不便を大きな負担とは感じておらず、居住の継続意向にも殆ど影響を与えてない。ま

た、斜面市街地の居住者は車の所有率が比較的に低く、道路の不足や坂の上下移動よりも、駐車

場の不足に不便を感じている。

　新・増築の居住者は旧来の居住者に比べると、非高齢者が多く、本人または家族の就職・転業

のために住み始めた人が多く、居住地として斜面市街地を積極的に評価する割合が高い。その一

方で、旧来の居住者は、住み始めのきっかけが ｢ 生家であるため ｣ が多く、新規居住者により斜

面市街地の住環境について不便を感じている人が多い。今後は斜面市街地の居住地としての持続

性を確保をするため、新・増築物件と居住する比較的若い世代と旧来の居住者の意識を十分に考

慮した対策が求められる。

　居住地としての斜面市街地の持続と再生のためには、道路の開発が全ての問題を解決できるわ

けではない。実際に、長崎市では斜面地のまちづくりにより 8 つの地区を選定し、地区の活性化

や再生に向けた様々な事業を行い、全ての地区で道路の整備が行われた。しかしながら、事業の

前後を比較してみると空き家・空き地はなくならず、人口に大きな変化はない。また、道路の整
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備は、斜面市街地特有の町並みや風景を失うことや都市のスプロールなど新たな問題を生む可能

性もある。斜面市街地の居住地としての持続と都市全体の将来のため、既存のストックを最大限

に活用することと、居住者、特に若年層の居住者が感じている低廉な地価や豊かな眺望景観など

の斜面市街地のメリットを、まずはアピールすることが重要である。
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2.6 おわりに

 斜面市街地の特徴と建築物・敷地の更新に与える影響を明らかにすることを目的として、斜面

都市としての長崎市を取り上げ、現地調査に基づき、斜面市街地の実態を把握した上で、居住者

へのアンケートを実施し、周辺の道路や小学校などの物的な環境が建物・敷地の更新及び分布に

与える影響と、居住者の意識や今後の意向に関して、以下のことを明らかにした。

(1) 斜面市街地の建築物は殆どが木造であり、空き家・空き地は集中して分布し、殆どの物件が

老朽化しており、管理できずに放置されている物件が多い。空き家・空き地は集中している傾向

がみられることから、管理できずに放置されている空き家・空き地は周辺に雑草やゴミが増加す

るなどの住環境に対する悪影響を与え、空き家・空き地を増加させる可能性が高い。

(2) 斜面地の建物・敷地周辺の物的環境は建物・敷地の更新に影響を与えている。特に、車両の

進入可能な道路の有無は大きな影響を与えている。

(3) 長崎市の斜面市街地では、4m 未満の道路でも 2 項道路、3 項道路または特定道路に指定して

おり、建築基準法の接道義務を果たせるようにしていることから、敷地の接道義務は建物・敷地

の更新に殆ど影響しない。

(4) 小学校の廃校とその跡地の放置は、人口減少と空き家・空き地に大きな影響を与えることを

明らかにした。

(5) 斜面市街地の居住者の多くは、今後も住み続けたいと思っており、駐車場の不足に最も不便

を感じている。また、新・増築された物件の居住者は、旧来の物件に住む居住者より年齢が低く、

本人または家族の「就職・転業のため ｣、「低廉な地価」が若年層の転入と新・増築の発生に影響

を与えている。また、殆どの居住者が居住の継続を希望していることから、生活施設の不足、工

事費の高騰などの課題を解決することが、居住地としての持続性向上にとって重要である。

　以上の結果により、居住地としての斜面市街地を持続させるための整備方向として、斜面市街

地に多く分布している空き家・空き地を放置せず、活用する取り組みと廃校された小学校などの

跡地を地域の拠点として活かす必要がある。また、道路の整備も重要であるが駐車場の拡充と

生活施設の不足、工事費の高騰などの課題を解決するとともに、居住者、特に若年層の居住者が

感じている低廉な地価や豊かな眺望景観などの斜面市街地のメリットを生かすことが最も重要で

ある。
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アンケート調査の目的

・本研究は、斜面市街地における居住実態の把握により、住宅の立地特性を分析し、持続可能な居住地とし

ての可能性を調べる研究であす。そのため、実際に斜面市街地で生活している住民の意識や今後の意向を調

べるために、アンケート調査を行います。

■世帯主の属性

１．性別

　①男性　②女性

２．年齢

　①20 代　②30 代　③40 代　④50 代　⑤60 歳以上

3．世帯の構成

　①単身世帯　②夫婦のみ　③2世帯 (子供と同居 )　④2世帯 (親と同居 )

　⑤3世帯同居

4. 職業

　①専業主婦　②会社員　③アルバイト　④自営業　⑤学生　⑥無職

　⑦公務員　⑧その他

5. 職場

　①長崎市内 (市町 :　　　　　　　　　　)　②長崎市外

■住まいについて

1. いつから斜面地 (山の上など傾斜のある地域 )に住み始めましたか ?

　(　　　　　年前から )

2. 住み始めたけっかけは何ですか ?

　①生家だから　②相続　③家族との居住　④本人又は家族の進学のために

　⑤本人又は家族の就職・転職のために　⑥そのた (　　　　　)

3. 他地域から転入した場合、特に斜面市街地を選択した理由がありますか ?

　①低廉な地価　②豊かな景観　③学校・職場が近いから　④安全だから

　⑤特にない　⑥そのた (　　　　　　)

4. 現在住んでいる住宅での居住年数は何年ですか？

　(　　　　　年 )

5. 現在住んでいる住宅の建設年がもし分かれば、書いてください。

　(　　　　　年 )

6. 現在住んでいる住宅は、住み始めた時に以下のどの状態でしたか ?

　①新築　②中古　③中古を改築　④その他 (　　　　　　　　)

7. 現在住んでいる住宅の所有形態は何ですか ?

　①持ち家　②借家　③社宅　④その他 (　　　　　　　　)

■移動手段

1. 世帯内に所有している交通手段がありますか ?( 複数選択可能 )

　①自動車　②バイク　③原付　④自転車　⑤その他 (　　　　　　　　)

2. 質問 1で、①又は②を選択した場合、駐車場はどこにありますか ?

　①敷地内の車庫　②近隣の駐車場　③ない　④その他 (　　　　　　　)

3. 主に、仕事をされる (学校に通学 )方が通勤・通学の際に良く使う交通手段は何ですか ?

( 複数選択可能 )

　①車　②バス　③バイク　④原付　⑤自転車　⑥徒歩　⑥路面電車　⑦その他 (　　　　　　)

4. 主に、買い物 (日常・食用品など )をされる方が買い物に行く時に使う移動手段は

何です ?( 複数選択可能 )

　①車　②バス　③バイク　④原付　⑤自転車　⑥徒歩　⑥路面電車　⑦その他 (　　　　　　)

アンケート調査票
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5. 質問 3・4で①を選択した場合、車を使う時に不便なことがありますか ?

　①生活道路の不足　②駐車場の不足　③道路が狭くて危ない　④特にない　⑤その他 (　　　　　　)

■斜面市街地での生活

1. 斜面市街地で生活する中で、不便又は不安なことはありますか ?( 複数選択可能 )

　①坂の上下移動　②生活道路の不足　③生活施設の不足　④公共交通の不足　⑤駐車場の不足

　⑥住宅の老朽化　⑦公園の不足　⑧建替え及び改修の不便　⑨防災･防犯的な不安

　⑩人口減少による不安　⑪特にない　⑫その他 (　　　　　　　　　)

2. 他の地域 (平坦地 )と比べ、斜面市街地の良さと思うことがあれば、チェックしてください。

　①景観　②低廉な地価　③近所とのコミュニティ　④安全　⑤特にない　⑥その他 (　　　　　　)

■今後の意向

1. 今後、現在居住している住宅で (長崎市斜面市街地 )住み続けたいと思いますか ?

　①思う　②思わない

2. その理由はなんですか ?

　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

3. もし、こんなことが改善されたら、住み続けたいと思うことがあればチェックしてください。

(複数選択可能 )

　①道路の整備　②公園・緑地の整備　③人口構成のバランス　④災害からの安全性

　⑤市場・商店街の更新　⑥老朽住宅の改善　⑦公共交通の拡充　⑧特にない　

　⑨その他 (　　　　　　)　

4. 移住計画又は移住希望がある場合、どこの地域を考えていますか ?

　①近隣の斜面市街地　②市内の低地部　③市内の郊外部　④市外　⑤他見

5. そう想定されている理由は何ですか ?

　①住宅の老朽化　②本人又は家族の進学　③本人又は家族の就職・転職のため　

　④生活利便性の向上のため　⑤防災・防犯的な不安　⑥より広い住宅で住むため

　⑦子供と同居のため　⑧その他 (　　　　　　　)

6. 建替え及び改修の計画又は希望がありますか ?

　①ある　②ない

7. 質問 6で、①を選択した場合、理由は何ですか ?

　①建物や設備施設の老朽化　②建物の内・外部の構造変更　③その他 (　　　　　　)

8. 質問 6で、②を選択した場合、その理由は何ですか ?

　①経済的な理由　②接道条件により、建替え・改修ができない　③手間がかかる

　④建築基準法により、住宅の面積が減少する　⑤現状に満足　⑥その他 (　　　　　　)

9. 今後、住宅の所有権について将来的な計画があれば、チェックしてください。

　①相続　②売る　③長崎市へ寄付　④考えていない　⑤その他 (　　　　　　　)

10. そう想定される理由は何ですか ?

　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　ご協力ありがとうございました。
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注釈

注 1) 長崎市役所 ,まちづくり推進室へのヒアリング調査

注 2) 長崎市ホームページ (http://www.city.nagasaki.lg.jp//), 国勢調査

注 3) 年平均増加率 =r, 最初年度のデータ =A1, 最終年度のデータ =An,r=(n-1)root(An/A1)

注 4)建築確認申請の際に提出する書類であり、建築計画の概略が記載された図書である。建築主・

代理者・設計者・工事監理者・工事施工者の氏名、住所、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数

等の建築物の概要、及び案内図、配置図が記されている。

注 5) 長崎市建設局建築部指導課 ,道路指定図 (2012 年 11 月 1 日更新 ,S=1/1000)

注 6) 長崎市まちづくり推進室へのヒアリング ,対象地内の居住者へ 78 のヒアリング (2013 年 11

月 5 日－ 6日 )

注 7) 本研究では、60 歳未満を非高齢者、60 歳以上を高齢者とした。

参考文献

1) 曽弼奎 , 澤木昌典 , 鳴海邦碩：韓国釜山市の斜面密集市街地の住居環境改善事業地区におけ

る共空間の特性とその役割に関する研究,日本建築学会計画系論文集 (614),pp.175-182,2007.04

2)水田敏彦 ,長橋純男：地理情報を利用した斜面都市の地震災害ポテンシャル評価　－長崎市を事

例対象として－,日本建築学会構造系論文集 (490),pp.237-246,1996.06

3)栗山尚子,南野剛也,三輪康一 ：斜面市街地における眺望喪失危険性による眺望対象の評価に関

する研究　－神戸市の眺望点における眺望景観の阻害要因の事例分析を通して－,日本建築学会計

画系論文集 74(644),pp.2207-2214,2009.10

4)谷本圭志,倉持裕彌,土屋哲：中山間地域における移動販売サービスの顧客層に関する実証分析,

都市計画論文集 50(3),pp.324-330,2015.10

5)溝口秀勝 ,山川仁：斜面住宅地における勾配を考慮した徒歩移動に関する研究,都市計画論文集

(36),pp.841-846,2001.10

6)砂本文彦 ,篠部裕：斜面住宅地におけるモビリティ改善に関する研究　－電動自転車の有効性の

検証と課題－,日本建築学会計画系論文集 (598),pp.79-85,2005.12

7) 遊佐敏彦 ,後藤春彦 ,鞍打大輔 ,村上佳代：中山間地域における空き家およびその管理の実

態に関する研究　－山梨県早川町を事例として－ ,日本建築学会計画系論文集 (601),pp.111-

118,2006.03

8)山本幸子 ,中園眞人,利光由江,渡邉弘崇：中山間集落における空き家を活用した都市農村交流

施設の整備プロセス －集落住民を主体とする改修・増築工事の事例研究－,日本建築学会計画系論

文集 77(676),pp.1423-1430,2012.06

9) Pil-kyu,Cho, 澤木昌典 , 鳴海邦碩 : 斜面密集市街地における個別建て替えによる空地の変化

に関する研究　－韓国釜山市の住居環境改善事業の現地改良方式地区を事例として－ , 日本建築

学会計画系論文集 ,73(623), pp.145-151,2008.01

10) 中井翔太 , 嘉名光市 , 佐久間康富：密集市街地における空き家の実態とその「防災空



50

第 2章　斜面市街地の実態からみた居住地としての持続可能性

間」としての活用可能性に関する研究 －大阪市鶴橋地区を対象として－ , 都市計画論文集

47(3),pp.1063-1068,2012.10

11) 北川貴巳 , 馬場弘樹 , 窪田亜矢：歴史的な市街地における空地の実態及びその形成原

理についての考察　－広島県福山市鞆地区を事例として－ , 日本建築学会計画系論文集 

78(685),pp.615-624,2013.03

12) 冨永麻倫 , 姥浦道生：自治体空き家管理条例による空き家の管理対策に関する研究　－横手

市空き家等の適正管理に関する条例を中心として－ ,都市計画論文集 (48),pp.723-728,2013.10

13) Jeon,Yong-mi, Kim,Sae-hoon: 旧市街地の空き家発生要因と特性に関する研究 , 韓国都市設

計学会誌 ,第 17 巻 . 第 1 号 , pp.83-100,2016.02(韓国語 )

14) Nam,Ji-hyun：空き家活用による地域コミュニティ拠点づくり ,大韓建築学会誌 ,第 30巻 .第

11 号 ,pp.3-12,2014.11(韓国語 )



第 3 章

斜面市街地における取り組みからみた居住地としての

持続可能性



51

第 3章　斜面市街地における取り組みからみた居住地としての持続可能性　

第 3 章　斜面市街地における取り組みからみた居住地としての持続可能性

3.1 はじめに

　前章では斜面市街地における実態と課題を明らかにした。本章ではそれを踏まえて、現在行わ

れている様々な事業・取り組みに着目する。

3.1.1　研究の背景

　丘陵地形が多い日本では、天然の良港に築かれた港湾都市の発展とともに住宅地が後背斜面地

に拡大し、斜面市街地は日本人の原風景の一つとなった。今日、狭隘な道路の多い斜面市街地で

は、平坦地より高い工事費や接道条件などにより、建築物の新築・増築等が難しいことから、建

築物の老朽化が進行している。また、高齢化とともに、居住者の減少や空き家・空き地の増加な

どの問題が起きている。

 その一方で，斜面市街地では大きな敷地の確保が難しいため、商業・業務系施設は斜面地の麓

の平坦地に集中しており、斜面市街地は平坦地と比べて大規模開発が少ないことから、戸建住宅

地によるヒューマスケールなまちの構造を有し、都市全体としてメリハリのある土地利用が形成

されている。また、斜面地の地形がダイナミックな眺望景観を生み出しており、そのメリハリあ

る土地利用の様子を俯瞰景として一望できる。一方、斜面市街地では道路や駐車場の整備が十分

に行えないことから、自家用車所有の割合が低く、交通手段が徒歩やバイクに限られるなどの課

題もある。

　以上のように、現在の課題を解決し、魅力ある特徴を有する斜面市街地を持続させ、独自の景

観を維持するために、斜面市街地の居住実態や住環境の課題を把握し、斜面市街地の有する特徴

を活かした適切な対策の確立が必要である。

3.1.2 研究の目的

　本章では、斜面市街地を有する地方都市としての長崎市を対象として、2 章で明らかにした斜

面市街地の実態と課題を踏まえ、斜面市街地で行われている様々な事業・取り組みの実態につい

て居住地の持続可能性という観点から、各事業・取り組みの主体、内容、課題を明らかにすると

ともに評価を明らかにすることを目的とする。

　

3.1.3 既往研究と本研究の位置づけ

　斜面市街地の再生と居住地としての持続可能性に向けた取り組みについて論じた既往研究とし

ては、移動販売サービスの顧客層ならびに価値認識を離散選択モデルにより実証的に分析した谷

本による研究 1)、移動販売サービスに着目して中山間地域における高齢者の買い物行動と健康維

持に関する実証分析した倉持による研究２)、横浜市保土ヶ谷区峰岡町を対象として斜面市街地の

生活道路に着目し、災害時の安全性評価について論じた黛による研究 3)、長崎市における斜面市

街地の現状と交通改善への取組みについて論じた阿部による研究 4)、 いわき市三和町を対象とし
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て大字単位にみる中山間地域の地域構造とまちづくり計画策定への取り組みについて論じた齊藤

による研究 5)、釜山市のサンボク道路ルネサンス事業地区を対象として都市再生事業の推進過程

の中での住民参加の実態について論じた Jung,Sung-gyu による研究 6)、釜山市のガムチョン文化

村の再生に向けて導入された公共美術が地域活性化に及ぼす影響について論じた Park,Jae-hyun

による研究 7)、韓国の全州市ザマン村を対象として斜面地の住環境改善に向けた取り組みについ

て論じた Lee,Sung-gyun による研究 8)、色彩調和議論から釜山市のサンボク道路村の造形性につ

いて論じた Kim,Ming-sung による研究 9)、釜山市のヤンジョン 2 地区を対象として斜面地の特性

を生かした住環境改善に向けた取り組みについて論じた Lee,Sung-myung による研究 10) 等が挙げ

られる。

　しかしながら、持続性をテーマとして行政，民間企業，市民団体など複数の主体を対象として、

斜面都市が抱える多様な問題の解決手法や方策に関する研究は見られない。また、斜面市街地に

おける種々の問題は互いに干渉し合い、複雑なものとなっているため、それらを解決するための

手法も総合的に把握する必要がある。
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3.1.4 研究の方法

　まず、先行研究 10) 及び文献 11) で得た情報を元に HP で予備調査を行った後、現地で事業の主

体者に対するヒアリング調査を行い、各種事業・取り組みについて目的別に整理し、特徴を明ら

かにする。特に、長崎市特有の事業・取り組みに焦点を当て、建物・敷地利用の更新に関する事

項及び、移動・交通支援に関する事項、生活利便性向上に関する事項に関する考察を行う。最後に、

斜面地の持続可能性に向けた総合的な考察、提案を行う (図 3-1)。

図 3-1 研究のフロー
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図 3-2 対象地の区域

0 1,250 2,500 5,000
    

特に整備が必要な既成市街地
(～H23年度) 

事業対象拡大区域 既成市街地
(H24年度以降拡大)

ｍ

Ü



55

第 3章　斜面市街地における取り組みからみた居住地としての持続可能性　

3.2　研究対象地と予備調査

3.2.1 対象地の選定

　1989 年度の国際斜面都市会議の開催をきっかけとして、長崎市では、行政だけではなく市民

活動や民間企業も積極的に関わり、人口減少と高齢化、空き家・空き地などの斜面市街地が抱え

る問題に対する先進的な取り組みを行ってきた。長崎市では、｢特に整備が必要な既成市街地｣注1)

と指定し、このエリアを中心的に様々な取り組み・事業を行っていることから、本研究では長崎

市が 2012 年度に指定した特に整備が必要な既成市街地を研究の対象地とする (図 3-2)。

3.2.2 予備調査

　ヒアリング調査に必要な情報を集めるために先行研究及び文献を用いた予備調査を行った。予

備調査では、長崎市で行われている事業・取り組みのリストを作成し、HP により明確な事業・

取り組み名、運営・管理の組織などの情報を収集した。その結果を表 3-1 で示す。また、各事業・

取り組みの運営・管理者にメールや電話により、事業・取り組みが現在も行われていることを確

認し、ヒアリング調査及びデータの提供が可能な事業・取り組みを抽出した。

事業・取り組み名 管理及び運営 事業・取り組み概要

老朽危険空き家対策事業 長崎市まちづくり推進室 防災、防犯等のために、老朽危険空き家の解体を長崎市で行い、公共空間を確保する事業

老朽建物の除却補助金制度 長崎市建築指導課 安全・安心な住環境促進のため、老朽危険空き家の除却費の一部を補助する制度

空き家等の適正管理に関する条例 長崎市まちづくり推進室
管理不全な状態にある空き家等に対する措置等を定め、空き家等の適正な管理を図るための条

例

共同建替え&コミュニティ住宅 長崎市まちづくり推進室
密集住宅が密集する斜面市街地の居住環境の整備・良質な住宅の供給を目的として周辺を一体

的に建て替えるもの

コーポラティブハウス 民間団体 連担建築物設計制度を利用したコーポラティブハウスで斜面市街地の再生を目指すもの

生活道路の整備 長崎市まちづくり推進室 斜面市街地再生事業の一環で行われた事業で、住環境の向上を目指し、道路を整備するもの

簡易リフト 長崎市まちづくり推進室・土木部 土木維持課　
低廉・簡便な交通手段として、交通弱者が斜面道路を安全・快適に移動できる機器の　研究・開発

したもの

斜行エレベータ 長崎市まちづくり推進室・土木部 土木維持課　 交通弱者が斜面道路を安全かつ快適に移動できるようにし、交通環境・住環境を改善する施設

道路の指定 長崎市建築指導課 建築基準法の接道義務の救済措置で一定の要件を満たす道を道路として認め、建築を許可する

乗り合いタクシー 長崎市都市計画課 バスの乗入れが困難な地域(市内5地域)を補完する交通手段

移送支援サービス 長崎市すこやか支援課
車の横付けが困難な斜面地などの居住者の外出支援を行い、日常的な社会活動への参加を可

能にするもの

バスの片道定期券 長崎県営バス 上りはバスで下りは徒歩という利用者のニーズから生まれた珍しい定期券

市営共同駐輪場 長崎市土木企画課 市内の斜面市街地に無料の公共駐輪場を設け、アクセシビリティを向上のための事業

スーパーの配達 民間企業 日用品、食品、弁当などを電話、FAX、ネット注文にて受け付け、玄関まで配達するサービス

移動販売 民間 複数人数で申し込むことで決まった曜日に自宅近くに業者が商品を持って来る販売システム

お買い物代行サービス 民間企業 日々の買い物が困難な方の買い物を代行し、商品を届ける際に安否確認を行うサービス

階段白線引き 長崎市まちづくり推進室・自治会 階段の淵の視認性を向上させ、夜道での転倒を防止するなど安全性を向上のための事業

独居老人の見守り 市民団体 地域の独居老人の孤独死などを防ぐため、声掛けなどを行い、安否確認を行っている取り組み

ふれあい訪問収集 長崎市すこやか支援課 ごみだしが困難な方の自宅までごみを集めに行き、安否確認も行う取り組み

ドクターネット 長崎市市民団体 自宅または介護施設で治療を受けたい方の在宅療養をサポートする医師のネットワーク

自主防火組織 長崎市消防局予防課・自治会 市民が主体となり、火災予防などの啓発活動や初期消火を行う地域防災の役割を担う組織法

初期消火用具の設置 長崎市消防局予防課・自治会
狭隘な道路に用具を設置し火災に備え、高齢者でも扱いやすいようホースの軽量化などの活動を

するもの

*ヒアリング調査可能な事業・取り組み

表 3-1 予備調査の結果
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3.3 ヒアリング調査

3.3.1 ヒアリング調査の概要

　ヒアリング調査は、2013年11月5日から7日、2013年11月10日から11日の2回に分けって行っ

た。調査方法は、予備調査から得られた情報をもとに、ヒアリング先と質問リストを作成し、各

事業・取り組みの運営・管理者に関して質問を行った。また、ヒアリング対象者への許可を得て

から全ての内容を録音し、必要なデータと参考資料を提供してもらい、その内容を整理・考察した。

さらに、斜面地フォーラムに参加し、各自治会や市民団体の現状や活用・成果、課題などについ

て発表を聞き、情報とデータを収集した。ヒアリング調査・斜面地フォーラムの概要を表 3-2 で

示す。

3.3.2 各種事業 ・ 取り組みの分類　

　ヒアリング調査より得られた各事業・取り組みの主体と内容をもとに、対象地内の主に斜面市

街地で行われている事業・取り組みは (1) 建物・敷地利用の更新、(2) 移動支援・交通支援、(3)

生活支援・事故防止に分類される ( 表 3-3、表 3-4、表 3-5)。また、現在行われている事業・取

り組みの主体は長崎市が中心であり、乗り合いタクシーや宅配サービス、階段の白線引きなど予

算や運営・管理によって長崎市単独で行うことが難しい事業は、民間企業への事業委託、市民団

体への支援などの形式により行っていることが明らかとなった。

日程 事業・取り組み名

まちづくり推進室 2013年11月06日

老朽危険空き家対策事業、空き家等の適正な管理に関
する条例、共同建て替え&コミュニティ住宅、生活道
路の整備、簡易リフト、斜行エレベーター、階段白線
引き

建築指導課 2013年11月06日 老朽建物の除却補助金制度、道路の指定

都市計画課 2013年11月06日 乗り合いタクシー

すこやか支援課 2013年11月07日 移送支援サービス、ふれあい訪問収集

NPO長崎斜面研究会理事長 2013年11月05日
斜行エレベーター、簡易リフト、移送支援サービス、
生活道路の整備、斜面地フォーラム

天神町自治会長 2013年11月05日 階段の白線引き、簡易リフト

長崎県営バス(片道定期券
の担当者)

2013年11月07日 片道定期券

移動販売の運営者 2013年11月11日 移動販売

長崎大学准教授(NPO長崎斜
面研究会理事)

2013年11月05日 簡易リフト、斜行エレベーター

乗り合いタクシーの運転手 2013年11月11日 乗り合いタクシー

斜面地フォーラム 2013年11月10日
お買い物代行サービス、階段の白線引き、簡易リフ
ト、ふれあい訪問収集、生活道路の整備

ヒアリング先

長崎市役所

その他

表 3-2　ヒアリング調査 ・ 斜面地フォーラムの概要
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表 3-3　建物 ・ 敷地の更新に関する取り組み

分類 主体 協力 事業・取り組み名 概要 年度

老朽危険空き家

対策事業

防災、防犯等のために、老朽危険空き家の

解体を長崎市で行い、公共空間を確保する事業
2006

老朽建物の除却

補助金制度

安全・安心な住環境促進のため、老朽危険空き

家の除却費の一部を補助する制度
2011

空き家等の適正

管理に関する
条例の制定

良好な生活環境の確保と安全安心なまちづくり

の推進のため、市や所有者等の責務を

明らかにし管理不全な状態にある空き家等に

対する措置等を定め、空き家等の適正な管理を

図るための条例

2013

道路の指定

建築基準法の接道義務の救済措置として一定の

要件を満たす道を道路として認め、

建築を許可する

1999

コミュニティ住宅・

共同建て替え

密集住宅が密集する斜面市街地の

居住環境の整備・良質な住宅の供給を

目的として一体的に建て替える

1999/2002

2011

生活道路の整備
斜面市街地再生事業の一環として、住環境の

向上を目指し道路を整備する
工事中

市民

団体

コーポラティブ

ハウス

連担建築物設計制度を利用したコーポラティブ

ハウスで斜面市街地を再生する
2003

建

物

更

新

・

敷

地

更

新

市

長
崎

役

所
―

表 3-4　移動 ・ 交通支援に関する取り組み

分類 主体 協力 事業・取り組み名 概要 年度

― 斜行エレベーター
交通弱者が斜面道路を安全かつ快適に移動でき

るようにし、交通環境・住環境を改善する施設
2002

民間

企業
簡易モノレール

低廉・簡便な交通手段として、交通弱者が斜面

道路を安全・快適に移動できる機器の　研究・開

発を目的として市内3カ所の公道に設置している

もの

2002/

2003/2004

― 移送支援サービス

車の横付けが困難な斜面地・EVが設置されてい

ない中高層住宅などの居住者の外出支援を行い

日常的な社会活動への参加を可能にするもの

2000

民間

企業
乗り合いタクシー

バスの乗入れが困難な地域(市内5地域)を補完

する交通手段

2002/

2004/2009

市営共同駐車場
市内の斜面市街地に無料の公共駐輪場を設け、

アクセシビリティを向上させている
―

長崎県 バスの片道定期券
上りはバスで下りは徒歩という利用者のニーズか

ら生まれた珍しい定期券
1984

移

動

支

援

・

交

通

支

援

―

市

長
崎

役

所
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分類 主体 協力 事業・取り組み名 概要 年度

 長崎
市役所

民間

企業
ゴミ捨て援助

ごみだしが困難な住民の自宅までごみを集めに

行き、安否確認も行う
2000

移動販売
複数人数で申し込むことで決まった曜日に自宅

近くに事者が商品を持って来る販売方法
―

宅配サービス

日用品、食品、弁当などを電話、FAX、ネット注文

にて受け付け、玄関まで配達するサービスを複数

事者が行い、商品・注文方法・対象地域は各々

異なり、安否確認を同時に行う業者も存在

―

お買い物代行

サービス

日々の買い物が困難な住民の買い物を代行し、

商品を届ける際に安否確認を行うサービス
―

市民

団体
ドクターネット

自宅または介護施設で治療を受けたい住民の

在宅療養をサポートする医師のネットワーク
2003

生

活

支

援
―

民間

企業

初期消火用具

の設置

狭隘な道路に用具を設置し火災に備え、高齢者

でも扱いやすいようホースの軽量化に努めている
―

自主防火組織
市民が主体となり、火災予防などの啓発活動や

初期消火を行う地域防災の役割を担う組織
―

― 独居老人の見守り
地域の独居老人の孤独死などを防ぐため、声掛

けなどを行い安否確認を行う
―

 長崎
市役所

階段の白線引き
階段の淵の視認性を向上させ、夜道での転倒を

防止するなど安全性を向上させる
―

事

故

防

止

市民

団体
 長崎
市役所

市民

団体

表 3-5　生活支援 ・ 事故防止に関する取り組み
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3.4　建物更新 ・ 敷地更新に関する取り組み

　建物・敷地利用の更新に関する取り組みのうち、長崎市の空き家対策、建物・敷地利用の更新

の促進について、表 3-6 のようにヒアリング調査により明らかとなった現状や課題と関連データ

をもとに、居住地としての持続の観点から、建物・敷地利用の更新に関する取り組みの評価を行う。

図 3-3　長崎市既成市街地の分類

その他

車道のある密集斜面市街地
車道のある斜面市街地
車道のない密集斜面市街地
車道のない斜面市街地
郊外部の住宅団地

・都心縁辺部の平坦部都心地域

斜面市街地再生事業地区(8地区)

0 1,250 2,500 3,750 5,000625
    m

長崎港

長
崎
市
既
成
市
街
地

長崎港を中心とした
半径5,000m

ヒアリング先 事業・取り組み名 質問内容 ヒアリング結果

まちづくり推進室・
地域住民

老朽危険空き家
対策事業

①取り組みきっかけ
②運営上の課題
③今後の予定
④取り組みの成果

まちづくり推進室：既成市街地を対象として、2006年に老朽し危険な状態に
ある空き家を長崎市に寄付・無償譲渡してもらい、市の予算で除却し整備す
る事業を独自に考案し、空き家・空き地の減少とともに、防災面の強化・生
活利便性向上に寄与している。しかし、現在整備、維持・管理にかかる経済
的な課題から取り組みの対象物件を縮小する可能性もある。
地域住民：取り組みの存在を知らない住民が多く、整備された広場やゴミ捨
て場などの利用者が少ないことから生活利便性の向上に寄与していない。

まちづくり推進室 生活道路の整備

①住民からの要望
②運営上の課題
③今後の予定
④取り組みの成果

生活道路の整備は、一部の住民の生活利便性の向上には寄与しているが、そ
れが空き家・空き地の問題を解決に大きな影響を与えていないことが明らか
になった。また、敷地の取得に莫大な費用と時間がかかるため、進捗状況が
芳しくなく、長崎市では今後、道路規格の縮小等を視野に入れ、早期の道路
整備実現を目指していることが明らかになった。

老朽建物除却
補助金制度

①取り組みの課題と対策
②今後の予定
③取り組みの成果

希望者は毎年増加しているが、9割以上が条件に不適格であることや予算の
限界の問題と相談者が近隣住民の場合は、所有者の承諾を得ることが困難と
いう課題がある。このような課題から取り組みが進まなく、空き家・空き地
の減少に大きな役割をしていないが、今後は長崎市空き家等の適正管理に関
する条例と連携し、取り組みを継続する予定である。

道路の指定

①取り組みのきっかけ
②特定通路の指定基準
③申請者数・主な申請理由
④取り組みの成果

長崎市特有の事情の救済措置として、一定の許可基準をクリアした道を「特
定通路」と指定し、特例で建築を認めている。しかし、住民が新・増築など
の建築行為のために申請するケースは少ない。

建築指導課

表 3-6　建物更新 ・ 敷地更新に関する取り組みのヒアリング調査結果
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3.4.1　空き家対策

(1) 老朽危険空き家対策事業

　長崎市では、高齢化などに伴って、空き家が増加する傾向にある。空き家の増加は特に斜面市

街地で著しく、空き家が周辺環境をさらに悪化させ、空き家が集塊的に発生するという悪循環が

起きていることが先行研究 13-14）においても明らかとなっている。長崎市まちづくり推進室への

ヒアリングによると、長崎市ではこういった問題に対処するため、まず既成市街地 ( 図 3-3) を

対象として、2006 年に老朽し危険な状態にある空き家を長崎市に寄付・無償譲渡してもらい、市

の予算で除却し整備する事業を独自に考案した。自動車が進入できる道のない密集斜面市街地や

既事業注 3) 地区を中心に、2012 年までに利用申込 351 件中 39 件が整備され、その対象物件は殆

ど (39 件の中 38 件 ) が木造であり、2010 年から整備された物件が減少している ( 表 3-7)。除却

後は、図 3-4 のように除却に伴う防災面の強化や地域交流の場となるいこいの広場や生活利便性

向上に寄与するゴミ捨て場などとして整備されている。また、その多くは、斜面市街地、特に車

道のない密集市街地で行われており、広場としての整備したケースが最も多い (表 3-8)。一方で、

地域住民へのヒアリングによると整備された広場やゴミ捨て場は、利用者が少なく、生活利便性

向上に寄与してないことが明らかになった。2013 年度からは同様の対象物件の解体に補助金を出

年度 除却場所 土地(㎡） 実面積(㎡） 家屋(㎡) 構造 階数 屋根仕様
1 2006 旭町 50 54 29 木造 1 瓦葺
2 2006 旭町 48 48 29 木造 2 瓦葺
3 2006 十人町 184 155 106 木造 1 瓦葺
4 2006 西小島2丁目 22 26 30 木造 2 瓦葺
5 2006 大鳥町 85 81 86 木造 2 瓦葺
6 2006 中新町 60 27 52 木造 2 瓦葺
7 2007 西山本町 602 601 346 木造 1 瓦葺
8 2007 西小島２丁目 35 - 28 木造 2 瓦葺
9 2007 大鳥町 45 45 30 木造 1 瓦葺

10 2007 中新町 71 - 126 木造 2 瓦葺
11 2007 東琴平１丁目 249 267 170 木造 1 瓦葺
12 2007 東琴平１丁目 549 - 405 木造 2 瓦葺
13 2007 片淵４丁目 50 - 44 木造 1 瓦葺
14 2008 伊良林２丁目 83 90 43 木造 1 瓦葺
15 2008 秋月町 95 95 32 木造 1 瓦葺
16 2008 出雲１丁目 117 154 50 木造 1 瓦葺
17 2008 中新町 29 25 24 木造 1 瓦葺
18 2008 東琴平２丁目 111 111 46 木造 2 瓦葺
19 2008 東山手町 235 18 30 木造 2 瓦葺
20 2008 鳴滝１丁目 111 118 46 木造 1 瓦葺
21 2008 矢の平２丁目 145 113 58 木造 2 セメント瓦
22 2009 伊良林２丁目 176 342 40 木造 2 瓦葺
23 2009 江の浦町 109 109 66 木造 1 瓦葺
24 2009 十人町 95 95 67 木造 1 瓦葺
25 2009 川上町 119 129 71 木造 1 瓦葺
26 2009 大鳥町 49 49 40 木造 1 セメント瓦
27 2009 大鳥町 259 293 96 木造 1 瓦葺
28 2009 片淵５丁目 139 139 90 木造 2 亜鉛メッキ鉄板葺
29 2010 上小島３丁目 48 48 36 木造 1 セメント瓦
30 2010 入船町 77 93 46 木造 1 瓦葺
31 2010 平戸小屋町 126 127 61 木造 1 瓦葺
32 2011 大鳥町 73 107 54 木造 1 瓦葺
33 2011 中小島１丁目 99 96 46 木造 1 瓦葺
34 2011 平戸小屋町 227 - 197 木造 2 瓦葺
35 2011 本尾町 135 127 83 木造 2 瓦葺
36 2012 愛宕１丁目 103 107 54 軽量鉄骨造 2 亜鉛メッキ鉄板葺
37 2012 日の出町 171 159 168 木造 2 瓦葺
38 2012 平戸小屋町 352 352 108 木造 1 瓦葺
39 2012 本河内３丁目 136 216 155 木造 2 瓦葺
40 2013 浜平１丁目 143 - 60 木造 1 瓦葺
41 2013 矢の平３丁目 360 - 104 木造 2 瓦葺
* 出典：長崎市まちづくり推進室

表 3-7　老朽危険空き家対策事業の対象物件の概要
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す、老朽危険空き家除却費補助金制度も導入され、年々増す空き家発生率を抑える努力も行って

いる。しかし、長崎市建築指導課へのヒアリングによると、希望者は毎年増加しているが、9 割

0 50 100 150 200
ｍ

25
新築・増築(3件)

畑(15件)

空き地(54件)

空き家(51件)

駐車場(16件)

長崎市立

長崎ホテル
清風

丸尾中学校

特定通路

整備場所

0
m

2,0001,000500
    

整備件数

1件

2件

3件

5件

長崎駅

長崎市役所

長崎港

大鳥町

合計 39 29 6 3 3 4 9

図 3-5　空き家 ・ 空き地の分布 ( 大鳥町 )

表 3-8　既成市街地の類型別の整備物件と整備後の用途

図 3-4　寄付物件整備事例

既事業地区 10 3 1 0 2 5

車道のない密集斜面市街地 10 1 2 1 2 0

車道のない斜面市街地 7 7 0 0 0 0 1

車道のある密集斜面市街地 2 0 2 0 0 0 2

車道のある斜面市街地 1 1 0 0 0 0 0

都心縁辺部の平坦部 2 0 0 0 2 0 1

その他 1 1 0 0 0 0 0

合計 39 29 6 3 3 4 9

12

14

広場 休憩所 展望所 駐輪場 ごみ捨て場 その他
総件数既成市街地の類型

整備内容の内訳

* 整備時に複数の用途を持つ物件が存在するため、 合計は総件数を越える

出典 : 長崎市 H.P( 老朽危険空き家対策事業実施例 )
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以上が条件に不適格であることや予算の限界などにより、事業が進んでない。老朽危険空き家は

居住者の死亡後にそのまま放置され、相続者が税金や管理にかかる費用などの経済的理由、今後

経済的な価値がないことなどにより、老朽危険空き家対策事業と老朽建物の除却補助金制度の 2

つの事業の申込みにも無関心である。そのため、2 つの事業の申込み物件は殆どが老朽危険空き

家ではなく、一部の修理や改修が必要な物件が殆どである。相談者が近隣住民の場合は、所有者

の承諾を得ることが困難もしくは承諾が得られないことや、所有者が相続放棄するなどの様々な

課題を抱えていることが明らかとなった。大鳥町では、図 3-5 のように老朽危険空き家対策事業

が最も多く行われているが、老朽危険空き家対策事業が空き家・空き地を減らすことや新築・増

築の増加に大きな影響を与える結果をもたらしているとはいえない。

(2) 長崎市空き家等の適正管理に関する条例

　長崎市の斜面市街地では空き家・空き地が急速に増加しており、所有者等の経済的問題や所有

者等の不在、不明、相続などの権利問題等様々な事情から、管理できずに放置されている物件が

多く、安全面・景観面で様々な問題が起きている。そのため、地域住民から行政に適切な管理を

望む要望が増加しており、長崎市では ｢ 長崎市空き家等の適正管理に関する条例 ｣ を制定した。

これは、図 3-6 のように居住者へのヒアリング・実態調査を行い、管理不全な状態である物件を

図 3-6　長崎市における空き家等の適正管理フロー

①．情報の収集：居住者へのヒアリング調査による情報提供や建築指導課へのヒアリング
調査による対象物件の把握

②．実態調査：①により得られた情報をもとに敷地外からの目視による認外観調査、所
有者に関する調査及び周辺の住民への聞き取り調査などの実態調査

③．指導 : 空き家等の所有者等に対する管理不全な状態を改善する措置を行うよう口頭や
文書等で指導

④．勧告：指導が行われたにもかかわらず、なお、「管理不全な状態」にあると認める場
合は、期間を定めて、適正な管理のための必要な措置をとるよう勧告

⑤．命令：建築基準法第 10 条第 3項の規定に基づき、期間を定めて、所有者等に対して
必要な措置を講ずるよう命令

⑥．強制代執行：所有者等が命令された措置を履行しないとき等の行政代執行。当該費
用は、所有者等から徴収

管理不全な状態である物件の場合

指導にに従わない場合

勧告に従わない場合

命令に従わない場合 建築基準法の適用範囲

条例の適用範囲
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図 3-7　道路指定の流れ

幅員 1.8ｍ以下の道 幅員 1.8ｍ未満の道

2項道路 2項道路に準ずる道路

幅員 1.8ｍ以下の道 幅員 1.8ｍ未満の道

S34 年長崎市建築基準法施行細則第 15 条により道を指定
ただし、個別指定ではなく包括指定

H15 年施行法ただし書きにより許可が建築主事の許可に
より特定行政庁の許可基準を定める

特定道路指定による許可

把握し、その物件に対して市や所有者の責務、指導、勧告、命令及び代執行の規定などを定め、

所有者に対して強制的に処置を行えるようにすることで、良好な生活環境の確保及び安全で安心

なまちづくりの推進を目指すもので、2013 年に施行された。長崎市まちづくり推進室へのヒア

リングによると、この条例の導入きっかけは、老朽危険空き家対策事業における課題や建築基準

法的な問題により手が付けられない案件の増加に対処するためであることが分かった。

3.4.2　建物 ・ 敷地更新の促進

(1) 道路の指定

　長崎市は地形的な特性上，2 項道路・3 項道路注 4) にも属さない狭隘な道が多く、建築基準法に

基づく接道義務をそのまま適用すると、新築・増築が不可能となる敷地が多い。こうした長崎市

特有の事情の救済措置として、一定の許可基準をクリアした道を「特定通路」注 5) と指定し、特

例で建築を認めているが、長崎市建築指導課へのヒアリングによると建築行為のため、住民が申

請するケースは殆どなく、市が現地調査を行い、条件に適格な道路について指定することが多い

ことが明らかになった ( 図 3-7)。また、長崎市所有の道路指定図を入手し、地図上にプロット

した結果、図 3-8 のように長崎市斜面市街地では、殆どの物件が 2 項道路・3 項道路または特定

通路に指定されており、建築基準法の接道条件により建物・敷地の更新が不可能な物件は少ない

ことが明らかになった。しかし，現在建物が建っているほぼすべての場所で道路の指定がなされ

ているにも関わらず、車志向や小運搬によりかさむ工事費などが原因となり、空き家・空き地の

減少や新築物件の増加はには大きな影響を与えていない。
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(2) 生活道路の整備

　生活道路の整備事業は斜面市街地再生事業の一環であり、前述のような実態により必要とされ

る住環境の向上や防災の観点から、斜面市街地再生事業 8 地区において進められている事業であ

る。しかし、長崎市まちづくり推進室へのヒアリングによると生活道路の整備は、一部の住民の

生活利便性の向上には寄与しているが、それが空き家・空き地の問題を解決に大きな影響を与え

ていないことが明らかになった。また、敷地の取得に莫大な費用と時間がかかるため、進捗状況

が芳しくなく、長崎市では今後、道路規格の縮小注 6) 等を視野に入れ、早期の道路整備実現を目

指していることが明らかになった。

3.4.3　小括

　長崎市では、斜面市街地での空き家・空き地の対策として様々な取り組みを行っているが、増

加や新築が少ないなどの問題の解決は進んでない。それは、事業の周知が進んでいないことや、

高い工事費と高齢者の経済的余力不足、土地の権利関係や法規の複雑さ、厳しい制度の条件など

が理由であることが、各取り組みと事業の主体へのヒアリング調査により明らかになった。また、

老朽危険空き家対策事業により、整備された広場やゴミ捨て場などは除却に伴う防災面の強化に

は寄与しているが、地域住民の生活利便性の向上としての役割はしていないことが明らかになっ

た。さらに、自治会と居住者へのヒアリングによると建物更新・敷地更新に関する取り組みに関

する取り組みに関しては、主に行政が主体として行う取り組みが多く、斜面市街地の住民は行政

から行われている取り組みの存在について知らない居住者が多いことがわかった。

図 3-8　長崎市立山 4 丁目と大鳥町の道路指定状況
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3.5　移動支援 ・ 交通支援に関する取り組み

　斜面市街地で行われている生活利便性向上のための移動に関する取り組み・事業について、そ

の課題を明らかにし、評価を行う。

3.5.1　移送支援

　斜行エレベーターや簡易モノレール等の先進的移送機器や介護保険非適用者であっても利用で

きる移送支援サービスなど、斜面地居住者の多くを占める高齢者等の交通弱者に対する生活支援、

維持を目的とした取り組みが行われている。こうした取り組みや斜面地の地形的な特徴を考慮し、

誰でも利用できる事業・取り組みを行政や民間の運営者と利用者へのヒアリング調査をもとに、

運営上の課題と今後の計画について述べる。まず、各主体へのヒアリングの内容を表 3-9 で示す。

(1) 片道定期券

　長崎県営バス独自の定期券であり、上り区間だけバスに乗車したいという利用者のニーズから、

1984 年に導入された。一般乗車券でも買い物・通院等の目的で上り区間の片道のみの利用者が

多く、片道定期では通学目的の利用者が多いことが長崎県営バスへのヒアリングにより明らかに

なった ( 表 3-10)。このようなニーズが存在する要因は、車道が遠回りをするのに対し、下りは

ヒアリング先 事業・取り組み名 質問内容 ヒアリング結果

長崎県 片道定期券

①取り組みきっかけ
②運営上の課題
③今後の予定
④取り組みの成果

一般乗車券でも買い物・通院等の目的で上り区間の片道のみの
利用者が多く、片道定期では通学目的の利用者が多い。また、
特に運営上の課題はなく、長崎県営バスの利用者は減少傾向に
あるものの、斜面市街地特有のニーズに応えるため、サービス
を続ける予定である。

長崎市都市計画課・
タクシーの運転手

乗り合いタクシー

①住民からの要望
②運営上の課題
③今後の予定
④取り組みの成果

都市計画課：長崎市と地域住民が話し合い路線を決定し、乗客
の約60％が上り区間で利用している。また、運行されている地
域以外において運行を希望する意見が多いが、斜面市街地の全
体的な人口減少により、丸善地区を除き赤字路線となってお
り、減便等を含めた事業のスリム化が行われる可能性がある。
タクシーの運転手：主な利用者が高齢者であるため、若年層は
乗り合いタクシーを利用することが恥ずかしいと思う人が多く
乗り合いタクシーを殆ど利用していない。

長崎市
まちづくり推進室・
自治会・地域住民

簡易リフト
①運営上の課題
②今後の予定
③取り組みの成果

簡易リフトの主な利用者は高齢者や交通弱者である。市への申
請・登録により無料で利用できる施設であり、他地域の住民か
らの設置要望も増加している。土地の権利問題や経済的な理由
により、事業を進めることが難しい状況にある。
居住者と自治会：速度(時速0.9km)が遅く、昇り降りに支障の
ない健丈者は歩いたほうが速いことから利用者は少なく、リフ
トの設置は景観的に悪いなどの理由から設置に反対する居住者
がみられる。

長崎市まちづくり
推進室

斜行エレベーター

①取り組みのきっかけ
②取り組みの課題
③今後の予定
④取り組みの成果

グラバー園など周辺の観光資源とともに、斜行エレベーターは
1つの観光資源となっており、多くの観光客が利用している。
また、簡易リフトより速度が速く、傾斜度が高い地域でも対応
できるというメリットがあることから、他地域への設置要望が
多く、韓国の釜山や他の斜面都市からの見学も多い。しかし、
設置には多くのスペースが必要であり、建設・維持費を要する
ことから、設置にあたってのハードルは高い。長崎市では、今
後の他地域における設置計画はない。

長崎市まちづくり
推進室・

共同住宅の居住者
共同住宅のエレベーター

①取り組みのきっかけ
②取り組みの課題
③今後の予定
④取り組みの成果

まちづくり推進室：共同建替え時に発生する経済的な問題など
により、全世帯の許可を得ることが難しく、計画の段階で中止
になったケースが多いことがわかった。
共同住宅の居住者：共同住宅の居住者以外の地域住民の利用が
多く、そこで地域住民間のコミュニティが生み出すという意見
が多く、積極的な評価であった。

長崎市介護保険課　 移送支援サービス
①取り組みの課題
②今後の予定
③取り組みの成果

現在は10つの支援センターを設置し、担当地域を定め行われて
いる。しかし、今後高齢者人口が増加する中で、サービスが必
要な住民が増加しており、事業の周知が必要である。また、斜
面市街地の地形により、昇降の厳しい場所が多く、若年層の支
援者が少ないという課題がある。

表 3-9　移動支援 ・ 交通支援に関する取り組みに関するヒアリング調査結果
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表 3-10　片道定期券発行の変化

通勤割合※ 通学割合※

23.3% 76.7%

22.5% 77.5%

22.8% 77.2%

23.3% 76.7%

25.7% 74.3%
12.0%

往復定期券に対する

片道定期券の割合

14.0%

13.0%

13.0%

13.0%

33,977

37,520

37,189

36,840

36,0702012

年度 往復定期券発行数(枚)
片道定期券発行数(枚)

2008

2009

2010

2011

5,130

5,319

5,572

5,674

5,657

図 3-9　バス路線と歩行経路の比較
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図 3-12　乗り合いタクシーの事業補助率 (%)
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北大浦

金堀

西北

スロープや階段によって直線的な徒歩移動が可能であることが挙げられる。図 3-9 のように、実

際に片道利用者の最も多い区間である長崎駅前 - 中央橋 - 東高 ( 長崎県立東高等学校 ) を結ぶ路

線で示すと、東高から桜町バス停までの行程にかかる時間はバスが 20 分、徒歩が 17 分であまり

差がないが、高低差が約 160m あるため、上りはバス、下りは徒歩を選択している人が多い。長

崎県営バスの利用者は減少傾向にあるものの、斜面市街地特有のニーズに応えるため、サービス

を続けようとしている。

(2) 乗り合いタクシー事業

　斜面市街地が広がる地形的特性や道路事情によって発生している「バス空白地域」注7）を解消し、

地域住民の利便性をよく、市内交通混雑を緩和するために、5 地域で長崎市が民間企業に運営を

委託し、乗り合いタクシー事業を行っている。全ての空間で 1 回 200 円 ( 中学生以上 ) で毎日運

行している ( 図 3-10, 表 3-11)。長崎市と地域住民が話し合い、路線を決定して、路線と大型小

売店、商店街の位置関係を確認したところ、バス空白地域の狭隘な道路が多い斜面市街地とそれ

らを結ぶ路線がみられ、乗客の約 60％が上り区間で利用している ( 図 3-11, 図 3-13)。また、運

表 3-11　乗り合いタクシーの運営方式
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図 3-10　乗り合いタクシーの路線 図 3-11　乗り合いタクシーと商業施設

図 3-13　乗り合いタクシーの運営構造のイメージ 図 3-14　乗り合いタクシーの写真
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行されている地域以外において運行を希望する意見が多い。しかしながら、斜面市街地の全体的

な人口減少により、丸善地区を除き赤字路線となっており ( 図 3-12)、依然としてバス空白地域

が存在する。減便等を含めた事業のスリム化が行われる可能性がある。さらに、タクシーの運転

者へのヒアリングによると、主な利用者が高齢者であるため、若年層は乗り合いタクシーを利用

することが恥ずかしいと思う人が多く乗り合いタクシーを殆ど利用していない。

(3) 簡易リフト

　長崎市は市街地の約 7 割が斜面地であり、家屋の密集による用地買収の困難や勾配上の問題に

より、生活道路としての車道の整備が進んでおらず、高齢者や障害者が移動するには不便であっ

た。そこで、1999 年より長崎市と民間企業が共同で、傾斜道を安全かつ快適に移動できる機器

の研究・開発を進め、長崎市には簡易リフトが 3 箇所設置されていることが予備調査からわかっ

た ( 図 3-15、図 3-16)。簡易リフトの主な利用者は高齢者や交通弱者である。市への申請・登録

により無料で利用できる施設であり、他地域の住民からの設置要望も増加している。しかし、長

崎市まちづくり推進室へのヒアリングによると、土地の権利問題や経済的な理由により、事業を

進めることが難しい状況にある。また、設置場所の居住者と自治会へのヒアリング調査では、速

度 ( 時速 0.9km) が遅く、昇り降りに支障のない健丈者は歩いたほうが速いことから利用者は少

なく、リフトの設置は景観的に悪いなどの理由から設置に反対する居住者がみられる。

(4) 斜行エレベータ－

　長崎市の都心南部に位置する南大浦地区は、斜面に密集住宅が広がる典型的な斜面市街地と

なっており、傾斜は約 31°であり、道路整備も困難であるため、住民の多くは日常的に長距離の

階段昇降を余儀なくされていた。最上部にある大浦小学校の通学路や上部にあるグラバー園が位

置していることにより将来的に新しい観光ルートとしての活用のメリットがあることから、2002

年に日本で初の斜行エレベーターが設置された ( 図 3-18)。長崎市まちづくり推進室へのヒアリ

ング調査によると、周辺の観光資源とともに、斜行エレベーターは 1つの観光資源となっており、

図 3-15　簡易リフトの写真
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50ｍ

80ｍ

31°

石橋電停

グラバー園
1階から 5階までノンストップの場合、約 1分 16 秒

グラバースカイロード

図 3-17　斜行エレベーター 図 3-18　斜行エレベーターの概念図

図 3-16　簡易リフト設置場所と特徴
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多くの観光客が利用している。また、簡易リフトより速度が速く、傾斜度が高い地域でも対応で

きるというメリットがあることから、他地域への設置要望が多く、韓国の釜山や他の斜面都市か

らの見学も多い。しかし、設置には多くのスペースが必要であり、建設・維持費を要することから、

設置にあたってのハードルは高い。長崎市では、今後の他地域における設置計画はなく、他の斜

面都市でも設置を計画した事例はみられない。

(5) 移送支援サービス

　長崎市では斜面市街地に住んでいる高齢者が介護サービスを利用する場合や、病院に通うとき

などに移送介護員が歩行介助などのお手伝いをする移送支援サービス“いこーで”を実施してい

る。車の横付けが困難な斜面地やエレベーターが設置されていない中高層住宅などに居住する住

民が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、自宅から自分で移動可能な場所まで

移送支援を行う。現在は 10 つの支援センターを設置し、担当地域を定め行われている。しかし、

今後高齢者人口が増加する中で、サービスが必要な住民が増加しており、事業の周知が必要であ

図 3-19　移送支援サービス利用人数の変化
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図 3-20　長崎市共同住宅のエレベーターの利用概念図
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る ( 図 3-19)。また、斜面市街地の地形により、昇降の厳しい場所が多く、若年層の支援者が少

ないという課題がある。

(6) 共同住宅のエレベーター

　共同住宅はこれまで 1 階、2 階建てで建て詰まっていた住宅を共同で建替えた住宅であり、図

3-20 のように共同住宅のエレベーターを地域に解放すると、道路から離れた人の階段道の上り

下りを軽減することもできるし、共同での生活の中に、高齢者の暮らしを支える取り組みであり、

現在まで長崎市には 2 か所 ( 江平地区、十善寺地区 ) が建設されている ( 図 3-21)。共同住宅の居

住者へのヒアリングによると共同住宅の居住者以外の地域住民の利用が多く、そこで地域住民間

のコミュニティが生み出すという意見が多く、積極的な評価であった。しかし、長崎市まちづく

り推進室へのヒアリングによると、共同建替え時に発生する経済的な問題などにより、全世帯の

許可を得ることが難しく、計画の段階で中止になったケースが多いことがわかった。

3.5.2 小括

　長崎市の斜面市街地における片道定期券や乗り合いタクシーなどによる支援は、長崎市の斜面

市街地の居住者の生活の足を支えている。主に高齢者の向けの支援が多いことから、人口減少に

より利用者は減少している。そのため、居住地としての斜面市街地の持続可能性の観点から、新

たな人口の流入の必要性は明白である。したがって、今後は、新規居住者向けの取り組みや事業

など長期的視点を取り入れる必要がある。

図 3-21　長崎市共同住宅と共同住宅 ( 左 : 平江地区、 右 : 十善寺地区 )
* 出典 : 長崎市 H.P( 長崎市営十善寺住宅）
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3.6 生活支援 ・ 事故防止に関する取り組み

　長崎市では日々の生活を支援する事業として、長崎市や民間業者が行うごみ捨て援助、複数の

民間企業が社会福祉サービスの一環として行う買い物代行、市民団体が行うドクターネットなど、

高齢者・身体障害者向けのものが多い。このうち移動販売や宅配サービスなどの買い物代行に関

する取り組みは若年層も利用可能である。まず、生活支援・事故防止に関する取り組みに関する

ヒアリング調査の結果を表 3-12 で示す。

3.6.1 ふれあい訪問収集

　予備調査の情報によると、路地奥及びエレベーターが設置されていない中高層住宅などに居住

する高齢者のうち、身体的理由により、ごみ出しが困難な住民に、市のゴミ収集の職員が一軒ず

つ戸別収集を実施して、自立した生活の支援を促進している。2008 年からこれに安否確認を追加

し，地域の民生委員と連携し、地域の見守り体制を強化している。回収時の安否確認の際，確認

が取れない場合は緊急連絡先に通報し、担当のケアマネージャーや包括支援センターなどから本

人や家族に連絡するシステムになっている。長崎市すこやか支援課へのヒアリングによると、ふ

れあい訪問収集事業は図 3-23 のように、利用者のニーズも高く、ごみ出しの困難な高齢者の支

援策として有効な事業であることから、長崎市は事業の周知に努め、関係部局間での連携を図り

つつ、引き続き推進するとの意向を持つことがわかった。

3.6.2 宅配サービス

　予備調査によると、長崎市では斜面市街地であっても、複数の民間企業が生鮮を含む食品や弁

当を玄関まで宅配するサービスを行っている。注文方法は大手企業はインターネット注文が主流

であるが、地元企業では店で直接購入したものを届けるなど、企業によって様々である。1m 程

ヒアリング先 事業・取り組み名 質問内容 ヒアリング結果

長崎市すこやか
支援課

ふれあい訪問収集

①運営上の課題
②今後の予定
③取り組みの成果

ふれあい訪問収集事業は利用者のニーズも高く、ごみ出しの
困難な高齢者の支援策として有効な事業であることから、長
崎市は事業の周知に努め、関係部局間での連携を図りつつ、
引き続き推進するとの意向を持つことがわかった。

自治会・
斜面地フォーラム

宅配サービス

①住民からの要望
②運営上の課題
③今後の予定
④取り組みの成果

このサービスは居住者のニーズは高く、斜面市街地での居住
者の生活を支えているが、多くの企業は利益の問題により
サービスが中止となっており、今後事業の継続が難しい状況
である。一方、多くの居住者はこのサービスにサービスの継
続を希望していることが明らかになった。

移動販売運営者 移動販売
①取り組みの課題
②今後の予定
③取り組みの成果

販売場所は暫定的に個人所有の駐車場を間借りしており、時
間が不定期であること、特定の地域だけに限られていること
などの課題により、事業を続行することが難しい状況であ
る。一方、利用者は販売回数を増やすことや販売時間を延長
することを希望しており、居住者のニーズは高い。

天神町自治会長・
斜面地フォーラム

階段の白線引き
①運営システム
②運営上の課題
③取り組みの成果

各自治会が白色ペンキと塗布用具を市から提供してもらい、
階段の淵に白色ペンキを塗ることで夜間における階段の視認
性を向上させ、歩行時の安全性を高める重要な取り組みであ
る。一方、若年層が少く、高齢者が作業をしななければなら
ないことから、この取り組みを続行することは難しくなる可
能性が高い。

表 3-12　生活支援 ・ 事故防止に関する取り組みに関するヒアリング調査結果
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の狭隘な道路であってもバイクを利用し、階段を徒歩で昇降し、配達している姿が見られる。し

かし、自治会へのヒアリングや斜面地フォーラムによるとこのサービスは居住者のニーズは高く、

斜面市街地での居住者の生活を支えているが、多くの企業は利益の問題によりサービスが中止と

なっており、多くの居住者はサービスの継続を希望していることが明らかになった。

3.6.3 移動販売

　長崎市では、斜面市街地に商業施設が殆どなく、買い物をすることが難しいことから、民間や

個人による配達サービスや移動販売システムなどのサービスが行われており、居住者の生活利便

性を高め、斜面市街地の居住者の生活を支えている。しかし、運営者へのヒアリングによるとそ

れらの販売場所は暫定的に個人所有の駐車場を間借りしており、時間が不定期であること、特定

の地域だけに限られていることなどの課題により、事業を続行することが難しい状況であること

図 3-23　ふれあい訪問収集登録者の変化
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図 3-22　各種の取り組み ( 左から階段の白線引き、 移送支援サービス、 移動販売 )

* 出典 : 長崎市 H.P( 住みやすい 「さかんまち」 長崎の実例 )
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が明らかになった。そのため今後、移動販売など民間企業や個人による斜面地居住者向けのサー

ビスが広範囲で展開できるよう、行政が場所の提供などの支援を行い、持続可能な斜面地居住へ

向けた取り組みを行う必要がある。

3.6.4 階段の白線引き

　この活動は各自治会が白色ペンキと塗布用具を市から提供してもらい、階段の淵に白色ペンキ

を塗ることで夜間における階段の視認性を向上させ、歩行時の安全性を高める重要な取り組みであ

る。自治会ごとに塗布する時期などは異なっており、天神町では年に一度自治会幹部でペンキ塗り

を行っている。自治会長へのヒアリングと斜面地フォーラムによると、若年層が少く、高齢者が作

業をしななければならないことから、この取り組みを続行することは難しくなる可能性が高い。

分類 事業・取り組み名 課題 ヒアリングによる評価のまとめ

老朽危険空き家

対策事業

・長崎市の予算的問題により、多くの

物件に対応できない。

・所有者の承認を得ることが困難である。

・制度の条件が厳しい。

空き家等の適正

管理に関する

条例の制定

・危険空き家への対応の際の課題として、

所有者の不明・不在のケースが多い。

・長崎市の予算と所有者の経済的な問題

により、事業が進まない。

・危険空き家としての判定が難しい。

道路の指定 ‐

生活道路の整備
・敷地の取得に必要な費用と時間がかか

り、事業が進んでいない。

バスの片道定期券 ‐

乗り合いタクシー

・殆どの区間が赤字となっており、事業の

維持が難しい。

・若年層の利用者は少ない。

簡易リフト

・速度が遅い。

・景観的に悪いことから反対する居住者が

増加している。

・土地の権利問題と予算の問題により、事

業を進めることは難しい。

斜行エレベーター

・利用者の多くは観光客である。

・スペース、建設・維持費の問題から今後

他地域での設置はできない。

移送支援サービス
・昇降の厳しい場所が多く、若年層の支援

者が少ない。

ふれあい訪問収集 ‐

宅配サービス

・インターネット注文が主流であることか

ら、高齢者の利用は難しい。

・主にバイクでの配達であり、階段が多い

地域では利用できない。

・利益が少ないことから、事業を中断する

企業が多い。

移動販売
・時間が不定期である。

・特定の地域だけに限られている。

階段の白線引き

・若年層が少ないことから事業の維持が

難しい。

・地域住民が実施することで、事業の実施

が不規則である。

生

活

支

援

/

事

故

防

止

移

動

・

交

通

支

援

建

物

・

敷

地

更

新

・老朽老朽危険空き家対策事業により、公園や広場などに整備

された場所は、利用者が少ない。

・生活道路の整備は住環境の改善として重要な事業であるが、

居住者は生活道路の不足に関して不便を大きく感じておらず、

主に生活道路の整備が行われている地域の人口・世帯数・高

齢化率をみると、斜面市街地の再生に役割を果たしていない。

・様々な理由から事業が進んでない状況から、事業・取り組み

の持続性が低い。

・現在分布している空き家・空き地の処理に観点をあてることに

よる現状維持事業であり、増加する空き家・空き地の根本的

な問題の解決はできない。

・バスの片道定期券は利用者が毎年増加し、斜面市街地の居

住者の移動に大きな役割を果たしている。

・経済的な事情より事業の維持・管理と他地域への拡大は難し

い。

・簡易リフトや斜行エレベーターは最初設置された時期は、長崎

市独自の取り組みであり、他の市や海外からの関心があった

が、現在は観光資源としての機能はあるが、居住者の移動支援

としては大きな役割を果たしていない。

・主に高齢者または交通弱者向けであり、現状維持性が高く、若

年層の流入には影響を与えていない。

・ふれあい訪問サービスは毎年利用者数が増加しており、居住

者の生活支援として役割をしているが、対象が高齢者であるた

め、若年層には関係しない。

・移動販売と宅配サービスは地域住民からの要望が多く、居住

者の生活を支えているが、全てが民間企業や個人により行われ

ており、収益の処理や運営のシステムが不明である。

・階段の白線引きは事故防止のためには必要な取り組みである

が、居住者の多くは、むしろ、街灯の設置を希望している。

表 3-13 事業 ・ 取り組みの課題と評価
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3.6.5 小括

　持続可能な居住地としての斜面市街地の形成を目指し、様々な取り組み・事業を行っている。そ

の結果、一定の成果をあげてはいるが、予算や所有権などの問題から事業・取り組みの持続が難し

い状況であるものが多い。空き家・空き地問題に関しては、根本的な問題の解決ではなく、空き家・

空き地の処分を支援するものであり、空き家・空き地の増加を防ぐ役割はしてない。また、移動に

関するものは、殆どが高齢者向けのものであり、斜面市街地の課題である人口のバランスの観点か

ら評価すると若年層の流入には、大きな役割をしてなく、現状維持性が高いものが多い。最後に生

活支援・事故防止に関するものは、移動販売や宅配サービスなどは居住者の要望が多く、居住者の

生活を支えていることが明らかになった。しかし、民間や個人が行うものが多いことから、時間や

場所など運営のシステムが不明確である (表 3-13)。
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3.7 おわりに

　持続可能な居住地としての斜面市街地の形成を目指す取り組みの課題を明らかにすることを目

的として、長崎市の斜面市街地における自治組織や NPO によって展開している事業・取り組みを

対象としてとりあげ、その実態を把握し、考察することにより、以下のことを明らかにした。

(1) 長崎市では、斜面市街地の再生に向けた様々な取り組み・事業が行われており、①建物・敷

地更新、②移動・交通支援、③生活支援・事故防止に分類できる。

(2) 多くの地方自治体で行われている市民と行政との協働によるまちづくりが長崎市においても

積極的になされ、一定の成果をあげてはいるが、高齢者に焦点を当てた取り組みや事業が多く、

斜面市街地の人口は減少傾向にあることから、取り組みや事業の維持も難しい状況である。いず

れも現状を維持するため取り組み・事業であり、斜面市街地が抱えている人口減少や空き家・空

き地の増加、高齢化などの問題を解決することに大きく寄与してはおらず、斜面市街地が置かれ

た現状を打破し，持続可能性をより高めているとは言い難い。また、移動販売や宅配サービスな

ど居住者のニーズが高く、年齢層に関係なく誰でも利用できる取り組み・事業は、販売場所や利

益などの課題があり、広域に広がることができなく、取り組み・事業の持続が難しい状況である。

(3) 斜面市街地を居住地として持続可能にするためには、行政が設けた制度を多くの住民が受け

いれられるように、情報発信、公報が必要であり、民間が行う取り組み・事業の中でも、居住者

のニーズが高いものを行政が支援することが求められる。

 

 2014 年 5 月の都市再生特別措置法の改正により、立地適正化計画制度が創設された。立地適正

化計画は、積極的にコンパクトシティの形成を推進するため、市町村が都市全体の観点から作成

する計画であり、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する

都市計画マスタープランの高度版である。長崎市では、人口密度の低下が地域活力低下につなが

ること、公共交通維持の困難性が増大していること、災害に脆弱であること、行財政環境の悪化

によりインフラや医療福祉等の行政サービスの維持が困難であること、などの現状をふまえ、あ

らかじめ居住及び都市機能を誘導すべき区域を示して、官民が一体となって区域内への機能誘導

策を実施し、都市活動の選択と集中を促していく必要があることから、都市計画区域を対象に

2035 年までの 20 年間を計画期間として、ネットワーク型コンパクトシティを目指す立地適正化

計画を策定することとした。これは、人口減少・超高齢社会の進展に備えて、主要な地域に人口

規模に応じた医療、福祉、商業、業務等の都市機能を計画的に配置・誘導し、居住を緩やかに収

束し、市民のライフスタイルに合わせた住まい方を選択できるよう、都市機能が集まった拠点と

周辺の生活地区の間で公共交通島による連携を図り、長崎らしい集約と連携の都市づくりを目指

すものである。このなかで、都市機能誘導区域と居住誘導区域を定めることとしており、都市機

能誘導区域を医療、福祉、商業、文化、行政等の各種サービスを提供できる施設（都市機能）が

立地、集積する区域、また、居住誘導区域を生活サービスやコミュニティが持続的に確保できる

ように安全で暮らしやすい場所として居住を誘導する区域と定めている。居住誘導区域は、土砂
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災害特別警戒区域や勾配が 15 度を超える傾斜地等を除外し、快適で暮らしやすい場所として、

地形的な制約が少ない平地と公共交通の利便性が高い場所といている。こうした施策のもとで、

本研究で提示した斜面市街地の居住環境改善のための支援施策を実施することが望まれる注8)。

注釈

注 1) 長崎市では、S45 年の DID 内でかつ S46 年の都市計画法による第 1 回区域区分 ( 線引き )　

による市街化区域であったエリアを既成市街地としている。尚、整備が必要な既成市街地はその

中でも早急に対策が必要とされると判断された地区である。また、その他の地区においても、老

朽危険空き家が目立ち始めたため、H24 年度に新たに対象地区を拡大した。

注 2) この会は 1997 年に発足し，斜面地居住者に対する地域ケアやまちづくりに関する啓発 · 調

査 ·研究に関する事業での地域の生活公共向上を目的としている会である．土木，機械システム、

医療福祉など様々な分野の会員で構成されており、斜面地居住者の外出の機会を創造する行事の

他、啓発活注動を「住民発“長崎 · 坂のまちの日”」制定記念事業などを通じて、斜面市街地居

住の持続可能性に寄与している団体である。

3) 斜面市街地再生事業。「長崎市斜面市街地の整備促進に関する条例」に基づく事業である。市

内 8 地区で生活道路及び広場等の整備，老朽住宅の除却、賃貸コミュニティ住宅建設、共同建て

替えの推進などを行ったが、2012 年に失効した。

注 4)2 項道路は「42 条 2 項道路」とも呼ばれる。都市計画区域および準都市計画区域内にある

幅員 4 メートル未満の道のうち、特定行政庁の指定したものを建築基準法上の道路とみなす処置

がとられる。3 項道路は建築基準法第 42 条第 3 項の規定により、建築基準法上の道路とみなさ

れる道のことである。2項道路では幅員 4メートル分が道路とみなされるが、3項道路は幅員 2.7

メートル以上 4メートル未満で特定行政庁が指定した範囲が道路とみなされる。

注 5)) 建築基準法第 43 条第 1項ただし書き適用の道のこと。

注 6)2 車線道路から 1.5 車線的道路への規格縮小など

注 7) 乗り合いタクシー事業計画段階に市街化区域内 ( 旧長崎市内 ) でかつバス停から 300m 圏内

に入っていない地域を「バス空白地域」と位置付け、事業対象地として選定した。

注 8) 長崎市：長崎市立地適正化計画素案 , 2017.3
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第 4 章　歩行消費エネルギーからみた斜面市街地における空き家 ・ 空き地の発生要因

4.1 はじめに

　前章では、斜面市街地居住地における空き家・空き地などの居住地としての課題およびその持

続に向けた様々な取り組みを示した。本章では、斜面市街地の主要な課題の１つである空き家・

空き地に着目する。

4.1.1 研究の背景

 一般的な空き家・空き地の発生要因として、総住宅数の増加と人口減少による余剰物件の発生

に伴う空き家・空き地化があげられる。斜面市街地においても、転出や家主の死亡などが契機と

なって、建替え、解体、売却等の判断が求められており、その判断には、当該物件の住環境や地

理的条件が大きく影響する傾向がみられる 1)2)。

　斜面市街地は、急勾配の坂や階段が多く、様々な生活上の不便さがある。特に、身体に衰えを

感じる高齢者にとって、住環境や地理的条件は極めて重要である。斜面市街地の空き家・空き地

問題を解決するためには、斜面市街地の住環境・地形的な特徴を理解し、居住者が感じる不便さ

を極力解消することにより、人口流出を防ぎ、新たな居住者を増やすことが最も重要であると考

える。

　研究の対象である長崎市の斜面市街地は、車両の通行が不可能な細街路が多く、広幅員の道路

が少ないことから、居住者の移動は専ら徒歩である。斜面住宅地内に生活利便施設は極めて少な

く、それらの多くは坂を下りた平坦地や中心部に立地している。したがって、斜面市街地に立地

する住宅の居住者が各種の生活利便施設にアクセスする際には、徒歩での上下移動が強いられる。

居住者へのアンケート調査注 1) によると、斜面市街地での生活で不便なことは ｢ 坂の上下移動 ｣

であり、移住を考えている人は「坂の上下移動が不便であるため」という理由が多い。

　一般的に、アクセスの容易さ・困難さを表す指標として水平移動距離が用いられることが多い

が、斜面市街地においては、単なる水平移動距離を指標にすることは不十分であり、上下移動を

加味したアクセスの容易さ・困難さを表現することが求められる。また現地調査によると、斜面

市街地内では、複雑なルートに沿ってアップダウンを繰り返すケースもあり、居住地と目的地の

距離だけではアクセスの容易さ・困難さを表現することは難しく、移動の過程における高低差を

加味したアクセスの容易・困難さを把握することが必要である。

　長崎市のように平坦地が少ない都市では、都心の平坦地近接の斜面地から密度高く居住地が形

成されている。「コンパクトシティ」の概念からこのような斜面市街地を評価すると、斜面市街

地は都市のスプロール化や自動車利用を抑制する一方で高密度な都市開発を促進し、歩行及び公

共交通の利用を高める役割を果たしており、｢ コンパクトシティ ｣ としてのポテンシャルは高い

といえる。眺望景観や古くからの良好なコミュニティを有するなど、居住地として十分な条件を

揃えているこの斜面市街地を再生し、居住地として積極的に活用すべきである。
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4.1.2 研究の目的

　本章では、斜面市街地の主要な課題の 1 つである空き家・空き地に着目し、斜面市街地の空き

家・空き地に影響を及ぼす住環境要因を明らかにするとともに、歩行消費エネルギーという概念

を利用して、歩行消費エネルギーが空き家・空き地の発生とどのように関係しているのかを定量

的に明らかにすることを目的とする。

4.1.3 既往研究と本研究の位置づけ

　斜面市街地に関する既往研究は、斜面地の特徴を定量的に比較した天野らの研究 3)、中山間地

域における空き家およびその管理の実態に関する研究 4)、中山間集落における空き家を活用した

都市農村交流施設の整備プロセス 5) など斜面地又は中山間地域の特徴、空き家の活用と管理に関

する研究がみられる。斜面市街地での移動に関する研究としては斜面住宅地における勾配を考慮

した徒歩移動に関する研究 6)、斜面住宅地におけるモビリティ改善に関する研究 7) などがみられ

る。しかしながら、本研究のように酸素摂取量による消費エネルギーを算出し、歩行消費エネル

ギーに着目して、歩行消費エネルギーと空き家・空き地の発生の関連に着目した研究はみられな

い。そのため、本研究では斜面市街地の地形的な特徴をもとに歩行消費エネルギーを計算して居

住者が感じる不便さを表現し、アクセスの容易さと空き家・空き地の発生との関係を考察する。

一方で、斜面市街地におけるアクセス性に関する研究として佐藤らの研究 8) では地形だけではな

く、歩行者の年齢を考慮し、身体能力の変化を勘案した歩行換算距離によりアクセス性を評価し

ている。しかし、ここで用いた式は傾斜度 25% 以上の区間と階段の上り、下りについて、同じエ

ネルギー代謝率を採用しており、本研究で対象とした長崎市斜面市街地のような急傾斜が多い地

域に適用することについては疑義がある。居住者の属性と行動に関する情報を手に入れることが

難しいと判断したため、地形に基づく酸素摂取量と消費エネルギーを算定し、歩行によるアクセ

ス性を評価する指標とした。
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4.1.4 研究の方法

　斜面市街地に分布している空き家・空き地の発生要因を周辺の物的環境とアクセスの容易性の

２つの観点から評価するため、以下の手順で研究を進める。まず、GIS を用いて長崎市における

斜面市街地の町丁目を抽出し、斜面市街地の特色に偏りが生じないように、戸建て密度と人口密

度および人口と高齢者数の増減数、さらには新興住宅地・旧市街地の別を考慮し、対象地域を抽

出する。次に、文献調査により住環境評価指標項目を整理し、定量化や調査などが難しい項目を

除外し、住環境評価指標を作成した。また、現地調査により構造や標高など対象物件の実態を把

握し、空き家・空き地とそれ以外の物件との比較分析により属性別特徴を明らかにする。さらに、

GIS データにより対象地周辺の物的環境の立地状況を把握し、消費エネルギーを用いアクセスの

容易性を評価することで、アクセスの容易性が空き家・空き地に与える影響を示す。最後に、歩

行距離、標高と消費エネルギーの関係を明らかにする (図 4-1)。

結論

斜面地抽出 空き家・空き地

新・増築

対照物件

接道状況と道路の指定

建物属性

標高

空き家・空き地の特徴 空き家・空き地とアクセス利便性

住環境評価指標の作成

現地調査及び GIS データ収集

空き家・空き地の発生要因

住環境評価指標の作成

戸建て密度と人口密度

人口・高齢者数増加率

対
象
地
選
定

対
象
物
件
選
定

調査結果の単純集計

空き家・空き地

空き家

空き家・空き地属性別特徴

酸素摂取量

各種施設までの距離

移動ルートのパタン

歩行消費エネルギー量計算

　* 歩行消費エネルギーと空き     
　   家 ・空き地
　* 歩行距離と歩行消費エネル　
　  ギー
　* 標高と歩行消費エネルギー

図 4-1 研究のフロー
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図 4-2　長崎市の人口 ・ 世帯 ・ 高齢者数の変化 ( 地形による分類 )
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4.2 対象地の選定

4.2.1 長崎市斜面市街地の現状

　長崎市では、標高 20m 以上かつ傾斜度 5 度以上の地域を斜面地として定義しており、既成市街

地の面積の 7 割以上と車両が進入できない細街路と階段で構成された地域が多い。また、長崎市

の既成市街地を地形により斜面地と平坦地に分類し、国勢調査注 2) を用い人口や世帯数などを比

較してみると、平坦地では人口と世帯数が毎年増加しているが、斜面地では毎年減少しているこ

とがわかる ( 図 4-2)。また、平成 20 年の住宅土地統計調査の推定値によると長崎市の総住宅数

は増加傾向にあるが、その一方で空き家・空き地も増え続けており、その大半は斜面市街地の物

件である。

4.2.2 対象地の選定方法

　長崎市が指定している斜面市街地から、GIS の傾斜度分析により斜面市街地の町丁目を抽出し、

町丁目の中で戸建て密度と人口密度が上位を対象候補地とした。その中で、人口と高齢者数の増

減率から、長崎市全体の平均値である人口増加率 94.0% と高齢者数増加率 120.0% の値を基準に

してグループ分けを行った (表 4-1)。さらに、長崎市の斜面市街地を網羅的に把握するため、現

地の状況や新興斜面市街地と旧斜面市街地の数のバランスを考慮し、各グループの中からそれぞ

れ 1つの町丁目を対象地として選定した (図 4-3)。　
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図 4-3　対象地の位置

区分 人口94％以下 人口100－94％ 人口100％以上

花園町 緑町

他の18町丁目

大鳥町 東小島町 立山4丁目

他の29町丁目 他の12町丁目 他の12町丁目

西小島町 城山台1丁目 富士見町

他の12町丁目 他の12町丁目 他の12町丁目

高齢者数100％以下

高齢者数100－120％

高齢者数120％以上

表 4-1　斜面地のグループ分けと対象地選定

Ü
0 0.25 0.5 1.0 1.5 2.0

km

花園町

緑町

大鳥町

東小島町

西小島町

立山4丁目

城山台1丁目
富士見町

斜面地
対象地

平地部 長崎駅

長崎湾
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4.3 対象物件の選定と評価指標の作成

　現地調査と GIS データを用い対象物件を選定し、先行研究と文献 10)-13) により住環境の評価指

標に関する情報を収集・整理を行い、住環境の評価指標を作成する。

4.3.1 対象物件の選定

　空き家・空き地に関する現地調査を行った注 3)。空き家は電気メータの確認し、空き地は不動

産看板の有無を調査員の目視で判断し、地図上にプロットした。周辺の住環境とアクセスの容易

性が空き家・空き地に与える影響をより明確に明らかにするため、空き家・空き地サンプルに加

え、居住している建物との比較・分析を行った ( 表 4-2)。対照物件の選定方式は、筆者の恣意

的な選定を避けるため、地形的な立地の特徴を比較することで、特定地域にサンプルが集中しな

いよう、GIS を用いて対象地の 8 つの町にグリッド (60m × 60m) を作成し、そのグリッドの交差

地点から最も近い物件 (152 件 ) を抽出するランダム方式を用いた (図 4-4)。

表 4-2　調査物件

区分 調査件数 空き家件数 空き地件数 対照物件数

総数 296 97 47 152

緑町 27 8 4 15

立山4丁目 52 21 14 17

東小島町 25 7 3 15

西小島町 21 5 3 13

富士見町 25 4 3 18

花園町 37 9 6 22

大鳥町 84 42 13 29

城山台1丁目 25 1 1 23
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図 4-4h　グリッド作成による調査対象物件の選定 ( 富士見町 )

図 4-4g　グリッド作成による調査対象物件の選定 ( 立山 4 丁目 )
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4.3.2 住環境評価指標の作成と評価項目選定

　まず、文献や先行研究により住環境評価指標に関する項目を整理し、①建物・敷地の属性、②

周辺の物的環境に分類した。先行研究では、②周辺の物的環境を安全性、利便性、快適性に分類

したものが多くみられたが、安全性と快適性は定量的な評価が難しいことから、本研究では除外

し、利便性に関する項目のみを選定した (表 4-3)。次に、現地調査や国土地理院などにより、各

項目のデータを収集し、得られた情報から GIS を用い、地図上にプロットした。

分類 中分類 キーワード 評価内容 データの出所と年次

種類
住宅種類

(1戸建て、集合住宅)

階数 建物階数

構造
建物構造

(W造、S造、RC造)

車庫 車庫の有無

前面道路幅員

道路指定

(1項、2項、3項、特定通路、

指定なし、面していない)

長崎市役所

(2014年度)

標高 標高値
国土地理院

(2014年度)

保育園/

幼稚園

最も近い保育園/

幼稚園の立地状況

(標高・距離)

国土数値情報

(2011年度)

小学校

対象地の校区にあたる

小学校の立地状況

(標高・距離)

中学校

対象地の校区にあたる

中学校の立地状況

(標高・距離)

高校
最も近い高校の立地状況

(標高・距離)

銀行
最も近い銀行の立地状況

(標高・距離)

日本全国銀行マップ

(2014年)

郵便局
最も近い郵便局の立地状況

(標高・距離)

国土数値情報

(2013年度)

福祉施設
最も近い福祉施設の立地状況

(標高・距離)

国土数値情報

(2011年度)

病院
最も近い病院の立地状況

(標高・距離)

国土数値情報

(2012年度)

バス停
最も近いバス停の立地状況

(標高・距離)

国土数値情報

(2000年度)

電停
最も近い電停の立地状況

(標高・距離)

国土数値情報

(2013年度)

コンビニ/

スーパー

最も近いコンビニ・

スーパーの立地状況

(標高・距離)

マピオン電子電話

帳(2014年)

大型小売店
最も近い大型小売店の立地状況

(標高・距離)

全国大型小売店総覧

(2013年度)

現地調査

(2014年度)

国土数値情報

(2013年度)

地
域
の
公
共
施
設
等

利

便

性

対
象
物
件

属

性

接道条件

敷地

建物

教育

施設

公共

施設

公共交通

施設

商業

施設

表 4-3　住環境評価指標 （物的環境）
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4.4 空き家 ・ 空き地の特徴

　選定した物件の現地調査により、空き家・空き地・対照物件の属性を把握し、項目別に比較分

析することで、斜面市街地に分布している空き家・空き地の特徴を明らかにする。

4.4.1 調査結果

(1) 建物の属性　

　建物の構造、階数、車庫の有無、建物の種類に関する現地調査を行い、その結果を集計した (図

4-5)。

図 4-5　建物属性別分布
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図 4-6　前面道路の幅員と指定

(2) 接道条件注 4) による建物 ・ 敷地の更新可否

　一般的に斜面市街地は、平地と比べると、道路が少なく、接道条件により建物・敷地の更新が

難しいと認識されている。そのため、現地調査により前面道路の幅員と指定注 5) 状況を把握し、

空き家・空き地・対照物件の比較をした ( 図 4-6)。まず、前面道路は空き家・空き地は対照物

件と比べ、4 ｍ以上の道路が少なく、2 ｍ未満の道路が多い。前面道路の指定は空き家・空き地

は対照物件より 1 項が少なく、特定通路注 6) に面している建物が多い。一方で、道路の指定は空

き家・空き地は特定通路に面している物件が最も多い。また、特定通路の指定により接道条件に

よる更新が不可能な建物は少なく、多くの物件 (265 件、89.5%) が更新可能な状況にある。

(3) 標高

　国土地理院の標高データ中の航空レーザ測量データ注 7) により標高を 20m ごとに分けて集計し

たところ、空き家・空き地だけではなく20m以上40m未満の地域が多く分布し、空き家・空き地(50m)

と対照物件 (46m) の平均値は約 4m の差がある。一方で、標高が高くなるほど空き家・空き地の

分布が少なく、対照物件も標高が低い地域に多く分布する傾向はみられない (図 4-7)。
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0%
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20m未満 20-39.9 40-59.9 60-79.9 80-99.9 100-119.9 120以上

空き家 空き地 対照物件

図 4-7　標高別物件の分布

4.4.2 空き家 ・ 空き地の属性別特徴

　4.4.1 により得られた結果をもとに、斜面市街地の空き家・空き地と周辺環境および空き家・

空き地の属性別特徴を分析することにより、道路などの基盤施設が不足する斜面市街地の周辺環

境が建物・敷地の更新に与える影響と空き家・空き地の属性別特徴を明らかにする。

（1) 分析方法　

　空き家・空き地に影響を与える項目や特徴を把握するため、調査した全物件のデータ (296 件 )

をもとにロジスティック回帰分析を行った。独立変数は、表 2 で選択した住環境評価指標の中

で、建物・式の属性に関する項目を全て選択した。また、空き地の場合、建物の構造や階数など

の比較できない項目があるため、空き地においては調査が不可能な項目を除外し、空き家・空き

地を 1 つのグループにして対照物件との分析①、空き家と対照物件を対象として全項目での分析

②の 2回の分析を行った。接道条件による更新可否は、①前面道路の指定 (１項道路、２項道路、

３項道路、特定通路、指定なし、面してない）②敷地が道路に２ｍ以上の幅で接していること注 8

の 2 つにより判断した。

（2) 分析結果

　分析結果は、表 4-4 のように 2 つの分析も Hosmer と Lemeshow の有意確率が 0.05 より大きく、

正解の割合も 68.8% と 76.1% であり、適合している。分析①の結果をみると ｢ 前面道路の幅員 ｣

の有意確率 <0.05 である。また、分析②では ｢ 前面道路の幅員 ｣、｢ 更新可否 ｣、｢ 車庫の有無 ｣

の３つの項目の有意確率 <0.05 である。以上の 2 つの分析結果から ｢ 前面道路の幅員 ｣ と ｢ 車庫

の有無 ｣ は斜面市街地の空き家・空き地に大きな影響を与えることが明らかになった。なお、｢

建物の更新可否 ｣ に関しては、形態規制により建て替え後の床面積が必要量確保できないなどに

より更新のメリットが無い建物など、複数の要因があると考えられる。
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従属変数 独立変数
Negelkerke

R2乗

Cox-Snell

R2乗

正解の

割合
Exp(B) 有意確率

前面道路幅員 1.578 0.000

更新可否 0.549 0.203

標高 0.998 0.670

定数 0.306 0.001

空き家

空き地
0.241 0.18 68.8%

HosmerとLemeshowの有意確率=0.896

従属変数 独立変数
Negelkerke

R2乗

Cox-Snell

R2乗

正解の

割合
Exp(B) 有意確率

前面道路幅員 1.592 0.000

更新可否 7.742 0.000

車庫有無 10.807 0.000

標高 1.004 0.359

建物種類 3.052 0.050

建物階数 1.109 0.708

建物構造 1.879 0.117

定数 0.107 0.000

空き家 0.508 0.37 76.1%

HosmerとLemeshowの有意確率=0.106

表 4-4 空き家 ・ 空き地と周辺環境の関係

4.4.3 小括

　現地調査の結果をもとに、接道条件、標高などの周辺環境が空き家 ･ 空き地の発生に与える影

響と空き家・空き地の属性別特徴について分析したところ、斜面市街地の物件は木造一戸建が多

いこと、標高の高低は空き家・空き地に大きな影響を与えていないこと、前面道路の幅員と車庫

の有無が大きな影響を与えていることを示した。また、標高が低い地域でも車でのアクセスが不

可能な地域注９) では空き家・空き地が発生しやすいことが明らかになった。また、長崎市役所へ

のヒアリング調査と現地調査からは市斜面市街地の幅員が狭い道路の多くを 2 項道路や特定通路

に指定していることによって、接道条件が建物の更新を阻むことはなく、空き家・空き地の発生

に与える直接の影響は少ないと考えられる。



95

第 4章　歩行消費エネルギーからみた斜面市街地における空き家 ・空き地の発生要因　

4.5 空き家 ・ 空き地とアクセスの利便性

　アクセスの容易性を歩行消費エネルギーにより評価し、その結果をもとにアクセスの容易性が

空き家・空き地に与える影響と歩行距離と標高差などによるアクセスの容易性の変化について分

析する。

4.5.1 調査方法

　歩行消費エネルギーを計算する方法として、酸素摂取量を用いた。また、酸素摂取量を計算す

るため、主に GIS と現地調査により各施設の立地状況、移動ルートやルート間の傾斜と階段の分

布を把握した。その後、各移動ルート間の状況に当たる酸素摂取量の計算方法を用い、消費エネ

ルギーの計算を行った。

4.5.1.1 データの収集と距離の測定

　まず、国土数値情報の GIS データなどにより各施設の位置を把握し、地図上にプロットした。

また、各施設までの移動を歩行による移動とし、地図上の直線距離ではなく実際に居住者の歩行

距離を測定するため、国土地理院が提供する電子国土基本図を用い注 10)、対象物件から施設まで

歩行により移動可能なルートを検索し、その中で最短ルートの距離を測定した。また、誤差を最

小化するため、地図上の道路に沿って距離を測定し、移動ルートに含まれる階段については現地

調査により、階段数及び階段の高さを測定した。なお、階段の高さが 10cm 以下、または、階段

数が 5段以下の階段は、歩行に与える負荷が軽微であることから一般の斜道とみなした。

図 4-9　移動ルートのパターン

図 4-8　酸素摂取量及び消費エネルギー計算式

VO2 (mL/kg/min) = (0.1×S) +3.5

傾斜道 VO2 (mL/kg/min) = (0.1× S )+(1.8 ×S× G)+3.5

階段 VO2 (mL/kg/min) = (0.2×f)+(1.8×H×f)+3.5

傾斜道 VO2 (mL/kg/min) = {(0.1×S)+(1.8×S×G)+3.5 }× 0.5

階段 VO2 (mL/kg/min) = (0.2×f)+(0.33×1.8×H×f)+3.5

2．消費エネルギー

1．酸素摂取量

消費エネルギー(kcal)=酸素摂取量(ml)×0.005 ( *歩行者の体重=60kg ) 

上り区間

下り区間

平地区間

*S=speed(m/分) , G=gradient(%)　ｆ=stepping frequency(step数/分), H=step height(meters) 

*S=80(m/分) , ｆ=35(step数/分), H=0.20(meters) 

平地 階段（上り）階段（下り）斜面（上り） 斜面（下り）
*より明確な測定のため、移動ルートの中で、標高値が大きく変わる地点で区間を分ける。
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市立朝日小学校

市立丸尾中学校

平地区間

斜面区間

階段区間低

低

高

高

Ü

0 25 50 100 150 200
m

図 4-10　移動ルート間の地形 ( 例 : 長崎市大鳥町 )

4.5.1.2 消費エネルギー量の計算

　歩行の際に歩行者が摂取する酸素の量を用いて消費エネルギーを算出する。酸素摂取量注 11) は

歩行者の属性と歩行速度などにより多少変わるが、本研究では、歩行者の属性は同一とした。また、

酸素摂取量の計算式は、American College of Sports Medicine の Metabolic　Equations によ

り発表された式を使用し、Walking、stepping、running などの複数のパターンの計算式のうち、

本研究では Walking と Stepping の式を用い、歩行での移動区間を斜面 ( 上り )、斜面 ( 下り )、

平地、階段 ( 上り )、階段 ( 下り ) の 5 パターンに分け、パターン別に酸素摂取量の計算を行っ

た ( 図 4-8、図 4-9)。また、消費エネルギーを計算する方法は出発地と目的地の 2 地点間の傾斜

度と距離だけで計算する方法①と出発地と目的地の移動ルートの中で、階段がある所や道が変わ

る所など標高差がある地点を把握し、各地点までの消費エネルギー量を合算で計算する方法②が

ある。実際、2 つの方法で計算してみると移動距離が長くなるほど誤差が大きくなり、より誤差

が少ないと判断される方法②を選定した。

4.5.2 歩行消費エネルギーと空き家 ・ 空き地

　アクセスの容易性を評価する手法として歩行消費エネルギーを使用する。歩行消費エネルギー

が斜面市街地の建物・敷地の更新に影響を与えることを明らかにすることが重要であることから、

歩行消費エネルギ量ーと対象物件の関係と、各町の空き家・空き地状況と歩行消費エネルギー量

を比較することにより、消費エネルギーが斜面市街地の建物・敷地の更新に与える影響を明らか
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にする。

4.5.2.1 歩行消費エネルギー量と空き家 ・ 空き地の関係

　対象物件となる建物 296 件から選定した住環境評価指標に含まれている施設までの歩行消費エ

ネルギー量を算出した。全物件 (296 件 ) と全施設 (12 施設 ) 間の消費エネルギー量をもとに、

空き家・空き地と対照物件を従属変数とし、消費エネルギーを独立変数としてロジスティック回

帰分析を行った。斜面地では、歩行の際の消費エネルギーにより評価したアクセスの容易性は、

空き家・空き地に影響を与えていることが明らかになった (表 4-5)。

4.5.2.2 町別空き家 ・ 空き地の分布と消費エネルギー

　対象地として選定した 8 つの町の中で空き家・空き地の件数が多い大鳥町 (55 件 )，立山 4 丁

目 (35 件 ) と空き家・空き地件数が少ない富士見町 (7 件 ) と花園町 (15 件 ) を選定し、各施設

別までの消費エネルギーの平均値を比較することにより、施設別アクセスの利便性が空き家・空

き地に与える影響について分析した。その結果、空き家・空き地の件数が多い 2つの町は、空き家・

空き地件数が少ない 2 つの町より、殆どの施設までの消費エネルギー量が高く、アクセスがよく

ないことがわかる (図 4-11)。

4.5.3 歩行距離と歩行消費エネルギー

　一般的に、傾斜が少ない平地では、歩行距離と消費エネルギー量は比例関係にある。一方で、

斜面地では、移動ルートの傾斜度の変化により消費エネルギーが多少変わると考えられ、斜面地

での歩行距離と消費エネルギー量の関連性を明らかにするため、各施設までの歩行距離と消費エ

ネルギーの平均値をもとに比較分析を行った。その結果、大規模小売店舗と電停など対象物件と

図 4-11　町と施設別歩行消費エネルギーの比較

0.00
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80.00
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200.00
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表 4-5　消費エネルギーと空き家 ・ 空き地

従属変数 独立変数 正解の割合(%) Exp（B） 有意確率

空き家・空き地 消費エネルギー 61.6 0.997 0.007
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公共施設などとの距離が長く、平地に立地している施設は歩行距離と消費エネルギー量が比例関

係にあるという傾向がみられた ( 図 4-12)。一方で、幼稚園やコンビニなどの平地以外にも立地

している施設は、歩行距離と消費エネルギーの比例関係はみられない。また、各施設までの移動

の容易性が空き家・空き地に与える影響を明らかにするため、①独立変数を歩行距離の 1 変数の

みのロジスティック回帰分析と②独立変数を歩行消費エネルギーの 1 変数のみのロジスティック

図 4-12　歩行距離と歩行消費エネルギーの関係
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回帰分析を施設種類別に行った。その結果、独立変数を歩行距離にしてみると中学校、病院、バ

ス停、大型小売店の 4 つが有意確率 <0.05 で空き家・空き地との関連性が高いという結果であっ

た ( 表 4-6)。一方、歩行消費エネルギー量を独立変数にすると、小学校、病院、バス停、コン

ビニなどの関連性が高く、全体的に歩行距離を独立変数にした結果より正解確率が高いことから

分析結果の信頼度が高いと考えられる ( 表 4-7)。以上の結果から、斜面地では移動ルートの傾

斜度により消費エネルギー量が大きく変わり、歩行距離より消費エネルギーが空き家・空き地に

与える影響の大きいことが明らかになった。

表 4-6　空き家 ・ 空き地と施設別歩行距離

分類
従属

変数

独立

変数

Nagelkerke

R2乗

Cox-Snell

R2乗

Hosmer-

Lemeshow

正解

確率(％)
Exp（B）

有意

確率

幼稚園 0.10 0.24 0.00 46.4 1.000 0.509

小学校 0.21 0.35 0.86 53.6 0.999 0.157

中学校 0.26 0.39 0.08 64.4 1.002 0.000

高校 0.02 0.03 0.00 53.2 1.000 0.446

銀行 0.01 0.01 0.00 45.4 1.001 0.097

郵便局 0.00 0.00 0.13 51.5 1.000 0.873

福祉施設 0.04 0.05 0.28 47.5 1.000 0.310

病院 0.18 0.29 0.76 59.0 0.998 0.002

バス停 0.36 0.44 0.56 59.3 0.997 0.000

電停 0.09 0.15 0.03 53.9 1.000 0.394

大型小売店 0.02 0.02 0.25 59.7 0.999 0.012

コンビニ 0.19 0.36 0.17 48.5 1.000 0.482

空き家

空き地

歩行

距離

（m）

表 4-7　空き家 ・ 空き地と施設別歩行消費エネルギー量

分類
従属

変数

独立

変数

Nagelkerke

R2乗

Cox-Snell

R2乗

Hosmer-

Lemeshow

正解

確率(％)
Exp（B）

有意

確率

幼稚園 0.12 0.29 0.07 51.5 1.008 0.961

小学校 0.26 0.39 0.05 61.0 0.980 0.000

中学校 0.33 0.38 0.11 67.6 1.014 0.001

高校 0.00 0.00 0.00 46.8 0.999 0.753

銀行 0.00 0.00 0.00 51.5 1.000 0.317

郵便局 0.14 0.36 0.27 63.9 0.987 0.043

福祉施設 0.21 0.31 0.31 57.6 0.984 0.003

病院 0.29 0.31 0.10 62.7 0.978 0.000

バス停 0.42 0.56 0.06 63.1 0.968 0.000

電停 0.04 0.06 0.00 51.2 0.997 0.260

大型小売店 0.02 0.02 0.06 48.8 0.998 0.491

コンビニ 0.19 0.36 0.17 71.9 1.061 0.000

空き家

空き地

消費

エネルギー

（kcal）
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4.5.4 標高と歩行消費エネルギー

　一般的に、標高が高い地域に住宅が多く分布している斜面地では、平地と比べ各種施設が少な

く、多くの施設が平地に立地しており、標高が高い地域ではアクセスの容易性が良くないと認識

しやすい。そのため、標高とアクセスの容易性の関係を明らかにするため、標高と消費エネルギー

の相関分析を行った ( 図 4-13)。その結果、相関係数を比較していると一般的に平地に立地し、

施設の数が少なく全体的に平均歩行距離が長い電停 (69.1%) や大規模小売店舗 (77.8%) は相関係

数が高い。一方で、バス停 (10.1%) やコンビニ (32.1%) など平地以外でも立地している施設は相

関係数が高くない。以上の結果から、標高の高い地域であることは、アクセスの容易性を悪くし

ているとは限らない。

図 4-13　標高と歩行消費エネルギーの関係
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4.6 斜面市街地の再生に向けた提案

　居住地として斜面市街地が持続するための整備・対策として、以下を提案する。

 (1) 空き家・空き地の活用 (一般的な斜面市街地に向けた提案 )

　斜面市街地の空き家・空き地は集中して分布しており、廃校した小学校などの跡地の放置

は周辺の居住環境を悪化させることを明らかにした。これは、長崎市の斜面市街地だけでは

なく、尾道市などの他の斜面市街地でも起きている問題である。空き家・空き地の管理も重

要であるが、空き家・空き地及び跡地を活用し、地域の拠点として利用することが考えられる。

空き家・空き地の活用は、斜面市街地以外の地域でも注目されているが、様々な環境が異な

る斜面市街地のメリットを生かし、デメリットをカバーできる施設や支援が必要である。例

えば、①空き家・空き地による共同住宅化を図り、若年層の斜面市街地への住み替えを支援

する、②空き家・空き地を文化活動や貸し農園など有効に活用する。実際に、韓国の釜山で

も、斜面市街地の空き家・空き地を文化活動や貸し農園として活用した事例がみられる。また、

老朽化した空き家を市の予算により改修し、大学生などへ低廉な家賃で貸すことで、斜面市

街地の人口増加に寄与する事例もみられる。

 (2) 地形的な要因を考慮した対策 (一般的な斜面市街地に向けた提案）

　一般的に斜面市街地は、地形的な要因から、主な移動手段が歩行であり、歩行によるアク

セスの容易は住環境を形成する重要な要因の1つであることを明らかにした。このことから、

斜面市街地では、各施設の立地位置による消費エネルギーの変化がアクセスの容易性に与え

る影響を想定し、空き家・空き地の解消策を提案する必要がある。例えば、歩行消費エネルギー

を用いた衰退エリアを予想することにより、他地域への住み替えを支援することが考えられ

る。

 (3) 居住者のニーズが高い取り組み・事業の支援 (長崎市の斜面市街地に向けた提案 )

　長崎市の斜面市街地の居住持続の向上に向けた取り組み・事業は、居住者の生活を直接支

えていることから、居住者のニーズが高い取り組み・事業の支援が必要である。特に、本研

究で明らかになった移動販売や宅配サービスなどは、居住者のニーズが高いことから、民間

が行う取り組み・事業を行政が制度面や財政面から支援することにより、広域的に発展させ

る必要がある。例えば、空き家・空き地などを利用し、地域内に移動販売や宅配サービスの

拠点を作り、ヒアリングにより明らかになった販売場所の問題を解決し、地域のコミュニティ

場としての利用することが考えられる。
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4.7 おわりに

　本研究は、斜面市街地における空き家・空き地の発生要因を明らかにすることを目的とし、平

坦地の少ない長崎市の中でも、居住地としての積極的な活用が期待される斜面市街地を対象とし

て、周辺の物的環境とアクセスの容易性という２つの観点から評価・分析を行った。特に、アク

セスの容易性に関しては、斜面市街地の地形的な特徴を考慮し、歩行距離に加え、歩行消費エネ

ルギーに注目することで、空き家・空き地の発生との関係性について、定量的に評価・分析し、

以下のことが明らかにした。

　(1) 一般的に、道路が少ない斜面市街地では、接道義務規定により建物・敷地の更新が難しいが、

長崎市では特定通路などの指定により殆どの建物・敷地が更新可能な状況であり、接道義務規定

による建物・敷地の更新可否の空き家・空き地に与える影響は少ない。一方で、車庫や前面道路

幅員などの車でのアクセスと関連性が高い項目は、空き家・空き地に与える影響が大きいことを

示した。

　(2) 徒歩圏、駅勢圏などの設定や住環境の評価において距離は重要な尺度であることから、歩

行距離に加えて、歩行消費エネルギーによってアクセスの容易性を表現し、空き家・空き地と消

費エネルギーの関係を定量的に示した。　

　(3) 主な移動手段が歩行である斜面市街地の居住者には歩行によるアクセスが非常に重要であ

り、歩行消費エネルギーを用いて評価したアクセスの容易性は、空き家・空き地の発生に影響を

与えている。また、幼稚園や小学校などの教育施設や公共交通施設へのアクセスの容易な地域で

は、空き家・空き地が少ないことを示した。

　(4) 居住地として斜面市街地が持続するための整備対策として、空き家・空き地の地域拠点等

としての活用、歩行消費エネルギーによる予測に基づく地形的な要因を考慮した住み替え支援、

移動販売や宅配サービスなどの居住者のニーズが高い取り組み・事業の支援などを提示した。
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注釈　

注 1) 金 ドン均 , 有馬隆文 : 斜面市街地の実態からみた居住地としていの持続可能性に関する研

究 ,九州大学人間環境学研究院紀要 (25),pp.17-24, 2014.01, アンケート調査結果による。

注 2) 長崎市国勢調査 (H12 年 -H22 年 ) による。

注3)2013年11月23日－25日、2014年1月14日－1月16日、調査員6人、調査件数3,657件であっ

た。

注 4) 建築基準法第 43 条の規定により建築物のが道路に 2 ｍ ( ないし 3 ｍ ) 以上接しなければな

らないとする義務を示す。

注 5) 長崎市の指定道路図により調査した。

注 6) 建築基準法第 43 条第 1項ただし書きを適用する道を示す。

注 7) 国土地理院の標高値は測量方法により航空レーザ測量、写真測量、1/2.5 万地形図等高線

の 3つがあり、その中で標高精度 (標準偏差 0.3m 以内 )が高いデータを用いた。

注 8) 敷地が前面道路に 2 ｍ以上の幅で接していることは、敷地の範囲など明確な情報を得るこ

とが難しく、現地調査を行い調査員の目視により判断した。

注 9)「標高が平均以下」かつ「車でのアクセス不可能な物件」数は 64 件であり、本研究では車

両の進入可能な最小の道路幅員を 2.7 ｍと指定し、前面道路の幅員が 2.7m 以下の物件は車での

アクセスが不可能と判断した。

注 10) 電子国土基本図とは、道路、建物などの電子地図上の位置の基準である項目 ( 基盤地図情

報の取得項目と、植生、崖、岩、構造物などの土地の状況を表す項目とを一つにまとめたデータ

である。電子国土基本図は、縮尺レベル 25,000 の精度に限定することなく、より精度の高いも

のを含んだ我が国全域を覆うベクトル形式の基盤データであり、これまでの 2 万 5 千分 1 地形図

に替わる新たな基本図と位置づけられるものであり、距離計測機能は Leaflet の機能を利用して

いる。地図の精度としては 1/2,500 の場合、平面位置で 2.5m 以内の誤差があり、1/25,000 の場合、

平面位置で 17.5 ｍ以内の誤差がある。

注 11) 体がどれだけの酸素を摂り入れているかを表した量を示す。
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第 5章　結論

5.1 総括

　本研究では斜面市街地の再生に向けた提言を行うことを目的として、長崎市の斜面市街地を対

象として、斜面市街地の実態を把握するとともに、持続可能な居住地としての課題を明らかにし、

斜面市街地の持続可能性に向けた整備方針を示した。

　まず、長崎市の斜面市街地を対象として、斜面市街地の物的環境が建物・敷地の更新に与える

影響を分析し、斜面地居住の持続に向けた取り組みに関する調査を通して、斜面市街地の実態や

課題を示すとともに、斜面市街地に対する居住者の意識を把握することで、居住地として斜面市

街地の課題を明らかにした (2 章）。そして、斜面市街地における様々な事業・取り組みの実態を

網羅的に把握し、その目的別に整理、考察を行うことにより、取り組みの組織のあり方や総合的

な居住地としての持続可能性の観点から、各事業・取り組みの特徴と課題を明らかにした (3 章）。

また、地形的な要因から様々な生活の不便をきたし、空き家・空き地問題が増加している斜面市

街地を対象とし、斜面市街地における空き家・空き地の発生要因、空き家・空き地に影響を及ぼ

す住環境要因を明らかにするとともに、歩行消費エネルギーという概念を利用して、歩行消費エ

ネルギーが空き家・空き地の発生とどのように関係しているのかを定量的に明らかにした (4 章）。

最後に総括として各章で得られた知見を以下にまとめる。

 

　第 2 章では、斜面市街地の特徴と建築物・敷地の更新に与える影響を明らかにすることを目的

として、斜面都市としての長崎市を取り上げ、現地調査に基づき、斜面市街地の実態を把握した

上で、居住者へのアンケートを実施し、周辺の道路や小学校などの物的な環境が建物・敷地の更

新及び分布に与える影響と、居住者の意識および今後の意向に関して、以下のことを明らかにし

た。

 (1) 斜面市街地の建築物は殆どが木造であり、空き家・空き地は集中して分布しており、殆ど

の物件が老朽化しており、管理できずに放置されている物件が多い。空き家・空き地は集中して

いる傾向がみられることから、管理できずに放置されている空き家・空き地は周辺に雑草やゴミ

が増加するなどの住環境に対する悪影響を与え、空き家・空き地を増加させる可能性が高い。

 (2) 斜面地の建物・敷地周辺の物的環境は建物・敷地の更新に影響を与えている。特に、車両

の進入可能な道路の有無は大きな影響を与えている。

 (3) 長崎市の斜面市街地では、4m 未満の道路でも 2 項道路、3 項道路または特定道路に指定し

ており、建築基準法の接道義務を果たせるようにしていることから、敷地の接道義務は建物・敷

地の更新に殆ど影響しない。

 (4) 小学校の廃校とその跡地の放置は、人口減少と空き家・空き地に大きな影響を与えること

を明らかにした。

 (5) 斜面市街地の居住者の多くは、今後も住み続けたいと思っており、駐車場の不足に最も不
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便を感じている。また、新・増築された物件の居住者は、旧来の物件に住む居住者より年齢が低

く、本人または家族の「就職・転業のため ｣、「低廉な地価」が若年層の転入と新・増築の発生

に影響を与えている。また、殆どの居住者が居住の継続を希望していることから、生活施設の不足、

工事費の高騰などの課題を解決することが、居住地としての持続性向上にとって重要である。

　

　第 3 章では、持続可能な居住地としての斜面市街地の形成を目指す取り組みの特徴と課題を明

らかにすることを目的として、長崎市の斜面市街地における自治組織や NPO によって展開してい

る事業・取り組みを対象として、その実態を把握し、考察することにより、以下のことを明らか

にした。

 (1) 長崎市では、斜面市街地の再生に向けた様々な取り組み・事業が行われており、①建物・敷

地更新、②移動・交通支援、③生活支援・事故防止に分類できる。

 (2) 多くの地方自治体で行われている市民と行政との協働によるまちづくりが長崎市において

も積極的になされ、一定の成果をあげてはいるが、高齢者に焦点を当てた取り組みや事業が多く、

斜面市街地の人口は減少傾向にあることから、取り組みや事業の維持も難しい状況である。いず

れも現状を維持するため取り組み・事業であり、斜面市街地が抱えている人口減少や空き家・空

き地の増加、高齢化などの問題を解決することに大きく寄与してはおらず、斜面市街地が置かれ

た現状を打破し，持続可能性をより高めているとは言い難い。また、移動販売や宅配サービスな

ど居住者のニーズが高く、年齢層に関係なく誰でも利用できる取り組み・事業は、販売場所や利

益などの課題があり、広域に広がることができなく、取り組み・事業の持続が難しい状況である。

 (3) 斜面市街地を居住地として持続可能にするためには、行政が設けた制度を多くの住民が受

けいれられるように、情報発信、公報が必要であり、民間が行う取り組み・事業の中でも、居住

者のニーズが高いものを行政が支援することが求められる。

　　

　第 4 章では、斜面市街地における空き家・空き地の発生要因を明らかにすることを目的とし、

平坦地の少ない長崎市の中でも、居住地としての積極的な活用が期待される斜面市街地を対象と

して、周辺の物的環境とアクセスの容易性という２つ観点から評価・分析を行った。特に、アク

セスの容易性に関しては、斜面市街地の地形的な特徴を考慮し、歩行距離に加え、歩行消費エネ

ルギーに注目することで、空き家・空き地の発生との関係性について、定量的に評価・分析し、

以下のことを明らかにした。

 (1) 一般的に、道路が少ない斜面市街地では、接道義務規定により建物・敷地の更新が難しいが、

長崎市では特定通路などの指定により殆どの建物・敷地が更新可能な状況であり、接道義務規定

による建物・敷地の更新可否の空き家・空き地に与える影響は少ない。一方で、車庫や前面道路

幅員などの車でのアクセスと関連性が高い項目は、空き家・空き地に与える影響が大きいことを

示した。

 (2) 徒歩圏、駅勢圏などの設定や住環境の評価において距離は重要な尺度であることから、歩
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行距離に加えて、歩行消費エネルギーによってアクセスの容易性を表現し、空き家・空き地と消

費エネルギーの関係を定量的に示した。　

 (3) 主な移動手段が歩行である斜面市街地の居住者には歩行によるアクセスが非常に重要であ

り、歩行消費エネルギーを用いて評価したアクセスの容易性は、空き家・空き地の発生に影響を

与えている。また、幼稚園や小学校などの教育施設や公共交通施設へのアクセスの容易な地域で

は、空き家・空き地が少ないことを示した。

 (4) 居住地として斜面市街地が持続するための整備対策として、空き家・空き地の地域拠点等

としての活用、歩行消費エネルギーによる予測に基づく地形的な要因を考慮した住み替え支援、

移動販売や宅配サービスなどの居住者のニーズが高い取り組み・事業の支援などを提示した。

　

 本研究は、斜面市街地の日常における居住環境の改善を目的としたものであり、自然災害対応

やリスク管理を対象にしてはいない。しかし、2011 年の東北大震災、2014 年の広島豪雨災害、

2016 年の熊本地震などの経験から、自然災害への対応、対策が求められるようになっている。し

たがって、災害を考慮した環境改善に関する研究は、本論とは別に、今後、十分に議論されるべ

きテーマである。
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斜面市街地の実態からみた居住地としての持続可能性に関する研究

一長崎市の斜面地を対象として一

Discovery of Sustainability in Sloping Lands as Residential District 

一一 CaseStudy on Nagasaki City’s Sloping Urban Area -

金ドン均＊，有馬隆文＊＊

Donggyun KIM and Takafumi ARIMA 

Recently in Japan, regional hub cities wi出 manyslopes have various urban problems such as depopulation and increase of 

vacant houses. This paper, taking Nagasakiぉ arepreserr白tiveof such cities, analyzed the actual situation of residents and the 

physical environment which influences relocation of residence by GIS. Also, a questionnaire survey was conducted in order to 

analyze血eresidents' opinion. As the result, the existence of roads for c訂sinfluences to the current condition of residences and 

their relocation.百ieanalysis also revealed that various private and public projects to improve the residential environment have 

been implemented in Nagasaki, and the residents have certain amount of satisfaction about living on sloping lands in the points 

of rich landscape and cozy community. All in all, it is implied that sloping lands have sus旬inabilityas a residential紅白．

Keywords: Slope City, Physical Environment, Resident Awareness, Effort 

斜面市街地，物的環境，住宅更新，居住者意識，取り組み

1.はじめに 退させずに持続させるととは急務であると考え，斜面

1. 1研究の背景 市街地の居住実態や住環境の課題を把握し，斜面市街

日本に形成されている多くの斜面市街地は本格的な車 地が持つメリットを活かした適切な対策の確立が必要で

社会の浸透以前に無秩序に広がり，道路などの基盤施設 ある．

の整備が十分にできなかった． また，平坦地と比べ高 1. 2研究の目的

い工事費，接道条件などにより，建物や敷地の更新な 本研究では，長崎市の斜面市街地を対象として，斜面

どが難しいため，建築物の老朽化が進行しおり，都心 市街地の物的環境が建物・敷地の更新に与える影響を分

部や平坦地への人口の流出や高齢化に伴って空き家や空 析し，斜面地居住の持続に向けた取り組みに関する調

き地の増加が進んでいる．また，転出先から生まれ故 査を通して，斜面市街地の実態や課題を浮き彫りにし，

郷に戻る Uターンの割合が高まっているが，斜面市街 居住地としての持続可能性を明らかにすることを目的と

地より郊外の平坦地への移住が多いという現状がある． する． 尚，本論の持続可能性とは「これまで斜面市街

その一方で，斜面市街地は平地と比べて大規模開発が 地に形成されてきた住宅地を継続的に持続させる要件と

少ないことから地域の歴史を残しており，ダイナミッ 物理的環境を明らかにするとともに， これらの現況を

クな景観とヒューマスケールな町の構造， さらには濃 把握することによって，明らかとなる住宅地存続の可

密なコミュニティを有する魅力的な地域であるといえ 能性Jを示す．

る．また，斜面地では大きな敷地の確保が難しいため，

商業・業務系施設は斜面地の麓の平坦地に集中し，都 2.長崎市斜面市街地の現状と対象地の選定

市全体としてメリハリのある土地利用が形成されるとと 2. 1長崎市の斜面市街地の現状

もに，斜面地では道路や駐車場の整備が十分に行えな 長崎市では，標高20m以上かつ勾配5度以上（図 1)

いことから， 自家用車所有の割合が低く，徒歩や公共 の地域を斜面地と指定しており，市街地面積（3900ha)

交通利用の割合が高く，環境にやさしい地域であると の70覧以上が斜面地になっている．そのため，平坦地

いえる． が非常に少なく，その少ない平坦地も事業所や商業施

以上のように，魅力ある特徴を有する斜面市街地を衰 設など生産性の高い用途で占められ，高度成長時代に

＊都市共生デザイン専攻博士過程 斜面地が居住の場として求められたことにより，現在

林都市・建築学部門 の斜面市街地が形成された．
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2.2対象地の選定

長崎市は他の都市より，斜面地の面積が非常に広く，

早くから斜面市街地の再生のため公共の地区施設整備と

民間の共同建替え事業など様々な取り組みを行ってきた

歴史があり， 日本の斜面都市の中でも種々の先進事例

を有することから，本研究で対象とした．

対象地は長崎市の全斜面地の中で，人口密度が平均

以上の地域を抽出し， 国勢調査のデータ（Hl2年一 H22

年）を用いて，年平均人口増加率 1）と年平均世帯数増

加率を算出し，①人口増加率が最も高い立山4丁目（約

2. 12見），②人口減少率が最も高い東山町（約－4.16覧），

③世帯数の増加率が最も高い坂本3丁目（約3.24覧），

④世帯数の減少率が最も高い東山手町（約一4.03同）の4

地域とした（図2).

3.対象地の現状

長崎市の統計データを用いて対象地の人口や世帯数の

変化を把握するとともに，対象地の建物・敷地の更新

状況に関する現地調査 3）を行った．

3. 1人口及び世帯数

国勢調査（Hl2年－ H22年）を基に対象地の人口変化及

び対象地の世帯数変化を図4と図5に示す．立山4丁目

はH17年から人口や世帯数が増加しており，坂本3丁

目はH17年から人口と世帯数が減少傾向にあった． ま

た， 東山町と東山手町は毎年人口と世帯数の減少が急

速に進んだ．年平均人口増加率が最も高い立山4丁目

は建築確認申請時提出の建築概要書 4）によると，立山
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4丁目はH15年度から H25年度まで新築の物件の2件し

かなく，その中の l件はH19年度に建てられた大きな

マンションであり，図2のようにHl9年から人口や世

帯数が増加している．そのため，立山4丁目の人口増

加は対象地内に建てられた大きなマンションの影響が大

きいと考えられる．

3.2建物・敷地の更新

現地調査の結果を元に，住宅・敷地の更新状況を表1

にまとめ，立山4丁目を例として図6に示す．全対象

地の建物は78拡が木造で最も多く，病院や学校など公共

施設以外ば殆どが木造であることや空き家よりも空き地

が多い． また，人口や世帯数の増加している地域でさ

え，空き家と空き地が分布し， これらの地域では人口

や世帯数が減少している地域よりも新築と建替え， リ

フォームの件数が多い．

3.3道路の分布と指定

現地調査によると，全対象地に共通する点として，対

象地内は多くの道路が分布している．一方で，多くの

道路が階段とスロープであり，車両の進入が可能な道

路は少ない． また，長崎市所有の GISデータ 2）から対

・象地の道路指定現状を把握した結果， 図7のように多

くの道路が2項・ 3項・特定道路に指定されていること

がわかった．尚，道路は以下のように指定されている．

1項道路：建築基準法第42条第1項3号の規定により，

250 

200 

150 

100 

50 

i三塁ない
図7道路指定現状

。 戸市－一一一 一一寸~ー一一
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国建替え可癒建替え不可

図8道路の指定と建物・敷地更新可否

建築基準法上の道路とみなされる道（幅員組以上の道

を指す．）

2項道路（3項）：建築基準法第42条第2項，3項の規定

により，建築基準法上の道路とみなされる道（幅員4

m未満の道路であり，建築基準法施行前から使われてい

た既存道路で，長崎市が道路として指定した道を指す．

尚， 2項と 3項道路の違いは，道路中心線からの後退距
離の違い）

特定道路：長崎市では建築基準法第43条ただし書きの

規定に基づいて指定する道（建築基準法第42条に規定

する道路に面してない敷地で、あっても，敷地の周囲の

状況及び建築物の条件により，建築を許可できる場合

があり，この許可を与えられた道を指す）

4.周辺環境と住宅の更新

住宅周辺の物的環境が住宅更新に与える影響を把握す

るため，住民と長崎市役所へのヒアリング調査から道

路，商業施設，小学校の近接性が重要という意見を得

られた．また，現地調査からは，空き家・空き地は集

塊的に分布している傾向がみられたため， これらの物

的環境が建物・敷地の更新に与える影響を分析した．

立山4丁呂 坂本3丁目 東山手町 東山町

磁全空き家－~き地 園建替え不可の空き家・空き地

図10建替え不可能な建物・敷地の更新
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4. 1道路

4. 1. 1道路の指定
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や敷地の更新が難しいと思われる． しかし，長崎市で
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図13車道と建物・敷地の更新

は斜面市街地である多くの道路（4m未満）を2項・ 3項

又は特定道路に指定され，4m未満の道路に面している建

物・敷地でも更新が可能な地域が多い． そのため，表

2が示す通り建築基準法の接道条件が原因で新築や建替

えが不可能な地域は少ない． このことは坂本3丁目の

対象地内の道路指定の現状（図的を例に挙げてみても

明らかである．一方で，図 10で示すように接道条件に

より，建て替えが不可能な空き家、・空き地の割合は少

ないことから、接道条件による新築や建替えの可否が空

き家・空き地の増加に与える影響は少ない．

4. 1. 2車両の進入可否

現地調査によると対象地内には車が通れる道路が非常

に少ない．一方，図 11のように車が通れる道路の周辺

では新築・建替えの物件が分布しており，現在道路の

整備が行われている地域では新築物件が多く見られた．

また， 図 12と図 13のように空き家・空き地は車が通

行できない地域に多く分布していた．以上のことから

車両進入の可能な道路の有無は建物と敷地の更新に影響

を与えていることが分かつた．

一方，車両進入可能な道路の有無は生活の利便性に大

きく関わる上，斜面市街地の地形的特性により高くな

る工事費にも影響を与えているといえる．実際，長崎

100 

80 

60 

40 

20 

0 

圃2002年欝2007年鴎2012年

図－1415歳未満の人口変化

東山町

建物現状

仁コ居住
．．空き家

盟盟空き地
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メートノレ

図15廃校小学校周辺の空き家
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市役所と居住者へのヒアリングによると，車両の進入

が難しい地域では，新築や解体などの際に発生する高

い工事費により，住宅の老朽化が進行し維持管理が困難

となり，老朽化した建物や土地を市へ寄付するケース

が増加している．

4.2小学校

斜面地では人口減少により，小学校の統廃合が行われ

ている地域が多い．東山手町と東山町は大浦北小学校

の廃校により，小学校へのアクセスが非常に不便な状

況である．図 14をみると，東山手町と東山町に比べ，

小学校が近接している坂本3丁目と立山4丁目では『0

アミュプラ
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図16 隣接空き家・空き地の分布
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図17空き家・空き地の密集

-15歳人口』が非常に多い．また，東山町では大浦北

小学校が廃校された2007年から『0-15歳人口』が急

速に減少しており， 図15のように大浦北小学校周辺に

は空き家と空き地の分布が多い． また，居住者へのヒ

アリングにより，坂本3丁目では坂本小学校周辺に，

若い世代の家族が増加している．

4.3商業施設

対象地の中では商業施設が殆どなく，長崎市では多く

の商業施設が平坦地に位置している．そこで長崎市の

大型小売店総覧のデータから対象地周辺の大型小売店を

調べ，対象地の中心部からのルートや所要時間を調べ

た結果，各対象地から徒歩や公共交通により 20分程度

でアクセス可能な施設が多いことが明らかになった（表

3）.そのため，斜面地では商業施設が住宅・敷地の更新

及び人口増減に与える影響は少ないと考えられる．

4.4空き家・空き地の密集

現地調査から，現在斜面市街地にある空き家・空き地

は殆どが管理されずに放置されている状況であり，放

置されている空き家・空き地は町全体の景観のレベルを

低下させ，周辺の住宅に草やゴミの放置など様々な悪

影響を与えていた． また，これらの放置されている空

き家からの出火が原因で，周辺住宅を延焼する事件が

増加していることがわかった．以上のことから，図 16,

図17のように放置されている空き家・空き地は隣接し

ている傾向がみられており，他の空き家・空き地を生

み出す可能性が高いと考えられる．

図18 斜面地の良さ 図19 斜面地の不便さ
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4.5小括

斜面市街地では地形的な特徴により，物的環境が建

物・敷地の更新に大きな影響を与えていることが明らか

になった．特に，車両の進入可能な道路は大きな影響

る可能性が高いと考えられる．また， アンケート調査

では『市への寄付』が2指しかないが，市役所へのヒア

リングによると建物や土地の寄付の希望が増加している

ことから，今後空き家及び空き地はさらに増加すると

を与えている．一方，接道条件により建物・敷地の更 予想できる．

新が難しいため，長崎市では道路の指定により建物・ 5.3小括

敷地の更新が可能な状況である． しかし，建替えや新 アンケート調査の結果，回答者は高齢者の割合が 66話

築が進んでないことは学校への不便なアクセス，周辺 で高く，高齢者は『上下移動』に不便さを感じている．

に放置されている空き家・空き地，更新に掛かる高い 一方、『生活道路』や『公共交通施設』の不足に関して

工事費などの影響もあることがわかった． 日 は不便さを感じている人が少なく，特に高齢者と比べ

若い世代において住み続けたいと思う人が多い．

5.居住者の意識と今後の意向 一方で，経済的な理由から建替えや改修の希望者は少

斜面市街地居住者の意識や今後の意向を把握するた なかったが，その経済的な理由の中には4.1. 2で述べた

め，アンケート調査を行い，その結果を図 18－図 21に 斜面市街地での高い工事費の影響も大きいと考えられ

示す． 尚，アンケートは訪問調査により. 100部の回 る．また，接道条件は殆ど影響してないことが明らか

答を得た． になった．

5. 1斜面地に対する意識

回答者の年齢は60歳以上の高齢者が66見で最も多く，

世帯の構成は『夫婦のみ』が 34覧と『子供と同居してい

6.居住の持続に向けた取り組み

長崎市斜面市街地で行われている居住者の生活を支え

る2世帯』が 35覧で多い．また，住み始めのきっかけ るための様々な取り組みの実態と課題を把握するため，

としては『実家だから』が24%で最も高く，他地域か インターネット 5）や文献により予備調査を行い，現在

ら転入した場合，転入した理由は『低廉な地価』が 19覧 長崎市の斜面市街地で行われている取り組みを調べた上

で最も高い．居住者が感じる斜面地の良さは『景観』 で，長崎市役所と運営者などの各取り組みの主体。への

が33見で最も高く，『近隣とのコミュニティ』が 15覧で

ある（図 18). また，斜面地での不便さは年齢に関係

ヒアリング調査により取り組みの現状を把握し，それ

らをに大きく①住宅や敷地の更新，②斜面地での移動，

なく，『坂の上下移動』が 36覧で最も高く，『防災的な ③買い物のサポートの3つに分類した． また，ヒアリ

t 不安感』は 11%である．一方，『道路の不足』や『公 ング調査の結果をまとめ，運営や維持にかかる課題を

共交通施設不足』に対しては不便さを感じる人が少な 把握した．

い．（図 19) 6. 1建物・敷地の更新

5.2今後の意向 現在，長崎市では斜面地での老朽化住宅や管理が難し

5. 2. 1建替え及び改修

建替え及び改修の希望は年齢と関係なく，『なし』が

い空き家などの整備のため，行政の取り組みとして空

き家・空き地の市への寄付制度や老朽危険空き家除却費

74弘で多い．その理由としては『現状に満足しているか 補助金制度などが行われている（表3).

ら』が 35拡で最も高く，『経済的な理由』が 33弘である． 1）老朽危険空き家対策事業

その一方で，『接道条件により建替えが難しい』は同 この事業は長崎市が行っている事業で地域の防災や防

で殆ど無い． 表3建物・敷地更新に向けた取り組み

5.2.2居住の持続意向

今後も住み続けたい左思うかという質問に対しては，

『住み続けたい』が 69%であり，『住み続けたくない』

は30%である．また，年齢別分けてみると，高齢者以

外が高齢者より現状に満足しているため『住み続けたい』

と思う人の割合が高い．（図 21)

冒VIJiiヨZ配当え

老朽危険空き家

対策事業

老朽危険空曹家

除却賢補助金

共同建替え

コミュニティ住宅

道路の指定

ま思＆’E 帽園田園

長崎市 長碕市全体

長崎市 長崎市全体

長崎市
曙町、江の浦町、平戸小屋

町、穏佐悔の一部

種目町、館内町、申新町、十人
長崎市 町の全面L健町、梅醤崎町の一節

立平町町一苗L本尾町時一部

長崎市

5.2.3住宅の所有権 表4移動支援の取り組み
持ち家に居住している回答者の中で，，今後の住宅の所

有権に関しては，『相続』が 36覧で最も高く，そのう

ちの67誌の世帯の構成が『子供と同居している 2世帯』

で最も多い．世帯構成が『夫婦のみ』や『一人暮らし』

の場合，『まだ、考えてない』が多く，今後空き家にな

斜行エレベー

与一

小型りフト

乗り合い?lfシー

片道定期券

移送支援サービス
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長崎市
E帽ヱ町、上回町の全額民び出雲1

1丁ll目上向、出の量一郎2丁目‘白書3丁目、

長縄市 立山町、天神町、水の浦町

長嶋市
曜町、江の浦町、平戸小屋

旬、穏佐町の『膏

長崎市 l長崎市

長崎市 畏崎市斜面市街地の居住者

t=llK'l•Pil重量E

管理や虹県1£腐っている所有者から土地や建物を寄付してもらい、

管理及び盤備する制度

割引じゃ危険な空音家往宅の除却を行う方仏その除却費か却を

織助する制度

複数の地権者が土地・建物を共同で利用して建嘗事業を行うやり方

老朽住宅の建替えや、生活道路の艶備などを進めるために、建霞す

る共同住宅

接道条件により、建物や敷地の吏訴が鑑しい地援で‘建物や敷地の

更新ができるように3項道路や特定道路などの指定する〆

~~·園田

石橋竃停からグラバー圃｜日三菱第21'・1クハウス槻第Zゲートまで

を結ぶ鮒守ヱレベ－~ーと垂直ヱレベ－?rーの道縄

主として高働者を中心とした交通弱者が斜面道路を安全かつ決遜1£

移動できる機器

バスの薫入れが圏難な地区と量寄りの交通拠点を結び、路線パス者

舗完する交通手段

お客機の指定する区簡を期間内に何度も費量れる乗車勢

一人で出かけるのが図鑑な方の外出のお手伝いをするサービス



犯などのために空き家を解体し，公共空間を確保する 型リフトは利用者が限られており，一部地域ではその

事業である．長崎市の既成市街地において，所有者が 利用者も少ないのが現状である． しかし，斜面地が居

土地及び建物を長崎市に寄付又は無償譲渡し，解体後は 住地として持続するためには，若い世代の流入に向け

公園などに整備され， 日常の維持管理を地元の住民が た取り組みが必要である．

行う．市役所へのヒアリング調査の結果によると建物や 6.3買い物のサポート

敷地の寄付理由の中には①不動産としての価値が低い， 斜面市街地では商業施設が殆どなく，買い物などが難

②管理ができない，③税金の問題が多かった． またー しい状況である．そのため，長崎市では民間や個人に

方で，長崎市では寄付希望者が毎年増加しており，そ より配達サーピスや移動販売システムなどのサービスが

の管理や整備にかかる財政的な問題が起きていることが 行われ，居住者の生活利便性を高め，斜面市街地の居

明らかとなった．そのためi財政負担を低減するため 住者の生活を支えていることが移動販売者と利用者への

の寄付物件の新たな用途や整備手法を考える必要があ

る．

2）老朽危険空き家除却費補助金

平成23年度から行われでいる制度で，老朽危険空き

家の解体費用を最大50万円を補助することで，安心・

ヒアリング調査で明らかとなった．しかし，それらの

販売場所は暫定的に個人所有の駐車場を間借りしていた

り、時間が決まっていなかったり、特定の地域だけに限

られていたりしていた． そのため今後，移動販売など

民間企業や個人による斜面地居住者向けのサービスが広

安全な住環境づくりを促進する目的がある．しかしこの 範囲で展開できるようにするために，行政が場所の提

制度には建物の除却後，新たな建物を建てない場合， 供などの支援することで持続可能な斜面地居住へ向けた

除却以前より土地にかかる税金が上がるという問題があ

る．そのため今後は制度の改善により根本的な問題の解

決が必要で、ある．

6.2斜面地での移動支援

取り組みの 1つになると考えられる．

7.まとめ

本研究では，長崎市斜面市街地を対象として斜面市街

長崎市では斜面市街地での上下移動が不便な高齢者 地の実態を把握した上で，周辺の道路や小学校などの

や交通弱者のため，行政が小型リフトや斜行エレベー 物的な環境が建物・敷地の更新及び分布に与える影響を

ターなどの移動支援施設を設置している他，乗り合い 分析した．また，居住者の意識や今後の意向を把握す

タクシーや小型パスを民間に委託し運営したり，民間共 ることにより次のことを明らかにした．

同で建てられたコミュニティ住宅のエレベーターを地域 ・斜面地の住宅・敷地周辺の物的環境は建物・敷地の更

住民にも開放することにより斜面市街地での上下移動を 新に影響を与えている．特に，車両の進入可能な道路

支援している（表4，写真2). しかし，乗り合いタク の有無は大きな影響を与えていると考えられる．

シーや小型パス事業では，安い運賃や人口の減少に伴 ・現在長崎市の斜面市街地では4m未満の道路でも 2項

う利用者の減少などから，財政的に厳しい状況で運営 や3項又は特定道路の指定されており，建築基準法の

している． 接道条件を満たさない建物・敷地でも更新可能な状況で

また，現在行われている取り組みは現状維持のための ある．そのため，接道条件は建物・敷地の更新に殆ど

ものが殆どであり，高齢者や交通弱者向けの取り組み 影響しない．

が多く，若い世代向けの取り組みは少ない．実際，小 ・斜面地の居住者は現状に満足し，今後も住み続けたい

J一一一一－＂＂~·· と思っている人が多い． また，多くの人が車道の不足

写真2取り組みの写真

査証誕

写真3寄付された物件の整備前後

に関して不便さを感じてない．

－行政やNPO，民間企業などにより，持続可能な居住地

に向けた様々な取り組みが行われている．その一方，各

種取り組みには財政的な問題や対象者が一部に限られてい

る問題などの課題も多い．

注

1）年平均増加率＝r，最初年度のデータ＝A1，最終年度の

データ＝An,A1(l+r）《（n-1)=An, r= (n-1) root (A/ A1) 

2）長崎市建設局建築部指導課，道路指定図（H24年 11

月1日更新，S=l/1000)

3）新築や建替えは居住者への、ヒアリング又は調査員の

目視で判断し，空き家は電力量計により判断
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4)H15年度－ H25年度の 10月（市役所への提出用、民

間企業への提出用）

5）長崎市役所ホームページ（http://www. City. 

nagasaki. lg. jp／），長崎市斜面市街地研究会ホームペー

ジ（http:I /www. shamenke広島／）

6）長崎市まちづくり推進室、長崎大学大学院水産・環

境科学総合研究科杉山和一准教授、長崎市斜面市街地研

究会
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1)接道義務とは建築基準法43第条の規定により，建築
物の敷地が「道路」に2ｍ(ないし3ｍ）以上接しなけれ
ばならないとする義務をいう．
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斜面市街地における取り組みからみた

居住地としての持続可能性に関する研究
-長崎市の事例を中心として-

金ドン均* ∙  有馬隆文**∙ 児島有紀***

Study on sustainability as a residence when viewed from the handle of the slope city

Kim，Dong-Gyun  ·  Arima，Takafumi  ·  Kojima，Yuki

Abstract

본 연구는 일본의 많은 경사 도시들 중 선진 도시라고 할 수 있는 나가사키 시를 대상으로 경사 시가지가 안고
있는 문제점을 파악하고, 그 문제점의 해결 수법 및 여러 가지 사업 및 대처 방안 등을 조사 및 고찰을 통해 지속
가능한 경사도시를 위한 방안을 모색하는 것을 목적으로 한다. 현재 경사 시가지에서는 도로 부족 및 높은 경사
면 등으로 인한 낮은 접근성과 접도 의무1) 및 비싼 공사비로 인해 어려운 건물 및 부지의 갱신 등의 문제점으로 
인해 인구 감소. 빈집 증가, 고령화 등의 문제가 심각화 되고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 나가사키 시
에서 일어나고 있는 해결 수법 및 사업 등을 조사 한 결과, 그 목적에 따라 크게 ①건물 및 부지이용의 갱신을 
위한 방안, ②이동 및 교통 지원방안, ③생활 지원 방안, ④방재 및 사고방지 방안으로 나눌 수 있었다. 또한 이러
한 나가사키 시의 해결 수법 및 대처 방안의 특징으로서는 행정과 시민 단체, 민간 기업이 연계되어 각 사업을 
지원 을 통해 많은 사업이 지속 가능하다는 것을 본 연구를 통해 알게 되었다. 

반면, 나가사키 시에서 독자적으로 행하여지고 있는 여러 가지 대처 방안 및 사업에 대하여 상세히 조사 및 분
석 한 결과, 현재 고령화가 심각한 경사시가지의 거주자를 위한 대처 방안 및 사업이 많고, 젊은 인구 및 세대수
의 증가, 신축 건물의 증가 등의 근본적인 문제 해결에는 큰 영향을 미치지 못하고 있다는 것을 알게 되었다. 지
금 대부분의 도시들은 인구감소 현상이 지속되고 있으며, 평지와 비교하여 여러 기반시설이 부족한 경사 시가지
에서는 그 현상이 더욱 심각해지고 있으며 이러한 상태가 지속 될 경우 주거지로서의 기능을 상실 할 뿐 만 아니
라 도시 전체에 악 영향을 미칠지도 모른다. 

그러나 경사 시가지는 수려한 경관, 양호한 커뮤니티, 저렴한 지가 등 주거지로서의 충분한 메리트를 가지고 
있으며, 지금 현재 나가사키 시에서 일어나고 있는 여러 가지 대처 방안 및 사업들과 더불어 장기적인 관점에서 
등 경사 시가지가 가진 메리트를 충분히 활용한 대처방안이 더해진다면 경사 시가지의 주거지로서의 지속 가능
성은 높다고 판단된다.

키  워  드 : 경사시가지，주거환경，대처 방안，지속 가능성
Key words : 斜面市街地，居住環境，取り組み，持続可能性

* 九州大学　人間環境学府　都市共生デザイン専攻　博士課程
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1章. はじめに

1. 研究の背景と目的
丘陵な地形が多い日本では「天然の良港」

と形容される泊地に港湾都市を築き，栄える

につれて住宅地を後背斜面地に拡大した．そ

れ故その地理的特徴から夜景が美しい都市や

文化･伝統を生かした観光都市となり，斜面市
街地は日本人の原風景の一つとなった．しか

し今日，人口減少など様々な社会構造の変化
により，狭隘な道路の多い斜面地では平坦地
と比べ高い工事費接道条件などにより，建
物・敷地の更新などが難しいため，建築物の

老朽化が進行している．また，居住者の減少
や高齢化と共に空き家・空地の増加など種々
の問題が起きている．

その一方で，斜面市街地は平地と比べて大
規模開発が少ないことから地域の歴史を残し

ており，ダイナミックな景観とヒューマス

ケールな町の構造，さらには濃密なコミュニ

ティを有する魅力的な地域であるといえる． 

また，斜面地では大きな敷地の確保が難しい

ため，商業・業務系施設は斜面地の麓の平坦
地に集中し，都市全体としてメリハリのある

土地利用が形成されるとともに，斜面地では

道路や駐車場の整備が十分に行えないことか

ら，自家用車所有の割合が低く，徒歩や公共
交通利用の割合が高く，環境にやさしい地域
であるといえる．

 以上のように，日本の文化や景観を維持
し，魅力ある特徴を有する斜面市街地を衰退
させに持続させることは急務であると考え，

斜面市街地の居住実態や住環境の課題を把握
し，斜面市街地が持つメリットを活かした適
切な対策の確立が必要である．

日本の文化や景観を維持するためにも斜面
都市の持続可能性を探る必要があると考えら

れる．そのため，本研究では長崎市を対象と

して斜面地における様々な事業･取り組みの実
態を網羅的に把握し，その目的別に整理，考
察を行うことで，取り組みの組織のあり方や

総合的な居住地として持続可能性の観点から

みて，その事業･取り組みの課題を明らかに

し，評価を行うことを目的にする．

2. 既往研究
既往研究には様々な斜面市街地を対象とし

たものがあり，それらは大きく防災に関する

研究，景観に関する研究，居住環境に関する

研究の3つに分けられる．その中で，居住環境
に関する研究では斜面地の特徴を定量的に比
較した天野らの研究，様々な周辺環境から地
域特性と整備課題を把握した清水らの研究，

空き家再生活動の実態を把握した植木らの研
究など，斜面地を定量的に把握，分析した研
究や一つの取り組みに着目した研究は多種多
様に存在する．しかし行政，民間企業，市民
団体など複数の主体を対象として，斜面都市
が抱える多様な問題の解決手法や方策につい

て整理した論文は見られない．また，斜面市
街地における種々の問題は互いに干渉し合
い，複雑なものとなっているため，それらを

解決するための手法も総合的に把握する必要
がある．そのため，本研究では長崎市をケー
ススタディとして，斜面市街地が抱える問題
とその解決手法や取り組みが抱えている課題
と影響を分析し，考察により，今後の斜面都
市の持続可能性の実現に寄与できると考えら

れる．
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図1 長崎市既成市街地

2章. 研究の対象地と構成

1. 研究の対象地
平成元年度，国際斜面都市会議」の開催を

きっかけとして，現在長崎市では行政だけで

なく市民活動や民間企業も積極的に関わりな

がら，斜面地が抱える問題に対する先進的な

取り組みを数多く行っている．そのため，本
研究では長崎市を研究対象とする．尚，長崎
市役所が定めた既成市街地2)(図1)を対象地と

2)長崎市では，1970年のDID内でかつ1971年の都市計画法に
よる第1回区域区分(線引き)による市街化区域であったエリ

する．また，日本では斜面地が明確に定義さ

れてないため，本研究では長崎市が定義する

もの3)とする．

2. 研究の構成と調査方法
先行研究4)5)及び文献6)で得た情報を元にHP

で予備調査7)を行った後，現地ヒヤリング調
査8)によりその内容の確認，情報の収集を行
い，各種事業･取り組みについて目的別に整理
し，特徴を明らかにする(3章)．整理したもの

の中から長崎市特有の事業·取り組みに焦点
を当て，建物・敷地利用の更新に関するもの

(4章)，生活利便性向上に関するもの(5章)につ

いてより詳細に述べ，考察を行う．尚，本梗
概では紙面の都合上，今後の居住地としての

持続可能性を考える上での新たな斜面地居住
者を増やす必要性から，それに対して効果的
と思われるものについてのみ詳細を述べる． 

そして最後に，斜面地の持続可能性に向けた

総合的な考察，提案を行い，まとめとする(6

章)．調査の流れを図2に示す．

アを既成市街地としている．尚，整備が必要な既成市街地は
その中でも早急に対策が必要とされると判断された地区であ
る．また，その他の地区においても，老朽危険空き家が目立
ち始めたため，2012年に新たに対象地区を拡大した(図4)．

3)傾斜度5度以上かつ標高20m以上のエリア

4)金ドン均．斜面市街地の実態からみた居住地としての持続
可能性－長崎市の斜面市街地を対象として－

5)指原元樹．斜面市街地における建物･敷地の更新に関する
研究－長崎市の斜面市街地を対象として－ 

6)谷村賢治，杉山和一，渡辺貴史．もうひとつの長崎さるく
－豊かな景観と育んだ歴史的個性－ 

7)長崎市(http://www.city.nagasaki.lg.jp/)，長崎県営バス
(https://www.keneibus.jp/)，NPO法人長崎斜面研究会
(http://www.shamenken.jp/)のHPを参照してまとめた後，
長崎大学の研究者へのヒヤリングを元に行った．

8)調査は2013年10月31日から2014年1月10日までに現地ヒ
ヤリング調査を10件と「住民発“長崎･坂のまちの日”」制
定記念事業で行った．
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表1 目的別にみる主な取り組み

図3 組織の関わり

図2 調査方法

3章. 各種事業･取り組みの特徴

対象地内の主に斜面市街地で行われている

事業·取り組みを表1に示す．事業·取り組み

は大きく4つに分けることができ，建物·敷地
利用の更新，移動支援·交通支援，生活支
援，防災·事故防止に関するものである．ヒ

ヤリング等の結果，取り組みの殆どが市民団
体からの要望や働きかけがきっかけで事業化
されたものであると分かり，その市民団体の

中心的存在が，医療福祉関係者，土木建築に

携わる方々，大学の教員など様々な市民で構
成されている長崎斜面研究会9)であることが

9)この会は1997年に発足し，斜面地居住者に対する地域ケ
アやまちづくりに関する啓発·調査·研究に関する事業で
の地域の生活公共向上を目的としている会である．土木，機
械システム，医療福祉など様々な分野の会員で構成されてお
り，斜面地居住者の外出の機会を創造する行事の他，啓発活
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図4 地形による長崎市既成市街地の分類

分かった．また，現在行われている事業·取
り組み主体は市役所が中心で，市民団体，民
間企業も行っているが，市役所単独で行えな

い事業は，民間企業への事業委託，市民団体
への支援など様々な形式で行っていることが

明らかとなった．このように多くの取り組み

において，様々な主体がそれぞれの強みを活
かして連携し，各々が役割を担っていること

が長崎市における事業·取り組みの特徴であ

る．(図3)

4章. 建物·敷地利用の更新に

関する取り組み

本章では建物·敷地利用の更新に関する取
り組み(表1網掛け部分)として，4.1で長崎市の

空き家対策, 4.2で建物·敷地利用の更新の促
進について， ヒヤリングにより明らかとなっ

た現状や課題について述べる．また，居住地
としての持続の観点から建物・敷地利用の更
新に関する取り組み評価を行う．

1. 空き家対策
1.1　老朽危険空き家対策事業
長崎市では高齢化などに伴い，空き家が増

加傾向10)にある．特に斜面市街地で著しく，

空き家が周辺環境をさらに悪化させ，空き家
が集塊的11)に発生する悪循環が起きているこ

とが先行研究5）においても明らかとなった．

動注5等を通して，斜面地居住の持続可能性に寄与している
団体である．

10)2 0 0 3 年 - 2 0 0 8 年 で 5 9 8 0 件 増 加 ( e - S t a t 
http://www.e-stat.go.jp/ 住宅·土地統計調査による)

11)多くの物が集まってできた，かたまり 

長崎市ではこういった問題に対処するため，

まず市内の既成市街地(図4)を対象として，

2006年にこの事業を独自に考案した．これは

老朽し危険な状態にある空き家を長崎市に寄
付·無償譲渡してもらい，市の予算で除却し

整備する事業である．自動車が進入できる道
(クルマ道)のない密集斜面市街地や既事業12)

地区を中心に，2012年までに利用申込351件中
39件が整備され(表2)，除却に伴う防災面の強
化や地域交流の場となるいこいの広場(図4右
上の写真)や生活利便性向上に寄与するゴミ捨

12)斜面市街地再生事業．「長崎市斜面市街地の整備促進に
関する条例」に基づく事業である．市内8地区で生活道路及
び広場等の整備，老朽住宅の除却，賃貸コミュニティ住宅建
設，共同建て替えの推進などを行ったが，2012年に失効し
た．
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表2 既成市街地の類型ごとの整備件数と

    整備後の用途

図5 空き家・空き地の分布(大鳥町)

て場などとして利用されている(表2)．また，

2013年度からは同様の対象物件の解体に補助
金を出す，老朽危険空き家除却費補助金制度
も導入され，年々増す空き家発生率に追従す

る努力も行っている．しかし，これら二事業
の申込物件の殆どが老朽危険空き家ではな

い．また，相談者が近隣住民の場合は所有者
の確知が困難もしくは承諾が得られない，所
有者が相続放棄するなど様々な課題を抱えて

いることが明らかとなった．また，老朽危険
空き家対策事業が最も多く行われえれいる大
鳥町(図5)をみると分かるように，老朽危険空
き家対策事業が空き家・空き地を減らすこと

や新築・増築の増やすことなどには大きな影
響は与えてないと考えられる．

1.2　長崎市空き家などの適正管理に関する条例
この条例は市や所有者の責務，指導，勧

告，命令及び代執行の規定などを定め，所有
者に対して強制的に処置を行えるようにする

ことで，良好な生活環境の確保及び安全で安
心なまちづくりの推進を目指すもので，2013

年に施行された．市へのヒヤリングによると

(1)における課題や建築基準法的な問題により

手が付けられない案件の増加に対処するため

に導入したことが明らかとなった．

2. 建物･敷地更新の促進
2.1道路の指定
これは地形的な特性上，2·3項道路13)にも属さな

13) 2項道路は「42条2項道路」とも呼ばれる，都市計画区
域および準都市計画区域内にある，幅員4メートル未満の道
のうち，特定行政庁の指定したものを建築基準法上の道路と
みなす処置がとられる．3項道路は建築基準法第42条第3項
の規定により，建築基準法上の道路とみなされる道のことで
ある．2項道路では幅員4メートル分が道路とみなされる
が，3項道路は幅員2.7メートル以上4メートル未満で特定行

い狭隘な道が多く，建築基準法に基づく接道義務を

そのまま適用すると新築·増築が不可能となる場所
が多い長崎市特有の事情の救済措置として，一定の

許可基準をクリアした道を「特定通路」14)(図5)と指
定し，特例で建築を認めるものである．しかし，現
在建物が建っているほぼすべての場所で道路の指定
がなされているにも関わらず，車志向や小運搬によ

りかさむ工事費などが原因となり，基本的にクルマ

道沿いでしか新築·増改築が見られない(図5)．

政庁が指定した範囲が道路とみなされる．

14)建築基準法第43条第1項ただし書き適用の道のこと．
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2.2　生活道路の整備
これは斜面市街地再生事業の一環で，前述

のような実態により必要とされる住環境の向
上や防災の観点から，斜面市街地再生事業8地
区において進められている事業である．敷地
の取得に莫大な費用と時間がかかるため， 進
捗状況が芳しくなく(図5左上の写真)，長崎市
では今後，道路規格の縮小15)等を視野に入
れ，早期の道路整備実現を目指している．

2.3　小結
様々な対策が行われているが，先行研究16)

で斜面地での建て替えや新築は少なく，道路
に近い場所で比較的多いことが分かってい

る．理由としてはは事業を知らない方の多
さ，高齢者が多く経済的余力がないこと，土
地の権利関係や法規の複雑さ，ライフスタイ

ルの変化などがヒアリング調査により分かっ

た．しかし，いこいの広場整備後に近くに移
り住んだ子育て世帯もいる17)ということや連
担建築設計制度等を利用してコーポラティブ

住宅を実現し，密集市街地を再生する試み18)

が見られるなど，斜面市街地が抱える問題点
を解決する新たな取り組みも行われており，

今後このような事業や取り組みを拡散と共に

広報活動など現在の取り組みの課題を解決し

ていくことで，居住地としての持続可能性の

向上が見込める．

15)2車線道路から1.5車線的道路への規格縮小など

16)指原元樹．斜面市街地における建物･敷地の更新に関する
研究－長崎市の斜面市街地を対象として－ 

17)長崎市まちづくり推進室が整備後に行ったアンケート調
査の結果
18)長崎にコーポラティブ住宅をつくる会による取り組み
で，市内1カ所で実現している．尚，情報は「住民発“長
崎·坂のまちの日”」制定記念事業注5時に収集した．

5章. 生活利便性向上に

関する取り組み

本章では，斜面地で行われている生活利便
性向上に関する取り組み(表1網掛け部分)につ

いて5.1で移動支援，5.2で生活支援について述
べる．また，居住地としての持続の観点から

生活利便性向上に関する取り組みの課題を明
らかにし，評価を行う．

1. 移送支援
斜行エレベーターや簡易モノレール等の先

進的移送機器(図6)や介護保険非適用者であっ

ても利用できる移送支援サービスなど，斜面
地居住者の多くを占める高齢者等の交通弱者
に対する生活支援，維持を目的とした取り組
みが多いが，本梗概では若い世代も利用でき

る事業·取り組みについて詳細を述べる．

1.1　片道定期券
長崎県営バス独自の定期券で，上り区間だ

けバスに乗車したいという利用者のニーズか

ら1984年に考案，導入された．一般乗車券で

も買い物·通院等の目的で上り区間の片道の

みの利用者が多いことがヒヤリングにより分
かったが，片道定期では通学目的の利用者が

多いということが分かった(図6の表19)20)21))．

このようなニーズが存在する要因はクルマ道
が遠回りをするのに対し，スロープや階段道

19)バスの行程にかかる時間は長崎県営バス(長崎県交通局)
の時刻表から積算した．また徒歩の場合，最短経路を行程と
し，80m/分で計算した． 

20)標高はgoogle earthによる．

21)バスルートは国土数値情報ダウンロードサービス
(http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/)を利用し，ArcGISを用いて表示
した．
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図6 県立長崎東高等学校周辺図

図7 移送支援サービスの写真

が比較的直線的な徒歩移動を可能にしている

という長崎市特有の道路事情と，急激な高低
差による上り区間の困難な徒歩移動であると

考えられる．実際に片道利用者数最多区間で

あると判明した長崎駅前-中央橋-東高(長崎県
立東高等学校)を結ぶ路線(図6)を例とすると，

東高から桜町バス停までの行程にかかる時間
はバスが20分，徒歩が17分であまり差がない

が，高低差が約160mあるため，上りはバス，

下りは徒歩を選択していると考えられる．ま

た，このような状況から長崎県営バスでは利
用者は減少傾向にあるものの(図6の表)，斜面
市街地特有のニーズに応えるため，今後も

サービスを続けるとのことであった．

1.2　乗り合いタクシー事業
　斜面市街地内にはバス空白地域22)が特に

多く，その問題を解決し，地域住民の利便性
の向，市内交通混雑の緩和などのために，5つ

の地域(図7)で長崎市が民間企業に運営委託を

して乗り合いタクシー事業を行っている． ヒ

ヤリングによると長崎市と地域住民が話し

合って路線策定を行っており，路線と大型小
売店，商店街の位置関係を確認したところ(図
8)，バス空白地域の狭隘な道路が多い斜面市
街地とそれらを結ぶ特徴が現れた．また，乗
客の約60％が上り区間で利用していることが

わかった．しかし，斜面市街地の全体的な人
口減少により丸善地区を除き赤字路線となっ

ており，依然として空白地域が存在するなど

の課題もあるため，今後減便等を含めた事業
のスリム化が行われる可能性があることが明

22)2000年，乗り合いタクシー事業計画段階に市街化区域内
(旧長崎市内)でかつバス停から300m圏内に入っていない地
域を「バス空白地域」と位置付け，事業対象地として選定し
た．

らかとなった．

1.3 小結
 長崎市の斜面市街地での片道定期券や乗り

合いタクシーなどの支援は現在長崎市の斜面
市街地の居住者の生活の足を支えている．そ

の一方，現在の居住者の中で主に高齢者の向
けの支援が多く，人口減少により利用者が減
少している．そのため，斜面市街地の居住地
としての持続可能性の観点からも，また一方
で現在行われている取り組みを維持するため

にも，新たな人口の流入の必要性は明白であ

る．したがって，今後は新規居住者向けの取
り組みや事業など長期的視点を取り入れる必
要があると考えられる．
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図8 移動支援関連の事業実施場所

図9 ふれあい訪問収集の利用者数の変化

2. 生活支援
日々の生活を支援する事業としては，長崎

市や民間業者が行うごみ捨て援助，複数の民
間企業が社会福祉サービスの一環として行う

買い物代行，市民団体が行うドクターネット

など，高齢者･身体障害者向けのものが多い

が，若者も利用できるものも存在する．

2.1　ふれあい訪問収集
　斜面地，路地奥及びエレベーターが設置

されていない中高層住宅などに居住する高齢
者を対象に身体状況などの理由により，ごみ

出しが困難な方に，市のごみ収集の職員が一
軒ずつ戸別収集を実施して，自立した生活の

支援を促進することが目的である．

　特徴としては2008年から事業内容に安否確
認を追加し，地域の民生委員と連携し地域での

見守り体制を強化している点が挙げられる．

尚，回収時の安否確認の際，確認が取れない場
合は緊急連絡先に通報し，担当のケアマネー
ジャーや包括支援センターなどから本人や家族
に連絡が行くシステムになっている．

尚，ふれあい訪問収集事業利用者は図9のよ

うに利用者のニーズも高く，ごみ出しの困難
な高齢者の支援策として有効な事業であるの

で，事業の周知に努め，関係部局間での連携
を図りながら，引き続き推進するとのことで

あった．

2.2　宅配サービス

長崎市では，複数の民間企業が生鮮を含む

食品や弁当を斜面市街地であっても玄関まで

宅配するサービスを行っている．注文方法は

大手企業はインターネット注文が主流だが， 

地元企業では店で直接購入したものを届ける

など，企業によって様々である．先行研究5)

の現地調査時に，1m程の狭隘な道路であって

もバイクを利用し，階段は徒歩で配達してい

る姿が見受けられた．

2.3　移動販売
斜面市街地では商業施設が殆どなく, 買い

物などが難しい状況である. そのため, 長崎市
では民間や個人により配達サービスや移動販
売システムなどのサービスが行われ, 居住者
の生活利便性を高め, 斜面市街地の居住者の

生活を支えているおり，Ｊ社では斜面地居住
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者をスーパーまで送り迎えする，買い物バス

を運行し，居住可能性を高めていることも運
営者や利用者へのヒヤリング調査で明らかと

なった．しかし, それらの販売場所は暫定的
に個人所有の駐車場を間借りしていたり，時
間が決まっていなかったり，特定の地域だけ

に限られていたりしていた. そのため今後, 移
動販売など民間企業や個人による斜面地居住
者向けのサービスが広範囲で展開できるよう

にするために, 行政が場所の提供などの支援
することで持続可能な斜面地居住へ向けた取
り組みの1つになると考えられる.

2.4　階段の白線引き

この活動は各自治会が白色ペンキと塗布用
具を市から提供してもらい，階段の淵に白色
ペンキを塗ることで夜間における階段の視認
性を向上させ，歩行時の安全性を高める重要
な取り組みである．自治会ごとに塗布する時
期などは異なっており，天神町では年に一
度，自治会幹部でペンキ塗りを行っているこ

とが自治会長へのヒヤリングで明らかとなっ

た．

2.5　小結
生活を支える取り組みも，高齢者など斜面

市街地の居住者の生活を支援し，斜面市街地
の維持を支えている．しかし，殆どが高齢者
利用の取り組みや事業が多く，言わば現状維
持の対策が多い．そのため，斜面市街地で起
きている人口減少や高齢化により，階段の白
線引きなど自治会等の市民団体が行う地道な

活動なども人力不足という課題があることが

明らかになった．したがって今後は新たな人
口，特に若い世代の流入のための取り組みや

事業が必要であると考えられる．

6章. 結論

本研究で明らかとなった長崎市における取
り組みの特徴は，市民と行政が協働して取り

組みを行っている点である．長崎市では斜面
都市の地形的特性を活かし，様々な先進事例
も取り入れながらまちづくりを行っており，

その殆どが，中心的存在である長崎斜面研究
会などの市民団体からの要望や働きかけが

きっかけとなっていた．こういった様々な立
場の市民で構成されている市民団体が存在す

るのは長崎市の特色でもある．そしてその構
成員のまちに対する愛着や想いがあるからこ

そ，行政に強く働きかけることが可能となる

だけでなく，意識の高い会員が個人的に行う

取り組みもあるため，市民団体は斜面地の持
続可能性に大きく寄与していると言える．

一方，持続可能な居住地の観点からみると

このように昨今，多くの地方自治体で行われ

ている市民と行政との協働によるまちづくり

が長崎市においても積極的になされ，一定の

成果をあげてはいることが明らかとなった

が，それらは現在の居住者，特に高齢者に焦
点を当てた取り組みや事業が多いため斜面市
街地の人口減少により取り組みや事業の維持
も難しい状況である．いわば殆どの取り組み

が現状を維持するためものであり，斜面市街
地が抱えている人口減少や空き家・空き地の

増加，高齢化などの問題を解決することに大
きく寄与してないと判断される．これらは斜
面市街地が置かれた現状を打破し，持続可能
性をより高めているとは言い難い．また，人
口減少や高齢化の問題が解決できずに現状維
持のための取り組みや事業だけでは，斜面市
街地は居住地として持続できないと考えられ

る．
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そのため，今後斜面市街地が居住地として

持続するためには現状の維持だけでなく，よ

り長期的な観点から斜面地の持つメリットを

十分に活かした取り組みが求められているの

ではないだろうか．
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　In this study, for a solution toward vacant houses/lands which are recently regarded as one of the problems  that sloped urban 
districts have a statistical analysis on the relationships between the emergence of vacant house/land and physical residential 

on preventing houses and lands from being vacant, while altitude of land and the responsibility of having a building site join the 
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　In Japan, even though sloped area is much larger than plain area, plain area is used for public facilities and 
industrial sites preferentially, and consequently, there are a lot of sloped urban districts which are commonly for 

viewed as the key elements inducing some problems such as depopulation and increased number of vacant house/lot 

among various kinds of problems emerging at sloped urban districts, and Nagasaki city is chosen as the targeted city 

　

house/lot and physical residential environment which were investigated based on an on-the-spot survey, some 

　

and lands due to the legal responsibility of having a building site join the frontal road in sloped urban districts which 
comparatively has small number of roads in the past; however it has now become easy to do so even in sloped urban 

planning for plain sites which have few slopes and undulation, not only distance to walk but also undulation of routes 

　Considering the results above, for the further progress of solution toward the issues related vacant houses/lots in 
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